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Appleソフトウェアをダウンロードまたは使⽤する前に、以下の使⽤許諾契約の利⽤規約を
よくお読みください。 これらの利⽤規約はデベロッパの企業／組織とAppleとの間の法的な
契約を構成します。 
 

Apple Developer Enterprise Program使⽤許諾契約  
（従業員向けの内部使⽤アプリケーション） 

⺫的 
デベロッパ企業、組織、または教育機関は、Appleソフトウェア（以下に定義）を使⽤して、
iOS、watchOS、tvOS、iPadOS、visionOS、および／またはmacOSを実⾏しているApple製品⽤
の1つ以上の内部使⽤アプリケーション（以下に定義）を開発し、これらの内部使⽤アプリケー
ションをデベロッパ企業、組織、または教育機関内の従業員が内部で使⽤するため、または本契
約書に明⽰的に規定された⽅法でのみ限定的に使⽤するためにだけに導⼊することを望んでいま
す。 Appleは、本契約に定める利⽤規約に基づき、デベロッパの内部使⽤アプリケーションを開
発およびテストし、かかる内部使⽤アプリケーションを内部的に、または本契約書で別途認めら
れている通りに導⼊するために、Appleソフトウェアを使⽤する限定的なライセンスをデベロッ
パに付与する意志があります。 本契約書に基づき、iOSまたはwatchOSを実⾏するApple製品で
使⽤するためのパス（以下に定義）を作成することもできます。 macOS⽤に開発された内部使
⽤アプリケーションは、Apple証明書を使⽤して本契約書に基づいて配布することも、個別に配
布することもできます。  

注： 本プログラムは、デベロッパの特定のビジネス⺫的のためにデベロッパが開発した内部使
⽤のカスタムアプリケーションであり、デベロッパの従業員、および限定された場合には、本契
約書に規定された特定のほかの当事者のみが使⽤するためのものです。 iOS、watchOS、tvOS、
またはvisionOS⽤のアプリケーションを第三者に配布する場合、または第三者からアプリケーシ
ョンを取得する場合は、App Storeまたはカスタムアプリ配信（利⽤可能な場合）を使⽤して配
布する必要があります。 
 

1. 本契約の受諾 - 定義 
1.1 受諾 
Appleソフトウェアおよび Appleサービスを使⽤するには、デベロッパは、本契約に同意する必
要があります。 本契約に同意しない、または同意できない場合には、Appleソフトウェアまたは
Appleサービスを使⽤することはできません。 その場合は、Appleソフトウェアまたは Appleサ
ービスをダウンロードまたは使⽤しないでください。 デベロッパは、以下のいずれかを⾏うこ
とにより、デベロッパ企業、組織、教育機関、または連邦政府の代理⼈、出先機関、または部局
において、正式な法定代理⼈として、本契約の条項を受諾し、同意するものとします。 
（a）本契約の末尾に記載されたボックスにチェックマークを付けること（デベロッパが本契約
をAppleのウェブサイト上で読んでいる場合） 
（b）「同意する」またはそれに類するボタンをクリックすること（Appleがこの選択肢を提供し
ている場合） 
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1.2 定義 
本契約において先頭が⼤⽂字で表記されている⽤語（英語の場合）は、常に以下の定義が適⽤さ
れます。 
 
「Accessory Data Transport Extension」とは、その唯⼀の⺫的として、従業員または許可ユ
ーザーのAppleブランドデバイスと認定Wi-Fiターゲットアクセサリとの間で情報を直接安全に共
有する、デベロッパの内部使⽤アプリケーションの⼀部としてバンドルされる拡張機能のことを
いいます。  
 
「Ad Network API」とは、暗号化された署名とAppleへの登録処理の組み合わせを使⽤して、
サポートされているAppleブランド製品で広告活動がコンバージョンに結び付いたことを検証す
るための⽅法を提供するDocumented APIのことをいいます。 
 
「Ad Support API」とは、広告識別⼦およびトラッキング設定を提供する Documented APIの
ことをいいます。 
 
「アダプタ」とは、「Foundation Models Framework Acceptable Use Requirements」で許可さ
れている⺫的のために、Foundation Models Frameworkによりアクセスされるモデルを微調整す
るモデルアダプタのことをいいます。 
 
「広告識別⼦」とは、特定の Appleブランドデバイスと関連付けられ、かつ Appleが書⾯で明⽰
的に別段の許可をしない限り、広告⺫的にのみ使⽤される Ad Support APIを通じて提供する、
個⼈を特定しない⼀意の⾮永続的な識別⼦のことをいいます。  
  
「本契約」とは、本Apple Developer Enterprise Program使⽤許諾契約のことをいい、ここで参
照することにより組み込まれる付属書も含まれます。 疑義を避けるために明記すると、本契約
はiOS Developer Enterprise Program（iOSデベロッパ企業プログラム）使⽤許諾契約（付属書を
含む）およびMac Developer Program License Agreementに優先します。 
 
「APN API」とは、デベロッパがデベロッパの内部使⽤アプリケーションに対してプッシュ通知
を送信するために、または本契約において別途許容された利⽤のために、APNを使⽤できるよう
にするDocumented APIのことをいいます。 
 
「App Intents」とは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションがApp Intentsドメインおよびそ
の他の関連機能にアクセスし、App Intents、アプリショートカット、アプリエンティティ、ドネ
ート、およびその他の関連実装を公開することを可能にする⽂書化されたAPIのことをいいま
す。 
「Apple」とは、One Apple Park Way, Cupertino, California 95014, U.S.A.に主たる事務所を有す
るカリフォルニア州法⼈であるApple Inc.のことをいいます。  
 
「Apple証明書」または「証明書」とは、本プログラムに基づいてAppleがデベロッパに提供す
る、Apple発⾏のデジタル証明書のことをいいます。  
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「Apple Maps Server API」とは、デベロッパがその内部使⽤アプリケーション、ウェブサイ
ト、ウェブアプリケーションに、サーバ間のマッピング機能または機能性を追加できるようにす
るDocumented APIのことをいいます。 
 
「Appleマップサービス」とは、MapKit APIおよび／またはApple Maps Server API経由でApple
が提供するマッピングプラットフォームおよびマップデータのことをいいます。これは、マッピ
ングプラットフォームで使⽤または表⽰される、Appleが提供するマップデータ、および／また
はMapKit JS経由でAppleが提供する、マッピングプラットフォームおよびマップデータ、および
マップコンテンツを取得するための関連ツール（例えばMapSnapshotter）を指します。 Apple
マップサービスは、デベロッパがデベロッパの内部使⽤アプリケーション、ウェブサイト、また
はウェブアプリケーションに関してのみ使⽤することを⺫的としたものです。  
 
「Apple Push Notification Service」または「APN」とは、デベロッパがデベロッパの内部使
⽤アプリケーションに対して、もしくはMDMプロトコル経由でプッシュ通知を送信できるよう
にするために、または本契約で別途許容された利⽤のために、Appleがデベロッパに対して提供
できるAppleプッシュ通知サービスのことをいいます。 
 
「Appleサービス」または「サービス」とは、デベロッパが対象製品と共に使⽤するため、もし
くはデベロッパが開発で使⽤するため、Appleが提供できる、または Appleソフトウェアを通じ
てもしくは本プログラムの⼀部として Appleが利⽤可能にすることができる、デベロッパサービ
スのことをいいます。これには、本プログラムに基づき Appleがデベロッパに提供できる、それ
らのあらゆるアップデート（存在する場合）も含まれます。  
 
「Appleソフトウェア」とは、Apple SDK、iOS、watchOS、tvOS、iPadOS、visionOS、および
／またはmacOS、プロビジョニングプロファイル、ならびに本プログラムに基づき Appleがデ
ベロッパに提供するその他のあらゆるソフトウェアのことをいいます。これには、本プログラム
に基づき Appleがデベロッパに提供できる、それらのあらゆるアップデート（存在する場合）も
含まれます。  
 
「Apple SDK」とは、本契約に基づき提供されるApple専有ソフトウェア開発キット（SDK）を
意味し、iOS、watchOS、tvOS、iPadOS、visionOS、またはMac SDKの⼀部としてラベル付け
され、それぞれiOS、watchOS、tvOS、iPadOS、visionOS、および／またはmacOSを実⾏する
Apple製品を対象とする⺫的でXcodeデベロッパツールパッケージに含まれているヘッダーファ
イル、API、ライブラリ、シミュレータ、ならびに、ソフトウェア（ソースコードおよびオブジ
ェクトコード）を含みますが、これらに限定されません。 
 
「Apple⼦会社」とは、発⾏済み株式または証券（取締役またはその他の管理機関の選挙の投票
権を表す）の少なくとも50%を、直接的または間接的にAppleに保有または⽀配されており、
App Storeの運営に関わっている、またはそれらと提携しており、本契約において⾔及されてい
る（例：付属書3）会社のことをいいます。  
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「Apple TV」とは、tvOSを実⾏するApple製品のことをいいます。 
 
「Apple Watch」とは、watchOSを実⾏するApple製品のことをいいます。 
 
「認定デベロッパ」とは、デベロッパの従業員および外部契約者、デベロッパの組織のメンバ
ー、またはデベロッパが教育機関である場合にはデベロッパの教職員で、（a）各々Appleにおけ
る有効なApple Developerアカウントを有し、（b）対象製品の開発およびテスト⺫的で、Apple
ソフトウェアの情報または使⽤を明らかに必要としていると認められ、かつ、（c）当該個⼈が
Apple秘密情報に接する機会を有する限りにおいて、各々Apple秘密情報の不正使⽤および開⽰を
防ぐため法的拘束⼒のある書⾯による合意をデベロッパと締結している者のことをいいます。  
 
「認定テストユニット」とは、本プログラムに基づきデベロッパが所有または管理し、デベロッ
パがデベロッパ⾃⾝のテストおよび開発を⾏う⺫的で指定する Apple製のハードウェアユニット
のことをいい、ならびにデベロッパが許可する場合に、当該ユニットをデベロッパのためのテ
ストおよび開発を⾏う⺫的で使⽤し、本契約で許可される限りにおいて、デベロッパの認定デ
ベロッパが所有または管理する Apple製のハードウェアユニットのことをいいます。  
 
「認定Wi-Fiターゲットアクセサリ」とは、従業員または許可ユーザーが各⾃の Appleブランド
デバイス上で、Wi-Fiネットワーク共有情報を安全にペアリングして共有するために、デベロッ
パの内部使⽤アプリケーションを明⽰的に認可したWi-Fi対応アクセサリのことをいいます。 
  
「ClassKit API」とは、学校が管理する環境において、デベロッパが学⽣進捗データを送信する
ことを可能にするDocumented APIのことをいいます。  
 
「CloudKit API」とは、デベロッパの内部使⽤アプリケーション、ウェブソフトウェア、および
／またはデベロッパの従業員もしくは許可ユーザー（デベロッパが当該ユーザーを許可した場
合）による、iCloudのパブリックまたはプライベートコンテナからの構造化データの読み取り、
書き込み、クエリ、および／または取得を可能にする Documented APIのことをいいます。 
  
「構成プロファイル」とは、Apple Configuratorもしくはその他の類似の Apple製のソフトウェ
アツール、電⼦メール、ウェブページ、もしくはワイヤレスでの導⼊を通じて、またはMDMに
より、互換性のある Apple製品への設定情報（例：VPNまたはWi-Fi設定）およびデバイス機
能の制限情報（例：カメラの無効化）をデベロッパが配布できる XMLファイルのことをいいま
す。  
 
「契約社員」とは、デベロッパ（またはデベロッパの許可事業体）に代わって⾮出来⾼制で作業
を遂⾏する、またはサービスを提供し、デベロッパ（またはデベロッパの許可事業体）のプライ
ベート情報技術システム（VPNなど）および／またはセキュリティ対策がなされた物理的施設
の内部利⽤のためのアクセス権（バッジによる会社施設への⼊館資格など）を有する個⼈のこと
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をいいます。 疑義を避けるために明記すると、出来⾼払いまたはタスクベースの取引の形式で
業務を⾏ったりサービスを提供したりする「ギグワーカー」は、この定義に含まれません。  
 
「対象製品」とは、デベロッパの内部使⽤アプリケーション、ライブラリ、パス、および／また
は本契約に基づいて開発された Safariプッシュ通知のことをいいます。 
  
「デモ受信者」とは、デベロッパの製品またはサービスの現在のユーザー、またはデベロッパが
デベロッパの製品またはサービスのデモンストレーションを提供しているユーザーのことをいい
ます。 
 
「導⼊デバイス」とは、（a）認定テストユニット、および（b）以下が所有または管理するその
他のサポート対象Apple製品を総称していいます。（i）デベロッパまたはデベロッパの許可事業
体、および／または（ii）デベロッパの従業員またはデベロッパの許可ユーザー。ただし、デベ
ロッパ（またはデベロッパの許可事業体）がこれらのデバイスからデベロッパの内部使⽤アプリ
ケーションを削除または無効にすることができる場合に限ります。 
 
「DeviceCheck API」とは、デベロッパによる2ビットのデバイスに関するデータおよび当該ビッ
トが最後にアップデートされた⽇付の設定およびクエリを可能にするサーバサイドAPIを含むAPI
⼀式のことをいいます。  
 
「DeviceCheckデータ」とは、DeviceCheck APIを通じて保存および返却されたデータのことを
いいます。 
 
「ドキュメント」とは、Appleソフトウェア、Appleサービス、Apple証明書に関連して、または
本プログラムの⼀部として使⽤するためにAppleがデベロッパに提供する、技術的またはその他
の仕様書または⽂書のことをいい、App Reviewガイドラインを含みます。  
 
「Documented API」とは、Appleが⽂書化したアプリケーションプログラミングインターフェ
イスで、Appleのドキュメントとして発⾏したもので、Appleソフトウェアに含まれているものの
ことをいいます。 
 
「EnergyKit」とは、電気に関するガイダンスおよびインサイトを受け取る機能を内部使⽤アプ
リケーションに提供するDocumented APIのことをいいます。 
 
「顔データ」とは、⼈間の顔に関連する情報（例えば、アップロードされた写真を含む、顔のメ
ッシュデータ、フェイシャルマップデータ、フェイスモデリングデータ、フェイシャルコーディ
ネートまたはフェイシャルランドマークデータ）であり、ユーザーのデバイスから、および／ま
たは Appleソフトウェアの使⽤（例えば、ARKit、Camera APIまたは Photo APIの使⽤）を通じ
て⼊⼿されたもの、または内部使⽤アプリケーションにより、もしくは内部使⽤アプリケーショ
ン経由でユーザーが提供した情報（例えば、顔分析サービスのためのアップロード）のことをい
います。 
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「FOSS」（無償オープンソースソフトウェア）とは、使⽤、複製、修正、再配布の条件とし
て、当該ソフトウェアおよび／またはその⼆次的著作物がソースコードで公開または配布さ
れ、⼆次的著作物を創作する⺫的でライセンスが付与される、または無償で再配布される条
件に従うソフトウェアのことをいい、GNU General Public LicenseまたはGNU Lesser/Library 
GPLに基づき配布されるソフトウェアを含みますが、これらに限定されません。 
 
「Foundation Models Framework Acceptable Use Requirements」とは、
https://developer.apple.com/apple-intelligence/acceptable-use-requirements-for-the-
foundation-models-frameworkに記載されている要件のことをいいます。この要件は、適
宜更新される場合があります。 
  
「Foundation Models Framework」とは、デベロッパが Foundation Models Frameworkへの
アクセス、プロンプトの⼊⼒、またはその他の⽅法での利⽤を可能にする Documented APIの
ことをいいます。これには、アダプタを介してアクセスされるものも含め、本フレームワーク
からアクセスされるモデルも含まれます。 
 
「HealthKit API」とは、Appleのヘルスケアアプリケーションにおけるデベロッパの従業員も
しくは許可ユーザーの健康および／またはフィットネス情報の読み取り、書き込み、クエリ、お
よび／または取得を可能にする Documented APIのことをいいます。  
 
「HomeKitアクセサリプロトコル」とは、サポートされている Apple製品との通信を⺫的とし
て、指定されたホームアクセサリと HomeKit API（例：ライトやロック）との連携を可能にする
Appleの独占的所有に帰するプロトコルで、かつMFi Programの下でライセンスが付与されるも
ののことをいいます。 
 
「HomeKit API」とは、デベロッパの従業員または許可ユーザーのホーム構成、または Appleの
HomeKitデータベースの従業員または許可ユーザーが指定したエリアからのホームオートメーシ
ョン情報の読み取り、書き込み、クエリ、および／または取得を可能にする Documented APIの
ことをいいます。 
 
「HomeKitデータベース」とは、デベロッパの従業員または許可ユーザーのライセンス
HomeKitアクセサリおよび関連情報に関する情報を保存および管理するための Appleのリポジ
トリのことをいいます。 
 
「iCloud」または「iCloudサービス」とは、リモートオンラインストレージを含む、Appleが提
供するiCloudオンラインサービスのことをいいます。  
 
「iCloud Extended Share Access API」とは、内部使⽤アプリケーションがデベロッパの従業
員または許可ユーザーの情報にアクセスし、アクセスリクエストおよびワンタイムリンクを共有
することを可能にするDocumented APIのことをいいます。 
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「iCloudストレージ API」とは、iCloudの使⽤を通じて、内部使⽤アプリケーションおよびウェ
ブソフトウェアに対して、ユーザーが作成したドキュメントおよびその他のファイルの保存およ
び／または取得、ならびにキー値データ（例えば、ファイナンスアプリの株式リストや、特定の
アプリの設定）の保存または取得を可能にする Documented APIのことをいいます。  
 
「ID Verifierデータ」とは、年齢確認または本⼈確認のプロセスの⼀環として、Appleソフトウ
ェアおよび ID Verifier APIを通じて提供される従業員または許可ユーザーのデータパッケージの
ことをいいます。  
 
「ID Verifier API」とは、デベロッパが、デベロッパの内部使⽤アプリケーションの使⽤を通じ
て従業員または許可ユーザーの年齢または IDの情報を確認することを可能にする Documented 
APIのことをいいます。  
 
「内部使⽤アプリケーション」とは、iOS、watchOS、tvOS、iPadOS、visionOS、および／また
はmacOSを実⾏しているApple製品での特定の使⽤のために、デベロッパ⾃⾝の社内業務の⺫的
（例：デベロッパの業務に特化したインベントリアプリ）のために、そして必要に応じて、専ら
デベロッパの従業員または許可ユーザー（およびテストおよび開発のみの認定デベロッパ）によ
る内部使⽤（例：公開ウェブサイトではダウンロードできない）のために、または第2.1（f）条
で明⽰的に許可されているその他の⺫的のために、デベロッパが独⾃に開発したソフトウェアプ
ログラム（単体のソフトウェアバンドルに含まれる拡張機能、フォント、メディア、およびライ
ブラリを含む）のことをいいます。 本契約で明⽰的に許可されている場合を除き、内部使⽤アプ
リケーションから特に除外されているのは、ほかの会社、外部契約者（ただし、デベロッパ専⽤
の内部使⽤アプリケーションを開発しており、そのために内部使⽤アプリケーションを使⽤する
必要がある、または内部使⽤アプリケーションにアクセスする必要がある外部契約者を除
く）、販売店、ベンダー、再販業者、エンドユーザー、または⼀般ユーザーが使⽤、配布、ま
たはその他の⽅法で利⽤できるプログラムまたはアプリケーションです。 疑義を避けるために
明記すると、内部使⽤アプリケーションには、カスタマイズが⾏われていても、第三者製アプリ
ケーションは含まれません。また、内部使⽤アプリケーションを⼀般に公開することはできませ
ん。 
 
「iOS」とは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションの開発およびテストに関して、デベロッ
パのみが使⽤するために Appleが提供する iOSオペレーティングシステムソフトウェアおよびそ
のあらゆる後継バージョンのことをいいます。 
 
「iPadOS」とは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションの開発およびテストに関して、デベ
ロッパのみが使⽤するために Appleが提供する iPadOSオペレーティングシステムソフトウェア
およびそのあらゆる後継バージョンのことをいいます。 
 
「iPodアクセサリプロトコル」または「iAP」とは、サポートされている Appleブランド製品と
通信するための Appleの独占的所有に帰するプロトコルで、かつMFi Programの下でライセン
スが付与されるもののことをいいます。 
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「ライブラリ」とは、内部使⽤アプリケーションとは切り離してインストールまたは実⾏するこ
とができないコードモジュールのことをいい、Apple製品と共に使⽤するためにのみ、「ドキュ
メントおよびプログラム要件」に従ってデベロッパが開発されたものをいいます。  
 
「ライセンス HomeKitアクセサリ」とは、HomeKitアクセサリプロトコルをサポートする、
MFi Programに基づきライセンスが付与されるハードウェアアクセサリのことをいいます。 
  
「ローカル通知」とは、事前に決められた時間に、またはデベロッパの内部使⽤アプリケーショ
ンをバックグラウンドで実⾏しながら別のアプリケーションをフォアグラウンドで実⾏している
際に、デベロッパの内部使⽤アプリケーションが従業員または許可ユーザーに提供するメッセー
ジ（コンテンツまたはデータを含みます）のことをいいます。 
 
「Location Push Service Extension」とは、本契約に準拠してCore Location APIで使⽤するた
めのプッシュ通知を通じてオンデマンドの位置情報更新を実現する⽅法を内部使⽤アプリケーシ
ョンに提供するソフトウェア拡張機能のことをいいます。 
 
「macOS」とは、デベロッパが使⽤するために Appleが提供するmacOSオペレーティングシ
ステムソフトウェアおよびその後継バージョンのことをいいます。 
 
「macOS製品」は、macOSを実⾏する Apple製品のことをいいます。 
 
「マップデータ」とは、画像、地形データ、緯度と経度の座標、輸送データ、⾒どころおよび交
通量データを含む（がこれらに限定されない）、Apple地図サービス経由で提供されるあらゆる
コンテンツ、データ、または情報のことをいいます。  
 
「MapKit API」とは、デベロッパが内部使⽤アプリケーションにマッピング機能またはその機
能性を追加できるようにした、クライアントサイドのDocumented APIのことをいいます。 
 
「MapKit JS」とは、デベロッパがデベロッパの内部使⽤アプリケーション、ウェブサイト、ま
たはウェブアプリケーションにマッピング機能または機能性を追加できる JavaScriptライブラ
リのことをいいます。  
 
「モバイルデバイス管理」（MDM）とは、Appleが提供するデバイス管理機能および関連APIのこと
をいい、MDMプロトコルおよびApple発⾏の証明書を使⽤して、サポートされるApple製品のリモー
ト管理および設定を⾏うことができます。  
 
「MDM互換製品」とは、MDMプロトコル（Appleがデベロッパに任意で提供する場合があり
ます）を使⽤して、サポートされている Appleブランド製品の管理を可能にするエンタープライ
ズサーバソフトウェア製品のことをいい、その主な⺫的はエンタープライズのデバイス管理で
す。 疑義を避けるために明記すると、Appleが書⾯で明⽰的に許可している場合を除き、消費者
使⽤または個⼈使⽤の製品はMDM互換製品から除外されます。 
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「MDM顧客」とは、デベロッパのMDM互換製品の顧客である企業組織などの企業、教育機
関、または政府機関のことをいいます。疑義を避けるために明記すると、MDM顧客は、Apple
が書⾯で明⽰的に許可した場合を除き、消費者または個⼈ユーザーを明確に除外するものとしま
す。 
 
「MDMプロトコル」とは、Appleが任意で本契約に基づいてデベロッパに提供する独⾃のプロト
コル⽂書のことをいい、デベロッパが本契約で明⽰的に許可されているサポート対象のAppleブラ
ンド製品と関わり合い、管理、設定、クエリできるようにします。 
 
「取引業者」とは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションを通じて年齢または IDを検証する
ために TTPI APIを使⽤する当事者のことをいいます。  
 
「MFiアクセサリ」とは、MFi Programの下でライセンスを付与された技術を使⽤する Appleブ
ランド製品とのインターフェイス接続、通信、もしくは連携を⾏い、またはかかる Appleブラン
ド製品をコントロールする（例えば、iPodアクセサリプロトコルを通じてサポート対象 Apple
ブランド製品をコントロールするなど）、Apple外のブランドのハードウェアデバイスのことを
いいます。 
 
「MFiライセンシー」とは、MFi Programに基づき Appleからライセンスを付与された当事者の
ことをいいます。  
 
「MFi Program」とは、選定された Appleブランド製品とのインターフェイス接続、通信、も
しくは連携を⾏う⼿段として、またはかかる Appleブランド製品をコントロールする⼿段とし
て、特定の Appleテクノロジーをハードウェアアクセサリもしくはデバイスに組み込むため、ま
たはこれらと共に使⽤するためのライセンスをデベロッパに提供する、独⾃の Appleプログラ
ムのことをいいます。  
 
「Motion & Fitness API」とは、デベロッパの従業員または許可ユーザーが当該データへのアク
セスを無効化しない限り、互換性のある Appleブランド製品におけるMotion & Fitnessのプライ
バシー設定によりコントロールされ、かつモーションおよびフィットネスのセンサーデータ（例
えば、⾝体運動、歩数、上った階数）へのアクセスを可能にする Documented APIのことをいい
ます。 
 
「マルチタスク機能」とは、ほかのアプリケーションの実⾏中に、バックグラウンドでの実⾏を
可能にする内部使⽤アプリケーションの機能のことをいいます。 
  
「MusicKit API」とは、Apple Musicユーザーが、デベロッパの内部使⽤アプリケーションを通じ
て、またはドキュメントで Appleが許可したその他の⽅法で、サブスクリプションにアクセスで
きるようにする API⼀式のことをいいます。 
 
「MusicKitコンテンツ」とは、MusicKit APIを通じて表⽰される⾳楽、ビデオ、および／また
は画像コンテンツのことをいいます。 
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「MusicKit JS」とは、デベロッパの内部使⽤アプリケーション、ウェブサイト、ウェブアプ
リケーションを通じて、Apple Musicユーザーが⾃⾝のサブスクリプションにアクセスできる
ようにする JavaScriptライブラリのことをいいます。  
 
「Network Extensionフレームワーク」とは、互換性のある Appleブランド製品の特定のネッ
トワーク機能をカスタマイズ（例えば、Wi-Fiホットスポット、VPN機能、コンテンツフィルタ
リングメカニズムの認証プロセスのカスタマイズなど）する機能を内部使⽤アプリケーションに
提供する Documented APIのことをいいます。 
 
「パス」とは、本契約に基づきデベロッパが開発する、デベロッパ⾃⾝の商標またはブランド
で、かつデベロッパのパスタイプ IDにより署名された、またはドキュメントに従ってデベロッ
パが開発した、1つ以上のデジタルパス（例えば、映画チケット、クーポン、ポイントカード、
搭乗券、会員カードなど）のことをいいます。 
 
「パス情報」とは、デベロッパが、パス上でまたはパスに関連して従業員または許可ユーザーに
対して提供する、または従業員または許可ユーザーから受け取るパスに関するテキスト、記述、
表⽰、情報のことをいいます。  
 
「パスタイプ ID」とは、デベロッパのパスに署名するため、および／または APNと通信するた
めに、デベロッパが使⽤する Apple証明書とプッシュアプリケーション IDとの組み合わせのこ
とをいいます。 
 
「決済サービスプロバイダ」とは、（a）直接的か間接的かを問わず、デベロッパのTTPデータ
の処理を伴う決済処理サービスを提供するプロバイダで、かつ、（b）ドキュメントで規定され
ているプロバイダのことをいいます。 
 
「許可事業体」とは、（a）デベロッパが⾃動⾞メーカーの場合、デベロッパの正規ディーラー
および認定サービスパートナーのことを、（b）デベロッパがホテル持ち株会社の場合は、デベ
ロッパの名称、商標、またはブランド（または同持ち株会社が所有または管理している名称、商
標、ブランド）の下で運⽤されているホテル資産のことを、または、（c）Appleが⾃由裁量によ
り書⾯で承認可能なその他の類似の事業体のことをいいます。 
 
「許可ユーザー」とは、デベロッパの許可事業体の従業員、デベロッパまたはデベロッパの許可事業
体の契約従業員、およびAppleによって事前に書⾯で承認されたその他の許可ユーザーのことをい
い、本契約の条件に従ってデベロッパの内部使⽤アプリケーションを不正使⽤から保護するために、
デベロッパまたはデベロッパの許可事業体と書⾯および法的拘束⼒のある契約を締結しているすべて
のユーザーのことをいいます。 さらに、「許可ユーザー」という⽤語には、次の追加の関係者のみが
含まれるものとします。デベロッパが教育機関である場合、「許可ユーザー」という⽤語には、デベ
ロッパの機関の教職員、学⽣も含まれます。デベロッパが病院である場合、「許可ユーザー」という
⽤語には、資格を持つ医師、紹介医、臨床医も含まれます。 
 
「プログラム」とは、本契約で意図される全体的な開発、テスト、デジタル署名、および限定配布プ
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ログラムのことをいいます。 
 
「プログラム要件」とは、Appleが定義する技術、ヒューマンインターフェイス、デザイン、製
品カテゴリ、セキュリティ、パフォーマンス、その他の基準および要件のことをいいます。これ
には、第3.3条に定義される現⾏の要件が含まれますが、それらに限定されません。各基準およ
び要件は、本契約に従い、Appleによって適宜修正される可能性があります。  
 
「プロビジョニングプロファイル」とは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションの開発および
テストに関連したデベロッパによる使⽤のため、および登録デバイスまたは認定テストユニット
におけるデベロッパの内部使⽤アプリケーションの限定配布のため Appleが提供するファイル
（適⽤されるエンタイトルメントまたはその他の識別⼦を含みます）のことをいいます。 
 
「プッシュアプリケーション ID」とは、APNへのアクセスと使⽤、またはMDMでの使⽤もし
くは構成プロファイルの配布を許可するために内部使⽤アプリケーション、パス、サイトに
Appleが割り当てる⼀意の識別番号またはその他の識別⼦のことをいいます。 
 
「プッシュ通知」または「Safariプッシュ通知」とは、デベロッパが、デベロッパの内部使⽤ア
プリケーションおよびデベロッパのパスで配布するために従業員または許可ユーザーに配信する
通知、および／またはmacOSの場合はmacOS上の Safariを介してかかるメッセージを受信す
ることを選択したデベロッパのサイトのユーザーのmacOSデスクトップに配信する通知、およ
び／またはMDMを使⽤して配信される通知もしくは構成プロファイルを配布するための通知の
ことをいい、コンテンツもしくはデータを含むものをいいます。 
 
「ShazamKit API」とは、デベロッパが⾳声ベースの認識機能または機能性をデベロッパの内部
使⽤アプリケーションおよび対応する製品に追加できるようにする Documented APIのことをい
います。 
 
「ShazamKitコンテンツ」とは、Appleが提供し、ShazamKit APIを通じて表⽰されるメタデー
タ、⾳楽、および／またはグラフィックコンテンツのことをいいます。これにはMusicKitコンテン
ツが含まれますが、これに限定されません。 
 
「SiriKit」とは、ドキュメントに記載されているように、デベロッパの内部使⽤アプリケーショ
ンが、SiriKitドメイン、インテント、ショートカット、寄付、およびその他の関連する機能にア
クセスすること、または提供することを可能にする APIのセットのことをいいます。  
 
「サイト」とは、デベロッパ⾃⾝の名称、商標、ブランドで、デベロッパが提供するウェブサイ
トのことをいいます。 
 
「Tap to Payデータ」または「TTPデータ」とは、取引の⼀環として、Appleソフトウェアおよ
びTap to Pay APIを通じて提供されるデベロッパの顧客のデータパッケージ（例：主要アカウン
ト番号、取引⾦額）のことをいいます。 
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「Tap to Pay API」または「TTP API」とは、デベロッパが内部使⽤アプリケーションの使⽤を
通じて取引を実⾏することを可能にするDocumented APIのことをいいます。 
 
「契約期間」とは、第11条で定義される期間のことをいいます。  
 
「トラッキング設定」とは、デベロッパの従業員または許可ユーザーによる広告トラッキング設
定を可能にする Appleの設定のことをいいます。 
 
「tvOS」とは、tvOSオペレーティングシステムソフトウェアおよびその後継バージョンのこと
をいいます。 
 
「アップデート」とは、Appleのソフトウェアやサービス、または Appleのソフトウェアやサービ
スに含まれる部分に対する、バグ修正、更新、アップグレード、修正、改良、補⾜、新規リリー
ス、新規バージョンのことをいいます。 
 
「visionOS」とは、visionOSオペレーティングシステムソフトウェアおよびその後継バージョ
ンのことをいいます。 
 
「ウォレット」とは、iOS、iPadOS、watchOS、またはmacOSの Safariで使⽤するためのパス
を保存および表⽰できるようにする機能を備えた Appleのアプリケーションのことをいいます。 
 
「WatchKit Extension」とは、watchOS上でWatchKitアプリを実⾏および表⽰するためにiOS
上のWatchKitフレームワークにアクセスする、デベロッパの内部使⽤アプリケーションの⼀部と
してバンドルされる拡張機能のことをいいます。 
 
「watchOS」とは、watchOSオペレーティングシステムソフトウェアおよびその後継バージョ
ンのことをいいます。 
 
「ウェブソフトウェア」とは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションと同⼀の権限および実質
的に同等の機能ならびに特性を有するデベロッパのソフトウェアアプリケーションのウェブベー
スバージョン（例：機能パリティ）のことをいいます。 
 
「ウェブサイトプッシュID」とは、デベロッパのサイトの登録バンドルに署名するため、および
／またはAPNと通信するために、デベロッパが使⽤するApple証明書とプッシュアプリケーショ
ンIDとの組み合わせのことをいいます。 
 
「Wi-Fi Awareフレームワーク」とは、Wi-Fi Aware対応デバイス間でWi-Fi Aware接続を⾏う機
能を内部使⽤アプリケーションに提供するDocumented APIのことをいいます。 
 
「Wi-Fi Aware情報」とは、Wi-Fi AwareフレームワークまたはWi-Fi Awareプロトコルを通じて
提供または経由して送信されるコンテンツ、データ、または情報のことをいいます。これには、
デバイス間でやり取りされる識別⼦などの識別情報や、ペアリング、認証、または暗号化に使⽤
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されるセキュリティ情報、その他のキーおよびデバイス情報が含まれますが、これらに限定され
ません。 
「Wi-Fiインフラストラクチャフレームワーク」とは、AppleブランドデバイスからWi-Fi対応ア
クセサリに、Wi-Fiネットワーク共有情報を共有する機能を内部使⽤アプリケーションに提供す
る、⽂書化されたAPIのことをいいます。 
 
「Wi-Fiネットワーク共有情報」とは、Wi-Fiインフラストラクチャフレームワークを介して提供
または送信されるコンテンツ、データ、または情報のことをいいます。これには、ネットワーク
およびデバイス情報と識別⼦（デバイス間で交換されるSSID、MACアドレス、その他の識別⼦
など）、および認証、パスワード、暗号化キー、デバイス情報、またはそれから派⽣するその他
の情報（復号化、ハッシュ化、再暗号化など）に使⽤されるセキュリティ情報が含まれます。 
「デベロッパ」および「デベロッパの」とは、⾃⾝のデベロッパアカウントで本契約を受諾し
た、およびAppleソフトウェアを使⽤している、またはその他本契約に基づく権利を⾏使する法
⼈（例：会社、組織、教育機関、政府機関、機関、部⾨）のことをいいます。  
 
注： 疑義を避けるために明記すると、デベロッパは、⾃⾝のために外部契約者に内部使⽤アプ
リケーションを開発させることができますが、当該内部使⽤アプリケーションは、デベロッパが
所有し、デベロッパが⾃⾝のデベロッパアカウントで提出し、かつ本契約で明⽰的に許諾された
場合に限り内部使⽤アプリケーションとして配信するものとします。 デベロッパは、デベロッ
パのアカウントで⾏われる⾃⾝の外部契約者の⾏為（例えば、デベロッパのチームに外部契約者
を加えて開発業務を遂⾏させること）、および外部契約者による本契約の遵守について、Apple
に対して責任を負うものとします。 本契約から⽣じる、デベロッパの外部契約者によってなさ
れたあらゆる⾏為はデベロッパ⾃⾝によってなされたとみなされるものとし、かつデベロッパは
（デベロッパの外部契約者に加えて）、かかる⾏為のすべてについてAppleに対して責任を負う
ものとします。 
 
2. 内部使⽤ライセンスおよび制限 
2.1 許可された使⽤と制限 - プログラムサービス 
本契約の条項を前提として、Appleはデベロッパに対し、本契約期間中、以下に定める制限付き、
⾮独占的、⼀⾝専属的、取り消し可能、サブライセンス不可、かつ譲渡不能なライセンスを、こ
こに付与します。 
 
（a）本契約で明⽰的に許可されている場合を除き、デベロッパまたはデベロッパの認定デベロ
ッパがデベロッパの対象製品の開発またはテストのためにのみ内部で使⽤するために、デベロッ
パが所有または管理するAppleブランドのコンピュータに、合理的な数のAppleソフトウェアのコ
ピーをインストールすること。 
（b）本契約で別途明⽰的に許可される場合を除き、ドキュメントの合理的な数のコピーを作成
し、認定デベロッパによる内部使⽤のみ、および対象製品の開発またはテストを唯⼀の⺫的とし
て認定デベロッパに配布すること。  
（c）本契約で別途明⽰的に許可される場合を除き、デベロッパの対象製品の開発およびテスト
のみを⺫的として、デベロッパまたはデベロッパの認定デベロッパが内部使⽤のために、デベロ
ッパの各認定テストユニットに、デベロッパがライセンスを取得した認定テストユニット数を上
限として、プロビジョニングプロファイルをインストールすること。  
（d）承認されたテストデバイスで内部使⽤アプリケーションを開発およびテストする⺫的で、
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デベロッパの認定デベロッパにのみ、内部使⽤アプリケーションと⼀緒にプロビジョニングプロ
ファイルを配布すること。  
（e）デベロッパの従業員および／または許可ユーザーによる内部使⽤のために、内部使⽤アプ
リケーションを導⼊デバイスに導⼊する際に、プロビジョニングプロファイルをデベロッパの従
業員または許可ユーザーにのみ配布すること。  
（f）デモ受信者に、（i）デベロッパの従業員または許可ユーザーが直接の監督下にあり、デベ
ロッパの物理的な建物および／または許可事業体の物理的な建物（例：デベロッパの施設のラボ
で実施されたユーザースタディ）にいる、または（ii）その他の場所でこれらの⼀切の使⽤がデ
ベロッパの従業員または許可ユーザーが直接の監督下で物理的な制御の下にある（例：従業員に
よる販売プレゼンテーション）という条件のもとでのみ、導⼊デバイスでの内部使⽤アプリケー
ションの使⽤を許可すること。 
（g）デベロッパの内部使⽤アプリケーション、パス、Safariプッシュ通知にデジタル署名する
⺫的、およびその他本契約で明⽰的に許可されている⺫的で、本契約に従いデベロッパに対して
発⾏された Apple証明書を組み⼊れること。 
 
第2.1条に定める場合を除き、デベロッパは、いかなる⽅法においても、デベロッパの内部使⽤
アプリケーションを使⽤、配布、またはその他の⽅法で第三者が利⽤できるようにすることはで
きません。 デベロッパは、デベロッパの許可事業体がデベロッパに代わってデベロッパの内部
使⽤アプリケーションを許可ユーザーに導⼊することを許可することができます。ただし、その
ような導⼊は、本契約の条件と少なくともAppleに対する同等の制限と保護を⾏うことを条件と
します（例えば、公開されているウェブサイトや認証されていないサーバへのアプリの掲載は禁
⽌されます）。 そのような導⼊に関連して、および／または本契約から⽣じる、デベロッパの
許可事業体によってなされたいかなる⾏為も、デベロッパによって⾏われたものとみなされ、
（デベロッパの許可事業体に加えて）デベロッパはすべての当該⾏為についてAppleに対して責
任を負うものとします。 Appleは、各ライセンシーが認定テストユニットとして登録できるデバ
イスの数を制限し、本プログラムに基づいてライセンスを取得する権利を留保します。 
 
Appleは、（例えばデバイスまたはアプリケーションプロビジョニング、マネージングチームま
たはその他のアカウントリソースなど）デベロッパがデベロッパアカウントと共に使⽤するため
のプログラムにより、またはかかるプログラムを経由して、サービスへのアクセスを提供するこ
とがあります。 デベロッパは、（Appleのデベロッパ向けウェブサイトからアクセスできる）プ
ログラムのウェブポータル、またはプログラムと連携して動作するように設計された Apple製品
（例：Xcode）を通じてのみ、かつ Appleの承認を受けた場合に限り、かかるサービスにアクセ
スすることに同意するものとします。 デベロッパ（またはデベロッパの認定デベロッパ）がそう
したほかの Appleブランド製品を経由してデベロッパアカウントにアクセスする場合、デベロッパ
は、デベロッパアカウントのいかなる使⽤にも、また、この⽅法で（例えば Apple証明書およびプ
ロビジョニングプロファイルは、本契約で許可された限定的な⽅法においてのみ使⽤できるなど）
デベロッパ（またはデベロッパの認定デベロッパ）に使⽤可能となるプログラムのいかなる機能
または機能性にも、本契約が継続して適⽤されることを認め、これに同意するものとします。 
デベロッパは、プログラムにより、またはプログラムを経由して提供されたサービスの使⽤また
はかかるサービスへのアクセスを通じて、代替または類似するサービスを作成しないこと、また
は作成を試みないことに同意するものとします。 Appleがデベロッパの内部使⽤アプリケーショ
ンに電⼒およびパフォーマンスの指標を提供する場合、デベロッパは、かかる指標がデベロッパ
⾃⾝の内部使⽤のみに使⽤される可能性があり、（第 2.9条に定める場合を除き）いかなる第三
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者にも提供されないことに同意するものとします。 また、デベロッパは、⾃⾝のデベロッパア
カウントに関連付けられた Apple Accountまたは認証情報（例えばキー、トークン、パスワー
ドなど）を使⽤するサービスのみにアクセスすることができ、デベロッパはデベロッパの Apple 
Accountおよび認証情報を不正利⽤から守り、Appleが認証した⽅法でのみ使⽤すること、ま
た、本契約の規定（第 2.8条および第 5条を含むがそれらに限定されない）に従って使⽤する
ことについて全責任を負うものとします。 本契約で別途明⽰的に許可される場合を除き、デベ
ロッパは、全部または⼀部を問わず、デベロッパのチームの認定デベロッパ以外のいかなる者に
対しても、デベロッパのデベロッパアカウントまたはそれと共に提供されるあらゆるサービスへ
のアクセスを共有、販売、再販売、レンタル、リース、貸与またはその他の提供をしないことに
同意し、かつ、デベロッパは Apple Developer Programのメンバーに対して、その Apple 
Account、認証情報、および／または関連のアカウント情報およびマテリアル（例えば、配布の
ために使⽤される Apple証明書など）を提供するよう依頼または要請しないことに同意するもの
とします。 デベロッパは、各チームメンバーが、デベロッパのアカウントにアクセスするため
には各々の Apple Accountまたは認証情報を保有していなければならないことを理解しているも
のとします。またデベロッパのアカウントを通じて、またはこれに関連して⾏われたあらゆる⾏
為について、アカウントの所有者であるデベロッパが全責任を負うものとします。 デベロッパ
が AppleのmacOS Serverまたは Xcode Server（以下「本サーバ」といいます）が搭載された
Apple製コンピュータを所有またはコントロールし、かつそれを当該プログラムに関するデベロ
ッパ⾃⾝の開発⺫的で使⽤したい範囲内において、デベロッパは、かかる本サーバ⽤のデベロッパ
⾃⾝の Apple Accountまたはほかの認証情報を使⽤することに同意し、かつ、かかる本サーバに
よってなされるあらゆる⾏為について責任を負うものとします。  
 
2.2 認定テストユニットとプレリリース版 Appleソフトウェア  
認定テストユニットに Appleソフトウェアのプレリリース版またはサービスのプレリリース
版の利⽤が含まれている限り、デベロッパは、当該認定テストユニットへのアクセスをデベ
ロッパの認定デベロッパに限定すること、また、当該認定テストユニットを第三者に開⽰、
表⽰、レンタル、リース、貸与、販売その他の⽅法により譲渡しないことに同意するものと
します。 また、デベロッパは、すべての認定テストユニットを紛失または盗難から保護すべ
く、合理的な予防措置を講じ、デベロッパの認定デベロッパにも、かかる保護をするように
指⽰することに同意するものとします。  
 
デベロッパは、デベロッパの認定テストユニットにプレリリース版Appleソフトウェアをインス
トールすること、またはデベロッパの認定テストユニットでプレリリース版サービスを利⽤する
ことにより、これらの認定テストユニットがテストモードに「ロック」され、原状に復帰させる

ことができなくなる場合があることについて認めるものとします。 プレリリース版Appleソフト
ウェアまたはプレリリース版サービスの利⽤は、評価および開発⺫的でのみ⾏うものとし、商⽤
運⽤環境で使⽤したり、重要なデータと共に使⽤したりしてはならないものとします。 プレリ
リース版Appleソフトウェアまたはプレリリース版サービスを利⽤する場合、あらかじめデータ
をバックアップするものとします。 Appleは、デベロッパの導⼊デバイスまたは認定テストユニ
ットのプロビジョニング、デベロッパの対象製品の開発、または本Appleソフトウェアもしくは
プレリリース版Appleサービスのインストールもしくは使⽤の結果として、デベロッパが費⽤、
経費、その他の債務（これには設備の損害、またはソフトウェアや情報もしくはデータの損害、
喪失または破壊を含みますが、これらに限定されません）を被った場合でも、⼀切責任を負わな
いものとします。  
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2.3 プレリリース版 Appleソフトウェアおよび Appleサービスの秘密性 
Appleは、本契約期間中、適宜、デベロッパに対して、Apple秘密情報を構成するプレリリース
版の Appleソフトウェアまたは Appleサービスを提供することがあり、その場合、本契約におい
て別段の定めがある場合を除き、本契約の秘密保持義務が適⽤されるものとします。 当該プレ
リリース版 Appleソフトウェアおよび Appleサービスは、最終リリース版の商⽤グレード製品と
同様に機能するものと信頼されるべきでなく、⼗分かつ定期的にバックアップされていないデー
タと共に使⽤されるべきではなく、また、まだ利⽤できないソフトウェアまたはサービスに関す
る機能、機能性、APIを含んでいることがあります。 デベロッパは、Appleがプレリリース版
Appleソフトウェアまたは Appleサービスの可⽤性について公表していない場合があること、
Appleがデベロッパに対して、当該プレリリース版 Appleソフトウェアまたは Appleサービスが
将来公開されることまたは利⽤できることについて約束または保証をしていないことを認め、同
意するものとします。またデベロッパは、Appleがデベロッパに対して、当該ソフトウェアもし
くはサービス、またはこれらと類似性もしくは互換性のある技術が公開または市販されることに
ついて、明⽰的または黙⽰的に伝える義務を負わないことに同意するものとします。 デベロッ
パは、プレリリース版 Appleソフトウェアまたは Appleサービスについてデベロッパが⾏うリサ
ーチまたは開発は、すべてデベロッパ⾃⾝の責任で⾏われることについて、明⽰的に認め、同意
するものとします。 デベロッパは、プレスリリース版 Appleソフトウェアまたはサービスを認
定デベロッパ以外に提供しないことに同意するものとします。 
 
2.4 複製 
デベロッパは、本契約に基づきデベロッパによる作成が許可される Appleソフトウェアおよびド
キュメントのすべての複製・コピーにおいて、Appleの著作権、免責条項その他の知的財産権の
表⽰（提供される Appleソフトウェアおよびドキュメントに表⽰されるもの）を、すべて保持お
よび複写することに同意するものとします。 
 
2.5 所有権 
Appleは、Appleソフトウェア、サービスおよび本契約に基づきデベロッパに提供するアップデ
ートに関する、すべての権利、権原および利益を留保します。 デベロッパは、Appleソフトウェ
アおよび Appleサービスに対する Appleの所有権を保持するために Appleに協⼒することに同
意するものとします。また、デベロッパは、Appleソフトウェアまたは Appleサービスに関する
権利の主張があった場合、速やかに Appleに伝えるための合理的な努⼒を払うことに同意するも
のとします。 両当事者は、本契約は Appleに対して、デベロッパの対象製品に関するいかなる
所有権も与えていないことを認めるものとします。  
 
2.6 その他の許可される使⽤の不存在 
本契約で特段の定めのない限り、デベロッパは、Appleソフトウェア、Apple証明書、またはあら
ゆるサービスの全部または⼀部について、レンタル、リース、貸与、ウェブサイトもしくはサー
バへのアップロード、ウェブサイトもしくはサーバ上でのホスティング、販売、再配布、または
再使⽤許諾を⾏わないこと、また、他者がこれらの⾏為を⾏うことを可能ならしめないことに同
意するものとします。 デベロッパは、該当するすべての付属書を含む本契約で明⽰的に許可さ
れていない⺫的のために、本契約に基づき提供されるAppleソフトウェア、Apple証明書、または
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サービスを使⽤することはできません。 デベロッパは、Apple SDKをAppleブランドでないコン
ピュータでインストール、使⽤もしくは実⾏しないこと、およびiOS、watchOS、tvOS、
iPadOS、macOS、visionOS、およびプロビジョニングプロファイルをApple製品以外のデバイス
で、またはAppleブランド製品以外のデバイスに関連して、インストール、使⽤または実⾏しない
こと、ならびに他者がこれらの⾏為を⾏うことを可能ならしめないことに同意するものとしま
す。 デベロッパは、Appleソフトウェア、Apple証明書、またはAppleソフトウェアもしくはその
他本契約に基づいて提供されるサービス、またはこれらの⼀部について、複製（本契約に基づき
明⽰的に許可される場合を除きます）、逆コンパイル、リバースエンジニアリング、逆アセンブ
ル、ソースコード取得の試み、改変、復号、または⼆次的著作物の創造を⾏うことはできないも
のとし、これらの⾏為を⾏わないこと、および他者がこれらの⾏為を⾏うことを可能ならしめな
いことに同意するものとします（ただし、上記の制限が適⽤法により禁⽌される場合、および
Appleソフトウェアに含まれるオープンソースのコンポーネント、またはサンプルコードの使⽤
に適⽤されるライセンス条件により許可される場合のみを除きます）。 デベロッパは、あらゆ
るAppleソフトウェア、Apple証明書、または本契約に基づき提供されるサービスを、許可されて
いない⽅法（ネットワーク容量の超過や過重負荷、または当該Appleソフトウェア、Apple証明書
またはサービスにより提供されるデータの収集もしくは不正使⽤をすることを含みますが、これ
らに限定されません）で利⽤しないことに同意するものとします。 このような⾏為を試みるこ
とは、AppleソフトウェアまたはAppleサービスに関するAppleおよびそのライセンサーの権利を
侵害することになります。 デベロッパが上記の制限に違反した場合、訴追および損害賠償請求
を受ける恐れがあります。 本契約で明⽰的に付与されていない⼀切のライセンスはAppleに留保
され、Appleは、黙⽰、明⽰を問わずその他のいかなるライセンス、免責または権利も、暗⽰、
禁反⾔その他により付与するものではありません。 本契約は、Appleに帰属する何らかの商標、
ロゴ、サービスマークを使⽤する権利をデベロッパに付与するものではありません。これには
iPhoneまたはiPodのワードマークを含みますが、これに限定されません。 デベロッパがAppleの
製品や技術に⾔及する場合、またはAppleの商標を使⽤する場合、
https://www.apple.com/legal/intellectual-property/guidelinesfor3rdparties.htmlに公開されている
ガイドライン（Appleにより随時変更される場合があります）の遵守に同意しているものとみな
されます。 
 
2.7 アップデート - サポートおよびメンテナンスの否定 
Appleは、いつでも予告なく、Appleソフトウェアまたは本契約に基づき提供されるサービス（も
しくはそれらの⼀部）を拡張、改良またはその他の⽅法により改変することができますが、
AppleソフトウェアまたはAppleサービスのいかなるアップデートもデベロッパに提供する義務は
負わないものとします。 アップデートがAppleから提供された時は、当該アップデートが別個の
ライセンスを伴う場合（その場合は当該ライセンスの条項が適⽤されるものとします）を除き、
当該アップデートには本契約の条項が適⽤されるものとします。 デベロッパは、かかる改変に
よってデベロッパにデベロッパの取扱製品の変更またはアップデートが要求される場合があるこ
とについて理解するものとします。 また、デベロッパは、かかる改変がAppleソフトウェアおよ
びAppleサービスの使⽤、アクセス、または連携に関するデベロッパの能⼒に影響を与える場合
があることを認め、これに同意するものとします。 Appleは、AppleソフトウェアまたはAppleサ
ービスについて、メンテナンスサポート、テクニカルサポート、その他のサポートを提供する義
務を負いません。 デベロッパは、Appleが、将来いかなる者に対しても、Appleソフトウェアま
たはAppleサービスのアップデートを発表または提供する、明⽰的または黙⽰的な義務を負わな
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いことに同意するものとします。 アップデートが利⽤可能になった場合、本契約に基づいてラ
イセンス供与されるAppleソフトウェアまたは本契約に基づいて提供されるサービスに含まれる
ものとは異なるAPI、機能、サービス、または機能性が含まれる場合があります。 
 
2.8 Appleサービスの利⽤  
Appleは、Appleソフトウェアの API経由でデベロッパの取扱製品が要求し得る、および／また
は Appleがその他のメカニズムで、例えば本プログラムに基づいて Appleがデベロッパのアクセ
スを許可するキーの使⽤を通じて、Appleサービスへのアクセスを提供することがあります。 デ
ベロッパは、当該アクセスのために Appleが提供するメカニズム経由でのみ、かつ、Appleブラ
ンド製品で使⽤するためにのみ、かかる Appleサービスにアクセスすることに同意するものとし
ます。 第 2.9条（第三者サービスプロバイダ）で許可される場合またはその他本契約で定める
場合を除き、デベロッパは、Appleサービスを使⽤するために、Appleがデベロッパに提供する
メカニズムへのアクセスを第三者と共有しないことに同意するものとします。 さらに、デベロ
ッパは、Appleサービスの使⽤またはアクセスを通じて、代替もしくは類似サービスを作成しな
いことまたは作成を試みないことに同意するものとします。  
 
デベロッパは、かかるサービスを使⽤する資格を有するデベロッパの取扱製品向けのサービスお
よび機能を提供するために必要な範囲内でのみ、かつ、Appleがドキュメントを含む書⾯で許可
する場合にのみ、かかるサービスにアクセスして使⽤することについて同意するものとします。 
デベロッパは、本契約の条項と⽭盾する⽅法、第三者もしくは Appleの知的財産権を侵害する⽅
法、または、適⽤法令もしくは規制に違反するいかなる⽅法でも Appleサービスを使⽤しないも
のとします。 デベロッパは、Appleサービスが、Appleおよびそのライセンサーが所有し、か
つ、適⽤のある知的財産およびその他の法令で保護される専有コンテンツ、情報およびマテリア
ルを含むものであることに同意するものとします。 デベロッパは、本契約に基づく Appleサービ
スの許可された使⽤またはその他 Appleが書⾯で同意する場合を除き、⽅法の如何を問わず、か
かる専有コンテンツ、情報、およびマテリアルを使⽤することはできません。 
 
デベロッパとその従業員または許可ユーザーの双⽅につき、Appleサービスに関する保存容量、
送信、および／または取引上の上限があり得ることを理解するものとします。 デベロッパまた
は従業員または許可ユーザーがかかる上限に達した場合に、Appleサービスを使⽤することがで
きなくなるか、デベロッパの取扱製品経由、あるいは適⽤されるエンドユーザーアカウント経由
での当該サービスへのアクセス、またはそこからのデータの読み出しができなくなる可能性があ
ります。 デベロッパは、その取扱製品経由での Appleサービスへのアクセスもしくはその使
⽤、またはその中で提供されるいかなるコンテンツ、データもしくは情報のみについていかなる
料⾦も従業員または許可ユーザーに請求しないことに同意するものとし、かつ、⽅法の如何を問
わず、Appleサービスへのアクセスを販売しないことに同意するものとします。 デベロッパは、
エンドユーザーアカウントを不正に作成しないこと、または⾃⾝に適⽤されるエンドユーザー規
約もしくは Appleとのサービス契約に反するよう、もしくはかかるエンドユーザーサービスに関
する Apple利⽤ポリシーに反するよう従業員または許可ユーザーを促さないことに同意するもの
とします。 本契約で明⽰的に定める場合を除き、デベロッパは、従業員または許可ユーザーの
かかるサービスへのいかなるアクセスまたはその使⽤も阻害しないことに同意するものとしま
す。  
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Appleは、いつでも、予告なく、Appleサービスまたはその⼀部へのアクセスを変更、停⽌、廃
⽌、拒否、制限、または無効化する（サービスへのアクセスを可能にする権利の剥奪またはそう
したサービスへのアクセスを可能にする Appleソフトウェアにおける APIの変更、またはデベロ
ッパに権利を付与しないことを含みますが、それらに限定されません）権利を留保します。 い
かなる場合も、Appleは、前述のアクセスの剥奪または無効化のいずれについても、⼀切責任を
負いません。 Appleは、いつでも、デベロッパへの予告なくまたは責任を負うことなく、⾃らの
⾃由裁量で、Appleサービスの使⽤もしくはアクセスに関する上限および制限を課し、Appleサ
ービスを無期限に削除し、デベロッパの Appleサービスへのアクセスを剥奪し、または Appleサ
ービス（またはその⼀部）を取り消すことがあります。  
 
Appleは、あらゆる Appleサービスにより表⽰されるいかなるデータまたは情報の可⽤性、正確
性、完全性、信頼性または適時性も保証しません。 デベロッパが、デベロッパの取扱製品で、
Appleサービスの利⽤を選択する範囲内において、デベロッパは、かかるデータまたは情報をデ
ベロッパ⾃⾝が信頼したことについて責任を負うものとします。 デベロッパは、Appleソフト
ウェアおよび Appleサービスのデベロッパ⾃⾝による使⽤について責任を負い、かつ、デベロ
ッパがかかるサービスを使⽤する場合に、サービスのデベロッパによる使⽤の⼀部として、ホス
ティングのためにデベロッパが Appleに提供するあらゆるコンテンツを含む（これらに限定され
ません）、あらゆるデベロッパのコンテンツ、情報、およびデータの適切な代替のバックアップ
を維持することに責任を負うものとします。 デベロッパは、本契約の期間満了または解除時
に、デベロッパが、特定の Appleサービスにアクセスできない場合があること、および Apple
が、本契約に基づき提供されたかかるサービスのデベロッパによる使⽤を通じて、デベロッパま
たはデベロッパの取扱製品が保存したコンテンツ、データまたは情報へのアクセスを停⽌し、ま
たは削除する権利を留保することについて理解し、同意するものとします。 デベロッパは、
Appleサービスを利⽤する前に、Appleが掲載するドキュメント、およびポリシー通知を確認す
る必要があるものとします。  
 
Appleサービスは、すべての⾔語、または国もしくは地域で利⽤できるわけではなく、Apple
は、いかなる特定の地域における使⽤もしくはいかなる特定の製品の使⽤についても、かかるサ
ービスが適切、正確、利⽤可能であると表明しないものとします。 デベロッパが、デベロッパ
の内部使⽤アプリケーションで、Appleサービスの利⽤を選択する範囲内において、デベロッパ
は、デベロッパ⾃⾝の⾃発性に基づきかかる⾏為をなすものとし、かつ、あらゆる適⽤法令の遵
守について責任を負うものとします。 Appleは、デベロッパによる Appleサービスの利⽤につき
料⾦を課す権利を留保します。 Appleは、Appleサービスの料⾦または料⾦の改定につき、電⼦
メールでデベロッパに通知します。かつ、かかる料⾦に関する情報は、本プログラムウェブポー
タル、または CloudKitコンソールに掲載されます。 Appleサービスの可⽤性と料⾦設定は、適宜
変更される場合があります。 さらに、Appleサービスは、すべての取扱製品に対して利⽤可能で
あるとは限らず、かつ、すべてのデベロッパが利⽤できるとは限りません。 Appleは、いつで
も、その⾃由裁量で、⼀部またはすべてのデベロッパに対して、Appleサービスを提供しない
（または提供を中⽌する）権利を留保します。 
 
2.9 第三者サービスプロバイダ 
ドキュメントまたは本契約で Appleが特に禁⽌しない限り、デベロッパは、本契約に基づき提供
される Appleソフトウェアおよびサービスの利⽤において⽀援を受けるため、第三者（以下「サ
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ービスプロバイダ」といいます）を雇⽤または起⽤することが許可されます。これには、当該サ
ービスプロバイダが、デベロッパに代わってデベロッパの内部使⽤アプリケーションのサーバを
維持および管理することが含まれますがこれらに限定されません。ただし、当該サービスプロバ
イダによる Appleソフトウェアおよびサービスまたはこれらに関連するあらゆるマテリアルの使
⽤は、デベロッパに代わってのみ、かつ本条件に準拠する場合に限って、⾏われるものとしま
す。 デベロッパは、本契約に含まれるものと最低限同程度に、制限的かつ Appleを保護する条
項を有する、デベロッパのサービスプロバイダとの、法的拘束⼒のある書⾯による契約を締結す
ることに同意するものとします。 デベロッパの内部使⽤アプリケーション、または Appleソフ
トウェアもしくは Appleサービスの使⽤に関する、および／または本契約に起因する、かかるサ
ービスプロバイダが⾏うあらゆる⾏為はデベロッパが⾏った⾏為とみなされ、かつ、（サービス
プロバイダに加えて）デベロッパは、Appleに対して、すべてのかかる⾏為（またはあらゆる不
作為）につき責任を負うものとします。 サービスプロバイダによる作為または不作為が本契約
に対する違反を構成する、または、その他のあらゆる損害を引き起こす場合に、Appleは、デベ
ロッパに対し、かかるサービスプロバイダの使⽤の中⽌を要求する権利を留保します。 
 

3. デベロッパの義務 
3.1 ⼀般 
デベロッパはAppleに対し、以下のすべての事項を保証し、同意するものとします。 
（a）デベロッパは、⾃⾝が居住する法域における法律上の成⼈（多くの国または地域では18歳
以上）であり、デベロッパ企業、組織、教育機関、または政府機関、機関、もしくは部⾨に代わ
って本契約を締結する権利および権限を有すること、および、当該事業体または組織を本契約の
条項および義務に法的に拘束する権利および権限を有すること。 
（b）デベロッパが、Appleまたはデベロッパの従業員および／または許可ユーザーに対し、本契
約またはデベロッパの対象製品に関連して提供するすべての情報は、最新、真正、正確、裏付け
のある、かつ完全なものであり、デベロッパがAppleに提供する情報について、デベロッパは、
当該情報のいかなる変更についてもAppleに対して速やかに通知すること。 デベロッパのプログ
ラムアカウントに関してAppleがデベロッパに連絡できるように、かかる変更をAppleに通知する
ことは、デベロッパの責任となります。 
（c）デベロッパは、本契約の条件を遵守し、本契約に基づくデベロッパの義務を履⾏するこ
と。 
（d）デベロッパは、デベロッパの認定デベロッパ、従業員、許可ユーザー、およびデモ受信者
によるAppleソフトウェア、サービス、および導⼊デバイスの使⽤を監視し、責任を負うことに
同意すること。これには、デベロッパの従業員によるAppleソフトウェアおよびサービスの使⽤
に必要な同意を得ることが含まれますが、これらに限定されるものではありません。また、認定
デベロッパ、従業員、許可ユーザー、およびデモ受信者によるデベロッパの内部使⽤アプリケー
ションの使⽤を監視し、完全に責任を負うことに同意すること。  
（e）デベロッパは、Appleソフトウェア、サービス、導⼊デバイス、デベロッパの対象製品、お
よび本契約に基づくデベロッパの関連する開発と導⼊の取り組みに関連して、デベロッパ、デベ
ロッパの許可事業体、デベロッパの認定デベロッパ、従業員、デベロッパの許可ユーザー、およ
びデベロッパのデモ受信者によって発⽣したすべての費⽤、経費、損失、および責任、ならびに
活動について単独で責任を負うこと。 
（f）デベロッパは、デベロッパが負う既存の義務もしくは責務と抵触する態様、またはそのよ
うな義務もしくは責務を妨げる態様で⾏為しないこと。ならびにデベロッパがこれまでに締結し
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た契約は、本契約に基づくデベロッパの義務の遂⾏を妨げないこと。 
 
3.2 Appleソフトウェアおよび Appleサービスの使⽤ 
Appleソフトウェアおよび Appleサービスを使⽤する条件として、デベロッパは以下のすべての
事項に同意するものとします。 
（a）デベロッパは、Appleソフトウェアおよびあらゆるサービスを、本契約により明⽰的に許可
された⺫的のためにのみ、本契約により明⽰的に許可された⽅法により、適⽤されるすべての法
令に従って、使⽤すること。 
（b）デベロッパは次のことを⾏うために、AppleソフトウェアまたはいかなるAppleサービスも使
⽤しないものとすること。（1）⾮合法もしくは違法な⾏為をなすため、または犯罪やその他の不法
⾏為、⾮合法もしくは違法な⾏為に関与するもしくはそうした⾏為を促進する可能性がある取扱製
品を開発するため、（2）暴⼒⾏為、テロリズム、その他の重⼤な害を及ぼすと脅す、そそのかす、
もしくは促すため、または（3）⼦どもを性的に搾取または虐待することを助⻑するコンテンツや活
動を作成または配信するため。 
（c）デベロッパの内部使⽤アプリケーション、ライブラリ、および／またはパスは、「ドキュ
メントおよびプログラム要件」（現⾏規定は下述の第 3.3条に定めるもの）を遵守して開発され
ること。 
（d）デベロッパの知る限りおよび信じる限りにおいて、デベロッパの対象製品は、第三者また
はAppleの著作権、商標、プライバシーとパブリシティに関わる権利、企業秘密、特許その他の
知的財産権もしくは法的権利（例：デベロッパの内部使⽤アプリケーションまたはパスに含まれ
る可能性のあるコンテンツとマテリアルに関する原盤権や実演化権、映像化権、写真あるいは画
像に関する権利、ロゴの権利、第三者のデータに関する権利など）を妨害、不正使⽤、または侵
害しておらず、今後も侵害しないこと。  
（e）Appleソフトウェア、Apple証明書、Appleサービスまたはその他のサービス⼿段を通じ
て、次のことを⾏う取扱製品またはその他のコードまたはプログラムを作成しないこと。（1）
無効化、ハッキング、またはその他の⼿段で、iOS、watchOS、iPadOS、tvOS、visionOS、
Appleソフトウェア、もしくはあらゆるサービスもしくはその他のAppleソフトウェアやテクノロ
ジーに実装されている、あらゆるセキュリティ、デジタル署名、デジタル著作権管理、検証もし
くは認証メカニズムを妨害すること、またはAppleによる書⾯の許可がある場合を除き他者がそ
うした妨害を⾏うことができるようにすること、または（2）あらゆるユーザー、ネットワー
ク、コンピュータ、通信システムのセキュリティ、整合性、可⽤性を侵害すること。 
（f）デベロッパは、直接または間接を問わず、Appleソフトウェアまたはサービス、本契約の意
図、または Appleのビジネス慣⾏（Appleソフトウェアまたはプログラムの実⾏または意図され
た使⽤を妨げる可能性のある⾏為を含むがこれに限定されない）を妨げることを意図したいかな
る⾏為も⾏わないこと。 さらにデベロッパは、デベロッパの対象製品に関して、いかなる不
法、不公正、誤解を招く、詐欺的、不適切、または不誠実な⾏為または商慣⾏にも関与しないこ
と、または他者の関与を促さないこと（例：詐欺的な商業慣⾏、不公平な競争など）。  
（g）本契約で明⽰的に許可されているテストおよび開発⺫的を除き、Appleソフトウェアを使
⽤して開発された内部使⽤アプリケーションまたはパスは、デベロッパ（またはデベロッパの許
可事業体）の物理的な施設またはその他の場所にいる導⼊デバイスのデモ受信者による内部使⽤
⺫的または限定的な使⽤のために、デベロッパの従業員または許可ユーザーに対する導⼊および
デベロッパの従業員または許可ユーザーによる使⽤のみが⾏われること。ただし、どちらの場合
も、その使⽤が第 2.1条（f）に規定されているデベロッパ（またはデベロッパの許可事業体）
の直接の監督および物理的制御の下にある場合に限ること。 本契約に明⽰的に規定されている
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場合を除き、内部使⽤アプリケーションまたはパスは、いかなる⽅法においても、ほかの会社、
顧客、消費者、外部契約者（ただし、カスタムベースでデベロッパに対して内部使⽤アプリケー
ションを開発またはパスを作成し、その内部使⽤アプリケーションまたはパスを使⽤またはアク
セスする必要がある外部契約者を除く）、販売店、ベンダー、再販業者、⼀般のエンドユーザー
に対し、使⽤させない、配布しない、または利⽤可能な状態にしないこと。 さらに、認定デベ
ロッパ、従業員、および許可ユーザー以外の誰もがアクセスできる場所（例：公開ウェブサイ
ト、リポジトリ、ファイルホスティングサービスなど）で内部使⽤アプリケーションをホストし
ないこと、および内部使⽤アプリケーションがそのような関係者以外の者によってダウンロード
およびアクセスされることを防⽌するために、あらゆる合理的な措置を講じる必要があること。 
（h）デベロッパは、違法、有害、または Appleもしくは他者の権利を侵害、不正使⽤もしくは
これらに抵触するコンテンツを⽣成する、または⽣成することを⺫的としていることを知りなが
ら、または当然知っているはずでありながら、Appleソフトウェアまたはサービスを使⽤しな
い、または稼働させないこと。さらに、デベロッパは、Appleソフトウェアまたは Appleサービ
スに⼊⼒した情報を当該ソフトウェアおよびサービスで使⽤するために必要なすべての権利およ
びライセンスを有することを保証すること。 
 
3.3 内部使⽤アプリケーション、ライブラリ、およびパスのプログラム要件 
本契約において許可された通りに配布されるApple製品のいずれの内部使⽤アプリケーション
も、本ドキュメントおよびプログラム要件に準拠して開発される必要があります。ドキュメント
およびプログラム要件の最新のセットは、以下の第3.3条に記載されています。 また、ライブラ
リおよびパスは、同様の基準に従うものとします。 
 
APIおよび機能性： 
 
3.3.1 内部使⽤アプリケーションは、Appleが規定する⽅法でのみDocumented APIを使⽤で
き、プライベートAPIを使⽤または呼び出すことはできません。  
 
3.3.2 次の段落に定める場合を除き、内部使⽤アプリケーションは実⾏可能コードをダウンロ
ードまたはインストールすることはできません。 解釈されたコードは、内部使⽤アプリケーシ
ョンにダウンロードすることができます。ただし、当該コードが、（a）内部使⽤アプリケーシ
ョンの意図された⺫的と合致しない機能または機能性を提供することによって内部使⽤アプリケ
ーションの主要な⺫的を変更せず、（b）署名、Sandbox、または OSのその他のセキュリティ
機能を回避しない場合に限ります。 
 
プログラミング⽅法の学習に使⽤することを⺫的とするプログラミング環境の内部使⽤アプリケ
ーションは、次の条件を満たす場合に限り、実⾏コードをダウンロードして実⾏することができ
ます。（i）ドキュメントで別途許容される場合を除き、実⾏コードで取得される内部使⽤アプ
リケーションの視聴エリアまたは画⾯が80%以下であること、（ii）内部使⽤アプリケーション
は、ユーザーがプログラミング環境にいることについて、内部使⽤アプリケーション内で合理的
にユーザーの⺫につく表⽰をしなければならないこと、（iii）内部使⽤アプリケーションは、ほ
かのコードまたはアプリケーション⽤のストアまたはストアフロントを作成しないこと、ならび
に、（iv）内部使⽤アプリケーションが提供するソースコードは、完全に閲覧が可能で、かつユ
ーザーによる編集も可能でなければならないこと（例えば、ダウンロードされたコードにプリ
コンパイルライブラリまたはフレームワークが含まれていないこと）。 
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3.3.3 デモ受信者によって使⽤される内部使⽤アプリケーションは、Appleの事前の書⾯による
明⽰的な同意がない限り、かかるアプリケーションの使⽤を通じた商取引、クレジットまたは購⼊
を許可することはできません。 さらに、許可事業体、デモ受信者、従業員、または許可ユーザー
には、この内部使⽤アプリケーションの使⽤料をいかなる⽅法においても請求することはできま
せん。 従業員および許可ユーザーが使⽤する内部使⽤アプリケーションは、商取引、クレジッ
トまたは購⼊を許可することができます。ただし、デベロッパの組織内で使⽤または消費される
商品またはサービス（例：カフェテリアのアプリは取引を許可することができる）の購⼊のみを
許可します。 
 
3.3.4 内部使⽤アプリケーションは、Appleによって別途指定されている場合を除き、デバイス
上の内部使⽤アプリケーションの指定されたコンテナ領域からのデータの読み取りまたはデータ
の書き込みのみを⾏うことができます。  
 
3.3.5 iOS向け内部使⽤アプリケーションは、ユーザーが iPadOS上で互換モードで実⾏する
際に最低限同⼀の機能および特性を有する必要があります（例えば、iPad上で iPhoneと同等の
サイズのウインドウで実⾏する iPhoneアプリは、iPhone上で起動する時と実質的に同⼀の⽅法
で機能しなければなりません。ただし、この義務は、カメラを搭載していないデバイスのビデオ
録画機能など、特定のハードウェアデバイスではサポートされない機能または特性には適⽤され
ません）。 また、デベロッパは、互換モードでデベロッパの内部使⽤アプリケーションを運⽤
することを妨害しないこと、またはかかる妨害を試みないことに同意するものとします。 
 
3.3.6 デベロッパは、ドキュメントに記載された本来の⺫的のためにのみマルチタスクサービ
スを使⽤することができます。 
 
ユーザーインターフェイス、データ収集、現地法およびプライバシー： 
 
3.3.7 内部使⽤アプリケーションは、Appleが提供するヒューマンインターフェイスガイドラ
イン（HIG）およびその他のドキュメントに準拠する必要があります。 デベロッパは、Appleブ
ランド製品の設計と互換性のあるデベロッパの内部使⽤アプリケーション⽤の適切なユーザーイ
ンターフェイスおよび機能を開発するため、HIGに従うことに同意するものとします（例えば、
watchOSアプリケーションは HIGの watchOS設計テーマに沿った迅速なインタラクション向け
に設計されたユーザーインターフェイスを有している必要があります）。 
 
3.3.8 デベロッパの内部使⽤アプリケーションがビデオ、マイク、画⾯記録、またはカメラ記
録をキャプチャまたは作成する場合、デバイスに保存されているか、サーバに送信されているか
に関わらず（例：画像、写真、⾳声またはスピーチのキャプチャ、またはその他の録画。総称し
て「記録等」）、記録等が⾏われていることを⽰すために、内部使⽤アプリケーションの⼀部と
して、合理的に⺫⽴つ聴覚的、視覚的、またはその他のインジケータをユーザーに表⽰する必要
があります。  
 
- さらに、デベロッパの内部使⽤アプリケーションによって、内部使⽤アプリケーションを介し
て、または内部使⽤アプリケーションに関連して実⾏されるデータ、コンテンツまたは情報の収
集、処理、メンテナンス、アップロード、同期、保存、送信、共有、開⽰、または使⽤の形式
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は、すべての適⽤されるプライバシー関連の法律および規制、および関連するすべてのプログラ
ム要件（通知または同意の要件を含みますが、これらに限定されません）に準拠する必要があり
ます。 
 
3.3.9 デベロッパおよびデベロッパの内部使⽤アプリケーション（およびデベロッパが広告
の提供を契約した第三者）は、ユーザーから直接取得されたデータであるか、Appleソフトウェ
ア、Appleサービス、またはApple SDKを使⽤して取得されたデータであるかに関わらず、事前
のユーザーの同意なしにユーザーまたはデバイスのデータを収集してはならず、内部使⽤アプリ
ケーションの使⽤に直接関連するサービスまたは機能を提供するため、または第3.3.12条に従っ
て広告を提供するためにのみ収集することができます。 デベロッパは、データ収集の拡張また
は変更に関するユーザーの事前の同意なくして、以前に収集されたユーザーデータまたはデバイ
スデータを拡張またはその他の⽅法で使⽤範囲を変更することはできません。 さらに、デベロ
ッパおよびデベロッパの内部使⽤アプリケーションは、デバイスを⼀意に識別する⺫的で、永続
的なデバイスベースの識別⼦またはそれから派⽣したデータを使⽤しません。  
 
3.3.10 デベロッパはユーザーデータまたはデバイスデータの収集、使⽤、開⽰に関する明確で
完全な情報をユーザーに提供する必要があります。例えば、デベロッパの内部使⽤アプリケーシ
ョンのユーザーデータおよびデバイスデータの使⽤に関する説明です。 さらに、デベロッパ
は、第三者による不正な使⽤、開⽰、またはアクセスから当該データを保護するための適切な措
置を講じなければなりません。 ユーザーがデベロッパによるデバイスデータまたはユーザーデ
ータの収集、使⽤、または開⽰に同意することを取り⽌めた場合、または積極的に同意を撤回し
た場合、デベロッパ（およびデベロッパが広告をするために契約を締結したあらゆる第三者）は
当該データの使⽤すべてをただちに中⽌しなければなりません。デベロッパはプライバシーポリ
シーを、内部使⽤アプリケーションで提供するか、または従業員および許可ユーザーに対して、
ユーザーデータまたはデバイスデータの収集、使⽤、開⽰、共有、保持、および削除について説
明する別の⽅法で提供する必要があります。 デベロッパは、デベロッパの内部使⽤アプリケー
ションから収集されたユーザーデータが侵害された場合、適⽤法に従って、デベロッパのユーザ
ーに通知すること（例えば、ユーザーデータの意図しない開⽰または不正使⽤があった場合、ユ
ーザーに通知する電⼦メールを送信します）に同意するものとします。 
 
3.3.11 内部使⽤アプリケーションは、適⽤されるすべての刑事、⺠事、および法令および規制
に準拠する必要があります。これには、内部使⽤アプリケーションが提供または利⽤可能になる
法域の法律および規制も含まれます。 また、以下についても確認してください。 
 
- デベロッパおよび内部使⽤アプリケーションは、ユーザーデータまたはデバイスデータ
（例：ユーザーの IPアドレス、ユーザーのデバイス名、ユーザーに関連付けられているインス
トール済みアプリなど）の収集、使⽤、または開⽰に関して適⽤されるすべてのプライバシー
およびデータ収集に関する法律および規制に準拠する必要があります。 
 
- 内部使⽤アプリケーションは、嫌がらせ、悪⽤、スパム、ストーカー⾏為、脅迫、またはその
他の⽅法で他者の法的権利（プライバシーやパブリシティの権利など）を侵害することを⺫的と
して設計または販売されてはなりません。 
 
- デベロッパおよびデベロッパの内部使⽤アプリケーションのいずれも、Appleまたはそのライ
センサーが提供するソフトウェア、データまたはサービスをスクレイピング、マイニング、検
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索、キャッシュ、分析またはインデックスするために、いかなる機能を実⾏したり、いかなるコ
ンテンツ、サービス、情報またはデータにリンクしたり、またはいかなるロボット、スパイダ
ー、サイト検索、またはその他の検索アプリケーションまたはデバイスを使⽤したり、またはか
かるデータを取得する（または取得しようと試みる）ことはできません。ただし、Appleがかか
るサービスに関連してデベロッパに明⽰的に提供または提供するデータは除きます。 デベロッ
パは、当該データを不正な⺫的で収集、流布、または使⽤しないことに同意すること。 
 
- デベロッパの内部使⽤アプリケーションが⼈体の研究を⺫的としている場合、または個⼈デー
タ（例：健康記録の保存）を含む可能性のある臨床的健康関連の使⽤のために HealthKit APIを
使⽤している場合、デベロッパは、そのような研究または臨床的健康の⺫的の⼀部として、個⼈
を特定できるデータの意図された使⽤および開⽰について参加者に通知し、そのような研究また
は臨床的健康の⺫的のためにデベロッパの内部使⽤アプリケーションを使⽤する参加者（または
その保護者）から同意を得ることに同意するものとします。 さらに、デベロッパは、デベロッ
パが匿名化またはコード化された情報を提供する第三者に対して、参加者の承諾なく、かかる情
報を使⽤して参加者を再特定する（または再特定を試みる）ことを禁⽌するものとし、また、当
該第三者に対して、匿名化またはコード化された情報を受領するその他⼀切の者に前記の制限を
課すべき旨を要求することに同意すること。 
 
- Appleが書⾯で明⽰的に別段の許可をしない限り、デベロッパは、「保護された健康情報」（45 
C.F.R § 160.103にて別途定義）を含む、センシティブな個⼈を識別できる健康情報を、作成、受信、
保持、または送信するために、Appleソフトウェアまたはサービス（iCloud、iCloudストレージ API、
CloudKit API、またはこれらのコンポーネントもしくは機能を含む）を使⽤しないものとし、また
は、Apple（もしくは Apple⼦会社）をデベロッパまたは第三者の「取引先」（45 C.F.R. § 160.103
で別途定義）とするような⽅法でも、Appleソフトウェアまたはサービスを使⽤しないものとしま
す。デベロッパは、本条違反に起因する法律または契約に基づく報告要件の遵守について、単独で責
任を負うことに同意するものとします。 
 
広告識別⼦およびトラッキング設定 - Ad Network API： 
 
3.3.12 デベロッパおよびデベロッパの内部使⽤アプリケーション（ならびにデベロッパが広告
の提供を契約した第三者）は、広告の提供のみを⺫的として、広告識別⼦、および広告識別⼦を
使⽤して取得した情報を使⽤することができます。 ユーザーが広告識別⼦をリセットした場
合、そのあと、デベロッパは、直接または間接を問わず、以前の広告識別⼦および派⽣情報とリ
セットされた広告識別⼦との結合、相関、リンクまたはその他の関連付けをしないことについて
同意するものとします。 Ad Support APIへのアクセスを提供する iOSバージョンまたは tvOSバ
ージョン⽤にコンパイルされた内部使⽤アプリケーションについては、デベロッパは広告識別⼦
を使⽤して広告を提供する前にユーザーのトラッキング設定を確認することに同意し、広告識別
⼦の使⽤、および追跡するその他のあらゆるユーザーデータとデバイスデータの使⽤に関してユ
ーザーが設定したトラッキング設定に従うことに同意するものとします。  
 
さらに、デベロッパは、アプリケーション広告のコンバージョンイベントを追跡するために Ad 
Network APIを使うよう要請することができます。 デベロッパが、Ad Network APIの使⽤許可
を与えられている場合であっても、広告のコンバージョンイベントの⼀環として広告検証情報を
検証する以外の⺫的のために、当該 API、または Ad Network APIの使⽤を通じて取得した情報
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を使⽤しないことに同意するものとします。 デベロッパは、Ad Network APIの使⽤を通じて広
告検証の⼀環として提供された情報を、直接または間接を問わず、デベロッパがユーザーについ
て有するほかの情報との結合、相関、リンクまたはその他の関連付けをしないことに同意するも
のとします。Appleは、⾃⾝の単独の裁量により、Ad Network APIを使⽤するリクエストを拒否
する権利を留保します。  
 
位置情報およびマップ - ユーザーの同意： 
 
3.3.13 位置情報に基づく API（例：Core Location、MapKit API、Apple Maps Server API）を
使⽤するか、またはその他の⽅法で位置情報に基づくサービスを提供する内部使⽤アプリケー
ションは、⾞両の動作の⾃動または⾃律制御のため、または緊急または⼈命救助のために設計
または販売されない場合があります。  
 
3.3.14 位置情報サービスまたは機能を提供する、または Appleソフトウェアまたは Appleサー
ビスの使⽤を通じてほかの⽅法でユーザーの位置を取得する、または取得を試みる内部使⽤アプ
リケーションは、当該アプリケーションによりユーザーの位置情報データが収集、送信その他の
⽅法により使⽤される前に、当該ユーザーに通知し、その同意を得なければならず、そうしたデ
ータはユーザーが同意した⽅法で、かつ本契約で許可された⽅法で使⽤される必要があります。 
例えば、ユーザーの位置データを継続的に収集して使⽤する⺫的でデベロッパがデベロッパの内
部使⽤アプリケーションで「常に」位置オプションを使⽤する場合は、明確に定義された正当な
理由およびユーザーのメリットを提供しなければならず、そうした提供は許可を得る際にユーザ
ーに対して表明する必要があります。  
 
3.3.15 デベロッパが、Appleマップサービスを通じて提供されるAppleマップと併⽤して、デベ
ロッパ⾃⾝の位置情報サービス、データ、および／または情報の提供を選択する場合（例えば、
Appleマップの上に、デベロッパが作成したマップまたはルートをオーバーレイすること）、デ
ベロッパは、デベロッパのサービス、データ、および／または情報が、使⽤されているAppleマ
ップと正確に整合するようにすることについて単独で責任を負うものとします。 リアルタイム
ルートガイダンス⽤位置情報対応APIを使⽤する内部使⽤アプリケーションの場合（ターンバイ
ターン⽅式のナビゲーションシステムまたはその他センサーを⽤いてナビゲーションする⽅式を
含みますが、これらに限定されません）、デベロッパは、下記の告知が含まれているエンドユー
ザー使⽤許諾契約を締結する必要があります。 このリアルタイムルートガイダンスアプリケー
ションを利⽤する場合、ご⾃⾝の責任で利⽤してください。 位置情報データは、正確でない可
能性があります。 
 
3.3.16 内部使⽤アプリケーションは、Appleが実⾏するシステムアラート、警告、ディスプレイ
パネル、同意パネルなどを無効にしたり、オーバーライドしたり、その他の⽅法で妨害してはな
らないものとし、これには、ユーザーの位置データ、アドレス帳データ、カレンダー、写真、⾳
声データ、および／またはリマインダーが収集、送信、維持、処理もしくは使⽤されていること
をユーザーに通知することを⺫的としたもの、またはそのような使⽤についての同意を得ること
を⺫的としたものを含みますが、これらに限定されません。 また、デベロッパがそうしたアラー
ト、警告、および表⽰パネルに説明（例えば、Camera API⽤の⺫的⽂字列の中の情報）を追加す
ることができる場合、そうした説明は正確でなければならず、使⽤範囲を不正確に伝えるもので
あってはなりません。 同意が拒否または撤回された場合、内部使⽤アプリケーションは、ユーザ
ーが同意を拒否もしくは撤回したかかるデータの収集、送信、維持、処理、使⽤、またはその他
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の⾏為をしてはなりません。  
 
3.3.17 内部使⽤アプリケーション（または該当する場合はウェブサイトまたはウェブアプリケー
ション）がiOSバージョン6以降を実⾏しているデバイスからMapKit API、Apple Maps Server 
API、またはMapKit JSを使⽤またはアクセスする場合、内部使⽤アプリケーション（または該当
する場合はウェブサイトまたはウェブアプリケーション）は、Appleマップサービスにアクセス
し、それを使⽤します。 MapKit API、Apple Maps Server API、MapKit JS、Appleマップサービス
のすべての使⽤は、（プログラム要件を含む）本契約および付属書5（Appleマップサービスの利
⽤に関する付加条件）の条件に従う必要があります。 
 
コンテンツおよびマテリアル： 
 
3.3.18 デベロッパの内部使⽤アプリケーション内に収録されているマスターレコードおよび楽
曲は、デベロッパにより完全に所有されているか、料⾦、ロイヤリティ、および／または費⽤の
総額を以後Appleがデベロッパもしくは第三者に⽀払う必要がないよう、対価全額払込済みの状
態でデベロッパにライセンスが付与されている必要があります。 さらに、デベロッパの内部使
⽤アプリケーションが⽶国外で配布される場合、デベロッパの内部使⽤アプリケーションに収録
されているマスターレコードおよび楽曲は、（a）現在または将来において、録⾳権または演奏
権／通信権を収集またはライセンス管理している組織のレパートリーに該当してはならず、
（b）ライセンスが付与されている場合は、デベロッパの内部使⽤アプリケーションに対して、
該当する各著作権の所有者によって独占的にライセンスが付与されている必要があります。 
 
3.3.19 デベロッパの内部使⽤アプリケーションにほかのコンテンツが含まれている場合、または
含まれる予定の場合、デベロッパは、そのようなすべてのコンテンツを所有するか、コンテンツ所
有者からデベロッパの内部使⽤アプリケーションでそのコンテンツを使⽤する許可を得る必要があ
ります。 
 
3.3.20 内部使⽤アプリケーションには、Appleの合理的な判断で好ましくない、または不適切で
あると判断されるコンテンツまたはマテリアル（テキスト、グラフィック、画像、写真など）を
含めることはできません。例えば、猥褻、ポルノ、中傷的とみなされるマテリアルなどがこれに
当てはまります。 
 
3.3.21 内部使⽤アプリケーションには、Appleソフトウェア、Appleサービス、Apple製品、また
はその他のソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、データ、システム、サービス、また
はネットワークに損害を与えたり、破壊したり、悪影響を与えたりする可能性のあるマルウェ
ア、悪意のあるコード、有害なコード、プログラム、またはその他の内部コンポーネント（例：
コンピュータウイルス、トロイの⽊⾺、「バックドア」）が含まれていてはなりません。 
 
3.3.22 デベロッパの内部使⽤アプリケーションにFOSSが含まれている場合、デベロッパは該当
するすべてのFOSSのライセンス条件を遵守することに同意するものとします。 また、デベロッ
パは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションの開発において、AppleソフトウェアのFOSS以外
の部分がFOSSのライセンス条件または義務の対象となるような⽅法でFOSSを使⽤しないことに
同意するものとします。 
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3.3.23 デベロッパがプロモーションの唯⼀のスポンサーであり、デベロッパおよびデベロッパ
の内部使⽤アプリケーションが適⽤法を遵守し、デベロッパがそのようなアプリケーションを利
⽤可能にし、プロモーションが⾏われる国、領⼟、または地域で適⽤される登録要件を満たして
いる場合、デベロッパの内部使⽤アプリケーションには、プロモーションの懸賞またはコンテス
ト機能を含めることができます。 デベロッパは、⾃⾝が⼀切のプロモーションおよび賞⾦につ
いて単独で責任を負うことに同意するものとします。かつ、各プロモーションについて、Apple
が当該プロモーションのスポンサーではなく、その実施について⼀切責任を負わないことを、法
的拘束⼒のある正式な規定に明記することに同意するものとします。  
 
3.3.24 デベロッパは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションに、従業員または許可ユーザーが
寄付を⾏うことができるデベロッパのウェブサイトのページに直接誘導するリンクを含めること
ができるものとします。ただし、デベロッパが、適⽤されるすべての法律（領収書の発⾏が含ま
れる場合があります）を遵守し、かつ、当該寄付を⾏うことができるようにする国、領⼟または
地域において適⽤のある規制または登録要件をすべて満たしていることが必要です。 また、デ
ベロッパは、Appleが寄付⾦の募集者ではないことを明⽰することに同意するものとします。 
 
MFiアクセサリ： 
 
3.3.25 デベロッパの内部使⽤アプリケーションは、（i）デベロッパがデベロッパの内部使⽤アプ
リケーションを最初に提出した際に、MFi Programに基づいて当該MFiアクセサリに関するライセ
ンスが付与され、（ii）MFiライセンシーがデベロッパの内部使⽤アプリケーションを、MFiアクセ
サリとの相互運⽤を認めるリストに追加しており、かつ、（iii）MFiライセンシーが、MFi Program
から当該追加について承認を得ている場合にのみ、ワイヤレストランスポートを通じて、または
Appleの Lightningケーブルを通じて、または Appleの 30ピンコネクタを通じて、MFiアクセサリ
（上に定義）とのインターフェイス接続、通信、またはその他の相互運⽤またはコントロールを⾏
うことができます。  
 
法令遵守： 
 
3.3.26 デベロッパは、適⽤されるあらゆる規制における要件を満たすものとします。これには、本
契約に基づく⽶国におけるデベロッパの内部使⽤アプリケーションの製造および使⽤に関連する、
すべての適⽤される法律、規則、および政策、特に⽶国⻝品医薬品局（以下「FDA」といいま
す）、ならびにFAA、HHS、FTC、およびFCCなどのその他の⽶国規制当局の要件、かつ、デベロ
ッパの内部使⽤アプリケーションを使⽤可能にするあらゆる国、領⼟、または地域における法律、
規則、およびその他の適⽤される規制当局（例：MHRA、CFDA）の施策の完全な遵守が含まれま
す。 ただし、デベロッパは、Apple製品が規制対象とみなされる、またはAppleに義務や制限を課す
可能性がある規制上の許可を求めたり、いかなる決定を下したりしないことに同意するものとしま
す。 デベロッパは、デベロッパが本契約の利⽤規約に従って、デベロッパの内部使⽤アプリケーシ
ョンを利⽤可能にすることを計画している⽶国およびその他の国、領⼟、または地域におけるデベ
ロッパの内部使⽤アプリケーションの使⽤に関連して、すべてのFDAの法律、規制、およびポリシ
ーを含むがこれに限定されない、適⽤される法律、規制、およびポリシーを完全に遵守することを
表明し、保証するものとします。 また、デベロッパは、デベロッパの内部使⽤アプリケーション
を、認可または承認された意図する使⽤／適応にのみ⽤い、適⽤される規制上の要求事項に厳密に
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準拠することを表明し、保証するものとします。 Appleから要請があった場合、デベロッパはかか
る許認可に関するドキュメントを速やかに提供することに同意するものとします。 FDAまたは規制
上の審査プロセスの⼀環としてデベロッパの内部使⽤アプリケーションを審査またはテストする必
要があるほかの政府当局から要求された場合、デベロッパは審査⺫的で当該当局にデベロッパの内
部使⽤アプリケーションを提出するものとします。 さらに、デベロッパは、かかる規制上の要求
事項に関連するデベロッパの内部使⽤アプリケーションに関する苦情または苦情の恐れについて、
第14.5条に定める⼿続きに従って速やかにAppleに通知することに同意するものとします。  
 
携帯電話ネットワーク： 
 
3.3.27 内部使⽤アプリケーションが携帯電話ネットワークへのアクセスを必要とする場合、ま
たは携帯電話ネットワークにアクセスできるようになる場合、そのような内部使⽤アプリケーシ
ョンは以下の事項に従わなければなりません。 
 
- 内部使⽤アプリケーションによる携帯電話ネットワークへのアクセスや使⽤の⽅法に関する
Appleのベストプラクティスおよびその他のガイドラインを遵守すること。 
 
- ネットワーク容量または帯域幅を過剰に使⽤し、またはこれらに極度な負担をかけるとApple
が合理的に判断するものであってはならないこと。 
 
3.3.28 ⼀部の携帯電話ネットワーク事業者は、携帯電話ネットワーク上でのVoIP電話の使⽤な
ど、ネットワーク上でのボイスオーバーインターネットプロトコル（VoIP）機能の使⽤を禁⽌ま
たは制限したり、VoIPに関連して追加料⾦やその他の料⾦を課したりする場合があるため、デベ
ロッパは、使⽤前に、デベロッパの従業員および／または許可ユーザーに、当該事業者との契約
条件を確認するよう通知することに同意するものとします。 さらに、デベロッパの内部使⽤ア
プリケーションが、当該当事者にSMSメッセージを送ること、または⾳声通話を⾏うことを可能
にするものである場合、デベロッパは、かかるユーザーに対して、当該機能を使⽤する前に、標
準テキストメッセージ料⾦、またはその他の使⽤料がかかる使⽤に対して適⽤される可能性があ
ることを通知する必要があります。 
 
Apple Push Notification Serviceおよびローカル通知： 
 
3.3.29 Appleのプッシュ通知サービスまたはローカル通知を介したプッシュ通知のすべての使⽤
は、本契約（プログラム要件を含みます）および付属書1（Appleのプッシュ通知サービスおよび
ローカル通知に関する付加条件）の条件を遵守する必要があります。 
 
モバイルデバイスの管理および構成プロファイル： 
 
3.3.30 MDMおよび構成プロファイルのすべての使⽤は、本契約（プログラム要件を含む）およ
び付属書2（MDMの使⽤に関する付加条件）の条件を遵守する必要があります。本契約に基づく
MDMおよび構成プロファイルの使⽤は、営利企業（企業、教育機関、政府機関など）のみを対
象とし、消費者または個⼈による使⽤は（Appleが書⾯で明⽰的に許可した場合を除き）対象と
しません。デベロッパは、構成プロファイルの使⽤につながるユーザーアクションが⾏われる前
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に、収集するユーザーデータの種類、および収集したユーザーデータがアプリケーション画⾯ま
たはその他の通知メカニズムでどのように使われるかを明確に表⽰しなければなりません。デベ
ロッパは、構成プロファイル経由で取得したユーザーデータを、広告プラットフォーム、データ
ブローカー、または情報再販業者に共有または販売することはできません。 さらに、デベロッ
パは、構成プロファイルまたはその他の構成プロファイルメカニズムのための同意パネルをオー
バーライドすることはできません。 
 
iCloud： 
 
3.3.31 iCloudストレージAPIとCloudKit APIのすべての使⽤、および本契約に基づくiCloudサー
ビスの使⽤は、本契約（プログラム要件を含む）および付属書3（iCloudを使⽤するための付加
条件）の遵守する必要があります。 
 
ウォレット： 
 
3.3.32 デベロッパによるパスの開発、ならびに本契約に基づくパスタイプ IDおよびウォレッ
トの使⽤は、本契約（プログラム要件を含みます）および付属書 4（パスに関する付加条件）
の条件を遵守する必要があります。 
 
追加サービスまたはエンドユーザープレリリース版ソフトウェア： 
 
3.3.33 Appleは随時、デベロッパがデベロッパの内部使⽤アプリケーションに関連して利⽤す
るために、または評価⺫的でエンドユーザーとして利⽤するために、デベロッパに追加のサー
ビスまたはプレリリース版Appleソフトウェアへのアクセスを提供することがあります。 これ
らの中には、本契約のほか、別途定める条件の適⽤を受けるものもあり、その場合、デベロッ
パによる利⽤は、当該条件の適⽤を受けるものとします。 当該サービスまたはソフトウェアは、
すべての⾔語で、またはすべての国もしくは地域で利⽤可能であるとは限らず、またApple
は、それらが特定の地域での利⽤に適していることや利⽤可能であることについて、いかなる
表明もしないものとします。 デベロッパが当該サービスまたはソフトウェアにアクセスするこ
とを選択する限りにおいて、デベロッパは⾃発的にアクセスするものとし、現地の法令をはじ
めとし適⽤されるあらゆる法令を遵守する責任を負担するものとします。 当該ソフトウェアに
AppleのFaceTimeまたはメッセージ機能が含まれる場合、デベロッパは、かかる機能を使⽤す
る際、当該ソフトウェアおよび機能の提供および改良のため、電話番号およびデベロッパの認
定テストユニットと接続されたデバイスの識別⼦、ならびにデベロッパが提出したEメールア
ドレスおよび／またはApple Account情報を、Appleが使⽤および保持する場合があることを認
め、同意するものとします。 Appleソフトウェアを通じてデベロッパのアクセスを可能にする
サービスは、第三者から提供される場合があります。 デベロッパは、当該第三者サービスまた
はAppleの提供するあらゆるサービスについて、Appleが、デベロッパおよびエンドユーザーを
はじめとするその他の者に対して⼀切の責任を負わないことを認めるものとします。 Appleおよ
びそのライセンサーは、随時、サービスへのアクセスを変更、中⽌、削除、または無効化する
権利を有するものとします。 いかなる場合にも、Appleは、当該サービスに対するアクセスの
削除または無効化について、⼀切責任を負わないものとします。 さらに、当該ソフトウェアま
たはサービスの商⽤リリース時に、またはAppleが求める場合はそれよりも前に、デベロッパ
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は、本契約に基づき、評価のため、エンドユーザーとして、デベロッパに提供されたプレリリ
ース版AppleソフトウェアまたはAppleサービスのすべての使⽤を中⽌することに同意するもの
とします。 
 
3.3.34 デベロッパの内部使⽤アプリケーションが、Appleソフトウェアを通じてGoogleセーフ
ブラウジングサービスにアクセスする場合、当該アクセスには、
https://developers.google.com/safe-browsing/termsに規定されているGoogleのサービス利⽤規
約の対象となります。デベロッパが当該サービス利⽤規約に同意しない場合、デベロッパの内部
使⽤アプリケーション内でGoogleセーフブラウジングサービスを使⽤することはできません。
また、デベロッパは、かかる使⽤が当該サービス利⽤規約への同意を意味することについて認
め、同意するものとします。  
 
3.3.35 デベロッパの内部使⽤アプリケーションが Address Book API経由で従業員および／また
は許可ユーザーのアドレス帳のデータにアクセスする場合、デベロッパは、デベロッパの内部使
⽤アプリケーションがユーザーのアドレス帳データにアクセスする前に、またはかかるデータを
使⽤する前に、当該ユーザーに通知し、ユーザーの同意を取得しなければなりません。 また、
デベロッパの内部使⽤アプリケーションは、従業員または許可ユーザーのデバイスの外部に、従
業員または許可ユーザーのアドレス帳の Facebookデータ部分のみをすべて、⾃動的に送信する
メカニズムを提供できないものとします。 疑義を避けるために明記すると、これは、ユーザー
への通知およびユーザーの同意の要件が満たされている限り、ユーザーのアドレス帳のすべてを
包括的に⾃動送信することを禁⽌するものではありません。また、ユーザーがユーザーのアドレ
ス帳データの⼀部を⼿動で送信すること（例えば、切り取って貼り付けるなど）、またはユーザ
ーが送信する特定のデータ項⺫を個別に選択することを可能にすることを禁⽌するものではあり
ません。 
 
拡張機能： 
 
3.3.36 内部使⽤アプリケーションバンドルにおける拡張機能を含むアプリケーションは、内部使
⽤アプリケーションがWatchKit Extensionを含む場合を除き、単なる拡張機能以外の機能性
（例：ヘルプスクリーンや追加設定など）を提供しなければなりません。 また、以下についても
確認してください。 
 
- 拡張機能（WatchKit Extensionを除く）には、その拡張機能ビューに広告、製品プロモーショ
ン、ダイレクトマーケティング、またはアプリ内課⾦のオファーを含めることはできないこと。  
  
- 拡張機能は、Appleブランド製品の画⾯全体をブロックすることはできず、または、ほかのデ
ベロッパのアプリケーションもしくは Appleが提供する機能やサービスのユーザーの使⽤につい
て、⾮公開または想定外の⽅法で転送、妨害、干渉することはできないこと。 
 
- 拡張機能は、ドキュメントで規定する通り、iOS、watchOS、iPadOS、または tvOSの、Apple
が指定するエリアにおいてのみ運⽤することができること。  
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- キーボード機能を提供する拡張機能は、あらゆるネットワークアクセスの独⽴性を保つこと
ができなければならず、かつ、Unicode⽂字を含んでいなければならないこと（絵⽂字のみで
はなく）。  
 
- かかる拡張機能により⾏われるいかなるキーストロークロギングも、デベロッパの従業員または
許可ユーザーに対し、当該データが iOSまたは iPadOSから送信される前に、明確に開⽰されなけ
ればならず、かつ、第 3.3.7条から第 3.3.11条の定めに関わらず、当該データはデベロッパの内
部使⽤アプリケーションのキーボード機能の提供または改善⺫的でのみ使⽤することができるこ
と（例えば、広告提供⺫的で使⽤してはならない）。  
 
- 拡張機能により⾏われるいかなるメッセージフィルタリングも、デベロッパの従業員または
許可ユーザーに対して、明確に開⽰されなければならず、かつ、第 3.3.7条から第 3.3.11条の
定めに関わらず、いかなる SMSまたはMMSデータも、メッセージフィルタリング拡張機能を
通じてアクセスされるのか、または iOSによってメッセージング拡張機能の対応サーバに対し
て送信されるのかを問わず、スパムや不明な発信元からのメッセージを減らすことにより、ユ
ーザーのメッセージング体験の提供または改善を実現する⺫的でのみ使⽤することができるこ
と、および、広告提供またはその他の⺫的で使⽤されてはならないこと。 さらに、拡張機能内で
アクセスされるユーザーからの SMSデータまたはMMSデータは、いかなる場合も拡張機能の指
定コンテナ領域からエクスポートしてはならないこと。  
 
- デベロッパの内部使⽤アプリケーションは、拡張機能の⾃動インストールまたはその他ユーザ
ーが認識しない拡張機能のインストールをさせてはならず、かつ、デベロッパはユーザーに対し
て、拡張機能の⺫的および機能を正確に提⽰しなければならないこと。 
 
HealthKit APIおよびMotion & Fitness API： 
 
3.3.37 デベロッパの内部使⽤アプリケーションは、HealthKit APIまたはMotion & Fitness API
を健康、運動、および／またはフィットネスの⺫的で使⽤され、かつデベロッパのマーケティン
グテキストおよびユーザーインターフェイスにその旨を明確に⽰している場合を除き、HealthKit 
APIまたはMotion & Fitness APIにアクセスしてはなりません。 また、以下についても確認して
ください。 
 
- 第 3.3.7条から第 3.3.11条の定めに関わらず、デベロッパおよびデベロッパの内部使⽤アプリ
ケーションは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションに関する健康、運動、および／またはフ
ィットネスサービスを提供すること以外の⺫的で、HealthKit APIもしくはMotion & Fitness 
API、または HealthKit APIもしくはMotion & Fitness API経由で取得されるいかなる情報も使⽤
してはならないこと（例えば、広告提供⺫的ではないことなど）。 
 
- デベロッパは、エンドユーザーの事前の明⽰的な同意なく、従業員および／または許可ユーザー
の健康、運動、および／またはフィットネス情報を第三者に開⽰または提供するために、
HealthKit APIもしくはMotion & Fitness API、または HealthKit APIもしくはMotion & Fitness 
API経由で⼊⼿した情報を使⽤してはならず、第三者が、健康、運動、および／または本契約で
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許可された⽅法でフィットネスサービスの提供をできるようにする⺫的でのみ、それを使⽤する
こと。 例えば、デベロッパは、HealthKit APIまたはMotion & Fitness API経由で収集した従業員
および／または許可ユーザーの健康情報を、広告プラットフォーム、データブローカー、または
情報再販業者に共有したり販売したりしてはならないこと。 疑義を避けるために明記すると、
デベロッパは、従業員および／または許可ユーザーが医学研究のために、かかるデータを第三者
と共有することに同意することを許可することはできます。 
 
- デベロッパおよびその内部使⽤アプリケーションがどのように従業員および許可ユーザーの
健康、運動、および／またはフィットネスに関する情報を使⽤するのかについて、従業員およ
び許可ユーザーに明確に開⽰すること、かつ、従業員および／または許可ユーザーが明⽰的に
承諾して本契約で明⽰的に許可されている場合に限り、かかる情報を使⽤することに同意する
こと。  
 
Wi-Fiインフラストラクチャフレームワーク： 
 
3.3.38  
 
デベロッパおよびデベロッパの内部使⽤アプリケーションは、Appleブランドデバイスから認定
Wi-Fiターゲットアクセサリに、Accessory Data Transport Extensionを介してWi-Fiネットワー
ク共有情報を送信するためにのみ、Wi-Fiインフラストラクチャフレームワークを使⽤すること
ができます。デベロッパおよびデベロッパの内部使⽤アプリケーションは、認定Wi-Fiターゲッ
トアクセサリを従業員または許可ユーザーの Appleブランドデバイスが接続できるWi-Fiネット
ワークに接続するためにのみ、Wi-Fiネットワーク共有情報を送信することができます。デベロ
ッパおよびデベロッパの内部使⽤アプリケーションは、Wi-Fiネットワーク共有情報を認定Wi-
Fiターゲットアクセサリに直接、安全で認証された、エンドツーエンドの暗号化された⽅法での
み送信する必要があります。  
 
デベロッパまたはデベロッパの内部使⽤アプリケーションは、Wi-Fiネットワーク共有情報を、
他の内部使⽤アプリケーション、または認定Wi-Fiターゲットアクセサリ以外の他のデバイスと
共有することはできません。 また、認定Wi-Fiターゲットアクセサリは、いかなる状況下でも、
従業員または許可ユーザーの Appleブランドデバイスまたはその他の認定Wi-Fiターゲットアク
セサリを含む、他のデバイスとWi-Fiインフラストラクチャ情報を共有することはできません。
デベロッパ、デベロッパの内部使⽤アプリケーション、および認定Wi-Fiターゲットアクセサリ
は、無関係な⺫的（広告、プロファイリング、モデルのトレーニング、位置情報の監視など）で
Wi-Fiネットワーク共有情報を使⽤することはできません。デベロッパは、Wi-Fiインフラスト
ラクチャフレームワークおよびWi-Fiネットワーク共有情報の使⽤が第 3.3.7条から第 3.3.11
条に従うものであることを了承するものとします。デベロッパは、デベロッパおよびデベロッパ
の内部使⽤アプリケーションが、認定Wi-Fiターゲットアクセサリがこの第 3.3.38条に準拠す
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る責任を Appleに対して負うことをさらに認識し、同意するものとします。 
  
HomeKit API： 
 
3.3.39 デベロッパの内部使⽤アプリケーションは、ライセンスが付与された HomeKitアクセサ
リについて、ホームコンフィギュレーションサービスまたはホームオートメーションサービス
（例：電気を点けたり、ガレージのドアを持ち上げたりすることなど）を提供することを主⺫的
として設計され、かつ、この使⽤⽅法がデベロッパのマーケティングテキストおよびユーザーイ
ンターフェイスに明確に⽰されていない限り、HomeKit APIにアクセスしてはなりません。 デベ
ロッパは、ライセンスが付与された HomeKitアクセサリとのインターフェイス接続、通信、相
互運⽤、もしくはコントロール以外の⺫的で、または HomeKitデータベースを使⽤するため
に、HomeKit APIを使⽤しないこと、かつ、デベロッパの内部使⽤アプリケーションに関するホ
ームコンフィギュレーションまたはホームオートメーション⺫的でのみ、それを使⽤することに
同意するものとします。 また、以下についても確認してください。 
 
- デベロッパの内部使⽤アプリケーションは、ドキュメントで明⽰的に別段の許可をしない限り、
HomeKit APIおよび／またはHomeKitデータベースから⼊⼿された情報を、互換性のある Apple
ブランド製品上でのみ使⽤することができ、かつ、製品からかかる情報をエクスポート、リモート
アクセス、または転送してはならないこと（例えば、ロックパスワードは、Apple以外のデータベ
ースに保存するために従業員または許可ユーザーのデバイスに送信してはならない、など）。 
 
- 第 3.3.7条から第 3.3.11条の定めに関わらず、デベロッパおよびデベロッパの内部使⽤アプリ
ケーションは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションに関するホームコンフィギュレーション
またはホームオートメーションサービスを提供することまたは改善すること以外の⺫的で（例：
広告提供⺫的ではないことなど）、HomeKit API、または HomeKit API経由もしくは HomeKitデ
ータベース経由で取得されるいかなる情報も使⽤できないことに同意すること。  
 
Network Extensionフレームワーク： 
 
3.3.40 デベロッパの内部使⽤アプリケーションは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションが
主としてネットワーキング機能を提供するために指定され、かつ、デベロッパがAppleからかか
るアクセスの権限を得ていない限り、Network Extensionフレームワークにアクセスしてはなら
ないこと。 デベロッパがかかる権限を得る場合、デベロッパは以下の事項に同意するものとし
ます。 
 
- 従業員または許可ユーザーに対し、デベロッパおよびその内部使⽤アプリケーションがどのよ
うにそれらのネットワーク情報を使⽤するのか、および該当する場合に、どのようにそれらのネ
ットワークデータをフィルタリングするのかに関して、明確に開⽰することに同意し、かつ、従
業員または許可ユーザーから明⽰的に同意され、本契約で明⽰的に許可された⽅法でのみ、かか
るデータおよび情報を使⽤することに同意すること。 
 
- デベロッパは、安全かつ適切な⽅法で、デベロッパの従業員または許可ユーザーからのネット
ワーク情報またはデータを保存、および通信することに同意すること。 
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- デベロッパは、⾮開⽰の、不適切な、または誤解を招く⼿段（例えば広告収⼊を得るため、ま
たはウェブサイトのなりすましのためにウェブサイト経由のフィルタリングをするなど）で、デ
ベロッパの従業員または許可ユーザーのネットワークデータまたは情報を転⽤しないことに同意
すること。 
 
- デベロッパは、エンドユーザーの設定を迂回または無効化するためにデベロッパの従業員また
は許可ユーザーからのネットワークデータまたは情報を使⽤しないことに同意すること（例えば
従業員または許可ユーザーがデベロッパの内部使⽤アプリケーション向けの位置情報サービスを
無効にしている場合、所在地を特定するために、それらのWi-Fiネットワークの使⽤状況を追跡
しないことなど）。 
 
- 第3.3.7条から第3.3.11条の定めに関わらず、デベロッパおよびデベロッパの内部使⽤アプリケ
ーションは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションに関するネットワーキング機能を提供する
こと以外の⺫的で、Network Extensionフレームワーク、およびNetwork Extensionフレームワー
ク経由で取得されるデータまたは情報を使⽤しないこと（例えば、広告を提供するために、また
はその他の⽅法で広告のためのユーザープロファイルを構築するために、従業員または許可ユー
ザーのインターネットトラフィックを使⽤しないことなど）。 
 
Appleは、その⾃由裁量で、デベロッパにNetwork Extensionフレームワークを使⽤する権限を提
供せず、かつ、いつでもかかる権限を取り消す権利を留保します。 加えて、デベロッパが、
Access Wi-Fi Information API（接続されているデバイスにWi-Fiネットワークを提供するもの）
の使⽤を希望する場合、デベロッパはかかる使⽤についてAppleから権限を得るようリクエスト
しなければならず、また、第3.3.7条から第3.3.11条の規定に関わらず、デベロッパは、内部使
⽤アプリケーションに直接関連したサービスまたは機能の提供のためにのみ（例えば広告を提供す
るためでなく）、かかるAPIを使⽤することができます。 
 
App Intentsおよび SiriKit： 
 
3.3.41 デベロッパの内部使⽤アプリケーションが、デベロッパの内部使⽤アプリケーショ
ンによってそれぞれサポートされているapp intentドメイン（例：メール、写真）または SiriKit
ドメインに関して、関連するレスポンスをユーザーに提供するように、またはユーザーのリクエ
ストまたはインテントを実⾏するように設計されている場合（例えば、ライドシェアリングな
ど）にのみ、かつ当該使⽤がデベロッパのマーケティングテキストおよびユーザーインターフェ
イスに明⽰されている場合に限り、デベロッパはデベロッパの内部使⽤アプリケーションを、
Appleが定義するapp intentおよび／またはSiriKitドメインを使⽤する⺫的として登録することが
できます。また、デベロッパの内部使⽤アプリケーションがApp Intentsおよび／またはSiriKitに
アクションを提供する場合がありますが、そうしたアクションは、デベロッパのアプリケーショ
ン内のユーザーの⾏為または活動に関連しており、デベロッパがユーザーに適切な回答を提供で
きる場合、またはユーザーのリクエストを完了することができる場合に限ります。デベロッパ
は、そうしたユーザーの活動または⾏為に関する誤った情報をApp Intentsおよび／またはSiriKit
を使⽤して送信しないこと、または、Appleのソフトウェアまたはサービスに干渉したりしない
ことに同意するものとします。 
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3.3.42 デベロッパの内部使⽤アプリケーションは、App Intentsおよび／またはSiriKitを通じて
⼊⼿した情報を、サポートされたApple製品上でのみ使⽤することができ、そうした情報をデバ
イスから書き出し、リモートアクセス、または譲渡することはできません。ただし、ユーザーに
対して関連するレスポンスを提供または改善したり、ユーザーのリクエストを実⾏したりする必
要がある場合、またはデベロッパの内部使⽤アプリケーションに関連して必要な事柄がある場合
を除きます。 第3.3.7条から第3.3.11条の定めに関わらず、デベロッパおよびその内部使⽤アプ
リケーションは、App Intentsおよび／またはSiriKit、またはApp Intentおよび／またはSiriKitを通
じて⼊⼿したいかなる情報も、ユーザーに関連するレスポンスを提供する、またはデベロッパの
内部使⽤アプリケーションがサポートするapp intentドメイン、SiriKitドメイン、インテントまた
はアクションに関連したユーザーのリクエストやインテントを実⾏する、またはユーザーのリク
エストに対するデベロッパの内部使⽤アプリケーションの応答性を改善するため以外の⺫的（例
えば、広告を提供するため）で使⽤することはできません。  
 
3.3.43 デベロッパの内部使⽤アプリケーションが、Appleがオーディオデータを処理することを
可能にするためにApp Intentsおよび／またはSiriKitを使⽤する場合、デベロッパは、従業員およ
び許可ユーザーに対して、デベロッパおよびその内部使⽤アプリケーションが、録⾳されたオー
ディオデータを、スピーチを認識する、処理する、または書き起こすためにAppleに送信するこ
と、ならびに当該オーディオデータがApple製品およびサービスの改善と提供のために使⽤され
る場合があることを明確に開⽰することに同意するものとします。デベロッパはさらに、従業員
および／または許可ユーザーが明⽰的に同意し、本契約において明⽰的に許可された⽅法での
み、そうしたオーディオデータ、ならびにApp Intentsおよび／またはSiriKitから返される認識さ
れたテキストを使⽤することに同意するものとします。 
 
従業員または許可ユーザーによって設定された場合、iPhoneのサイドボタンを使⽤してApp 
Intentsを起動するには、デベロッパの⾳声ベースの会話型アプリケーションが（1）ボタンが押
された際に、⾳声体験が主なモダリティとして起動すること、および（2）起動後、適切に質問
やリクエストに応答し、アクションを実⾏すること、の要件を満たす必要があります。 
 
Single Sign-On API： 
 
3.3.44 デベロッパの内部使⽤アプリケーションは、デベロッパがマルチチャネルビデオプログラミ
ングディストリビュータ（MVPD）でない限り、または、デベロッパの内部使⽤アプリケーション
が主としてサブスクリプションを前提とするMVPDサービスを通じて認証されるビデオプログラミ
ングを提供するために設計されており、かつ、デベロッパがAppleからSingle Sign-On APIを使⽤す
る権限を書⾯で得ていない限り、Single Sign-On APIにアクセスしたり、使⽤したりしてはなりませ
ん。かかる使⽤はすべて、Single Sign-On APIのドキュメントを遵守しなければならず、デベロッパ
は、Appleが、デベロッパにかかる権限または許可を提供しない権利、およびかかる権限または許可
をいつでもその⾃由裁量で取り消す権利を留保することを認め、同意するものとします。  
 
Spotlight画像検索サービス：  
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3.3.45 デベロッパが、デベロッパのライセンスアプリケーションに関連付けられたデベロッパ
のドメイン（以下「関連ドメイン」といいます）へのアクセス権と共に Appleの Spotlight画像
検索サービスを提供する場合、デベロッパは、本契約をもって、Appleに対し、本条項で定める
⺫的で、関連ドメイン内のコンテンツ（以下「ライセンス対象コンテンツ」といいます）をクロ
ール、スクレイピング、コピー、送受信、および／またはキャッシュする許可を付与します。 
ライセンス対象コンテンツは、本契約において、ライセンスアプリケーション情報として取り扱
われるものとします。 また、デベロッパは、本契約をもって、Appleに対し、（ファイルサイズ
の低減、サポートされるファイルの種類への変換、および／またはサムネイル表⽰の⺫的で）ラ
イセンス対象コンテンツのファイル形式、解像度、および外観を使⽤、作成し、作成させ、複
製、トリミング、または変更するライセンス、ならびに、ライセンス対象コンテンツを公に表⽰、
公に実⾏、統合、組み込み、および配布することで、Appleのメッセージ機能におけるライセン
ス対象コンテンツの検索、検出、およびエンドユーザーへの配布の機能を強化するライセンスを
さらに付与するものとします。 理由の如何を問わず、本契約の解除時に、Appleブランド製品の
エンドユーザーは、当該解除前に Appleブランド製品の使⽤を通じて取得したあらゆるライセン
ス対象コンテンツを継続して使⽤および配布することを許可されます。  
 
MusicKit：  
 
3.3.46 デベロッパは、その従業員および／または許可ユーザーによる Apple Musicサブスクリ
プションへのアクセスの促進に無関係な⺫的で、MusicKit APIを呼び出したり、MusicKit JSを
使⽤したり（またはその他の⽅法でMusicKit APIまたはMusicKit JSを通じて情報を得ようと）
しないことに同意すること。 デベロッパがMusicKit APIまたはMusicKit JSにアクセスする場
合、デベロッパは、Apple Music Identity Guidelinesに従う必要があります。 デベロッパは、デ
ベロッパによるMusicKit APIまたはMusicKit JSの使⽤を通じて、またはその他いかなる⽅法に
おいても、Apple Musicサービスへのアクセスに対し、⽀払いを要求しない、または間接的な収
益化（例えば、アプリ内課⾦、広告、ユーザー情報のリクエストなど）を⾏わないことに同意す
るものとします。 また、以下についても確認してください。 
 
- デベロッパがMusicKit APIまたはMusicKit JSを通じて⾳楽再⽣を提供する場合、全楽曲の再
⽣が可能でなければならず、かつ、ユーザーが再⽣を開始でき、「再⽣」、「停⽌」、および
「スキップ」などの標準的なメディアコントロール機能を使⽤して再⽣を操作できなければなら
ないこと、かつ、デベロッパはそうしたコントロール機能を不正確に伝えることのないことに同
意すること。 
 
- デベロッパは、いかなるMusicKitコンテンツもダウンロード、アップロード、または改変する
ことはできず、かつ、かかる⾏為をデベロッパの従業員または許可ユーザーに許可することもで
きず、その他ドキュメントで Appleが別段の許可をしない限り、MusicKitコンテンツは、ほか
のいかなるコンテンツとも同期することができないこと。 
 
- デベロッパは、MusicKit APIまたはMusicKit JSにより表⽰され、かつ、ドキュメントで許可
された⽅法でのみ（例えば、アルバムアートワークおよびMusicKit APIからの⾳楽関連テキスト
は、⾳楽再⽣または再⽣リストの管理とは異なる⺫的で使⽤することはできません）、MusicKit
コンテンツを再⽣できること。  
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- ユーザーからのメタデータ（プレイリストやお気に⼊りなど）は、従業員および許可ユーザー
に対して明確に開⽰され、かつ、Appleの⾃由裁量により決定された通りに、デベロッパの内部
使⽤アプリケーション、ウェブサイト、またはウェブアプリケーションの使⽤と直接関連するサ
ービスまたは機能を提供するためにのみ使⽤できること。  
 
- デベロッパは、デベロッパの内部使⽤アプリケーション、ウェブサイト、またはウェブアプリ
ケーションの中のスタンドアロンライブラリとしてのみ、かつ、ドキュメントで許可された通り
にのみ、MusicKit JSを使⽤することができること（例：デベロッパは、MusicKit JSをその他の
いかなる JavaScriptコードとも組み合わせることはできず、または別途ダウンロードしたり、
再ホストしたりすることはできないことに同意すること）。  
 
DeviceCheck API： 
 
3.3.47 デベロッパが DeviceCheckデータを保存するために DeviceCheck APIを使⽤する場合、
デベロッパは、該当する場合、それらの値をリセットするためにユーザーがデベロッパに連絡す
ることができる⽅法を提供する必要があります（例：試⽤サブスクリプションのリセット、また
は新規ユーザーがデバイスを取得した際に⼀定の使⽤を再度認証するなど）。 デベロッパは、不
正⾏為に関する単⼀の識別⼦として DeviceCheckデータに依存することはできず、かつ、ほかの
データまたは情報に関してのみ DeviceCheckデータを使⽤しなければなりません（例えば、デ
バイスが譲渡されたり再販売されたりする可能性があるため、DeviceCheckデータをそれのみで
データポイントとして扱うことはできない）。 Appleは、いつでもその⾃由裁量で、
DeviceCheckデータを削除する権利を留保し、かつ、デベロッパは、かかるデータに依存しない
ことについて同意するものとします。 さらに、デベロッパは、デベロッパを代理して⾏為を⾏
うサービスプロバイダを除き、デベロッパが Appleから取得した DeviceCheckトークンを、い
かなる第三者とも共有しないことに同意するものとします。  
 
顔データ： 
 
3.3.48 デベロッパが提供する内部使⽤アプリケーションが顔データにアクセスする場合、デベロ
ッパは、内部使⽤アプリケーションの使⽤に直接関連するサービスや機能を提供するためだけ
に、それらにアクセスしなければならないこと、および、デベロッパは、デベロッパの内部使⽤
アプリケーションが顔データを使⽤、開⽰することをユーザーに対して通知し、ユーザーの明確
かつ確実な同意を得てから、顔データの収集または使⽤を開始することに同意するものとしま
す。 第 3.3.7条から第 3.3.11条に反する規定がある場合でも、デベロッパ、デベロッパの内部
使⽤アプリケーション（広告を提供するのために契約した第三者）も、広告を提供するため、ま
たはその他の無関係な⺫的で顔データを使⽤することはできません。 また、以下についても確
認してください。 
 
- デベロッパは、デベロッパのユーザー（またはあらゆる第三者）の法的権利を損なう⽅法で、ま
たは、違法な、不公平な、誤解を招く、不正な、不適切な、搾取的な、または好ましくないユー
ザー体験を提供するために顔データを使⽤することはできず、ドキュメントに沿った⽅法でのみ
使⽤できること。 
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- デベロッパは、認証、広告、マーケティング、その他類似の⽅法で従業員または許可ユーザー
を対象にして、顔データを使⽤することはできません。 
 
- デベロッパは、ユーザープロファイルの構築を⺫的として顔データを使⽤することはできず、
または、その他顔データに基づいて匿名ユーザーを特定もしくはユーザープロファイルを再構築
することを試み、促し、第三者に推奨することはできないこと。 
 
- デベロッパは、広告プラットフォーム、分析プロバイダ、データブローカー、情報再販業者、
およびその他の類似の者に対して顔データを譲渡、共有、販売、またはその他の⼿段で提供する
ことはできないこと。 
 
- デベロッパは、譲渡につきユーザーの明確かつ確実な同意を得ない限り、顔データをユーザー
のデバイス外に共有または譲渡することはできず、かつ、顔データは、デベロッパが提供する内
部使⽤アプリケーション固有のサービスまたは機能を達成する⺫的のみに使⽤しなければなりま
せん（例：内部使⽤アプリケーション内でユーザーの画像を表⽰する⺫的で顔メッシュを使⽤す
ることなど）。また、使⽤⽅法が、本契約とドキュメントに準拠していることが必要になりま
す。 デベロッパは、使⽤するサービスプロバイダに対して、ユーザーが同意する範囲かつ本契
約の条項に沿う⽅法に限定して、顔データを使⽤するよう要求することに同意すること。  
 
ClassKit API： 
 
3.3.49 デベロッパの内部使⽤アプリケーションが教育サービスを提供することを主⺫的として
設計されており、かかる使⽤がデベロッパのマーケティングテキストおよびユーザーインター
フェイスに明確に記載されている場合を除き、デベロッパのアプリケーションにClassKit APIを
含めることはできません。デベロッパは、ClassKit APIを通じて、誤った、もしくは不正確なデ
ータを送信しないこと、またはClassKit APIを通じて送信されたデータに割り当てられたデータカ
テゴリの再定義を試みないことに同意するものとします（例えば、学⽣の位置情報データはサ
ポート対象のデータタイプではなく、送信することはできない）。  
 
ShazamKit：  
 
3.3.50 ShazamKit APIの使⽤はすべて、本契約（Apple Musicアイデンティティガイドラインお
よびプログラム要件を含む）およびドキュメントの条件を遵守する必要があります。Apple 
Musicで⼊⼿可能な曲に対してShazamKitコンテンツを表⽰する場合、Apple Music Identity 
Guidelinesに沿い、Apple Music内におけるかかるコンテンツへのリンクを提供するものとしま
す。 本契約で明⽰的に許可されている場合を除き、デベロッパは、⽅法の如何を問わず、
ShazamKitコンテンツを複製、改変、翻訳、⼆次的著作物の作成、公表、または公開しないこと
に同意するものとします。さらに、デベロッパは、ほかの⾳声認識サービスを改善または作成す
る⺫的で、ShazamKit APIにより提供されたデータを使⽤または⽐較してはならないものとしま
す。ShazamKit APIを使⽤する内部使⽤アプリケーションは、コンプライアンスを⺫的として設
計または販売することはできません（例：⾳楽のライセンス供与やロイヤリティの監査など）。 
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Tap to Pay API： 
 
3.3.51 デベロッパの内部使⽤アプリケーションは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションを通
じて取引を⾏う⺫的でのみ、Tap to Pay APIを使⽤することができ、デベロッパの内部使⽤アプリ
ケーションは、デベロッパが当該アクセスについてAppleから権限を得ていない限り、Tap to Pay 
APIにアクセスしてはなりません。 第3.3.3条に関わらず、デベロッパの従業員および許可ユーザ
ーは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションを使⽤して、ほかの従業員または許可ユーザーに
よる購⼊を処理することができます。ただし、デベロッパの組織内で購⼊または消費される商品
もしくはサービスの購⼊の場合、および／またはデベロッパの組織が当該業務を⾏う権限がある
場合に限ります。 また、以下についても確認してください。 
 
- デベロッパは、Appleが、Tap to Pay APIの使⽤を通じて円滑化された⼀切の取引の当事者では
なく、かつ、あらゆる⽀払い⽤カードが利⽤できないこと、または不正決済が⾏われることを含
め（ただし、これらに限定されない）、かかる取引について⼀切責任を負わないことを認め、承
諾すること。 かかる取引は、デベロッパと、デベロッパが取引の処理に利⽤するデベロッパの
決済サービスプロバイダ、加盟店契約会社、カードネットワーク、またはその他の当事者との間
で⾏われるものであり、かつ、かかる第三者との間でデベロッパが締結した契約を遵守すること
について、デベロッパが責任を負うこと。 かかる契約には、Tap to Pay APIの機能を使⽤するこ
とに関するデベロッパの決定について、デベロッパが同意して責任を負うことになる⼀定の権
利、義務、または制限条項が含まれる場合があること。 
 
- デベロッパは、ドキュメントに従い、かつ、安全な⽅法（例：サーバ上での暗号化）で、デベ
ロッパによるTap to Pay APIの使⽤の⼀環として、デベロッパに対して提供されるプライベート
キーおよびTTPデータを保存することについて同意すること。 疑義を避けるために明記すると、
デベロッパは、決済サービスプロバイダとしてTTPデータを処理する場合を除き、いかなる暗号
化されたTTPデータも復号できないものとします。 
 
- デベロッパは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションの使⽤を通じた取引の実施とは関係の
ない⺫的で、TTP APIを呼び出したり、TTP APIを通じて情報を取得しようとしたりしないことに
同意すること。  
 
- デベロッパは、AppleがTap to Pay APIにより円滑化された取引が正当に承認されていることを確
認する責任を⼀切負わないことについて同意すること。Appleは、不正または詐欺的な取引が⾏わ
れた場合でも、責任を負いません。 
 
- デベロッパは、Apple Payがデベロッパの内部使⽤アプリケーションが配布される地域の法域内
で使⽤可能である限り、商業的に合理的な努⼒をもって、ドキュメントに従って、デベロッパの
Tap to Pay APIの使⽤において、Apple Payを⽀払いオプションとして含めることに同意するこ
と。 
 
3.3.52 Appleは、デベロッパにTTPデータを提供する場合があります。デベロッパがTTPデ
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ータを受け取る際、デベロッパは以下の事項に同意するものとします。 
 
- デベロッパは、TTPデータを、取引を処理するため、および注⽂管理の⺫的でのみ使⽤するこ
とができ、いずれの場合も適⽤される法律に従って使⽤するものとします。 
 
- デベロッパが決済サービスプロバイダとして⾏為しない場合、（i）デベロッパは決済サービスプ
ロバイダと契約を締結し、（ii）当該決済サービスプロバイダが、取引を処理する⺫的（不正検知
サービスの適⽤が含まれる場合があります）でのみ、および注⽂を管理する⺫的でのみ、かつ、い
ずれの場合も適⽤法令を遵守して、デベロッパが取得したTTPデータを使⽤することを確実にしなけ
ればならないこと。 疑義を避けるために明記すると、当該決済サービスプロバイダはデベロッパの
第三者サービスプロバイダです。デベロッパがデベロッパの決済サービスプロバイダに転送したTTP
データに関して、デベロッパの決済サービスプロバイダが実⾏したあらゆる⾏為は、デベロッパが実
⾏したものとみなされるものとします。また、デベロッパ（デベロッパの決済サービスプロバイダに
加えて）は、かかるすべての⾏為（または不作為）について、Appleおよびデベロッパの顧客に対し
て責任を負うものとします。 
 
- デベロッパは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションで取引を⾏う前に、Tap to Pay 
Platform利⽤規約を承諾し、これに同意しなければなりません。 
 
Appleは、その⾃由裁量で、デベロッパにTap to Pay APIを使⽤する権限を提供せず、かつ、いつ
でもかかる権限を取り消す権利を留保します。  
 
本第3.3.51条および第3.3.52条においてのみ、「Apple」とは、デベロッパが⽶国に所在する場合、
Apple Payments Services LLC（所在地：6900 W. Parmer Lane, Office No. AC1-2225, Austin, Texas 
78729）を意味します。 
  
ID Verifier API： 
 
3.3.53 デベロッパの内部使⽤アプリケーションは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションを
通じて従業員および許可ユーザーの年齢確認または本⼈確認を⾏えるようにする⺫的でのみ、ID 
Verifier APIを使⽤することができます。また、以下についても確認してください。  
 
- デベロッパは、Appleが ID Verifier APIの使⽤を通じて促進される年齢または IDの検証の当事
者ではなく、かかる検証（本⼈確認を含むがこれらに限定されない）については⼀切責任を負わ
ないことを認め、これに同意すること。 
 
- デベロッパは、適⽤されるすべての法律およびドキュメントに従い、かつ、安全な⽅法（例え
ば、サーバ上での暗号化）で、デベロッパによる ID Verifier APIの使⽤の⼀環として、デベロッ
パに対して提供されるプライベートキーおよび ID確認データを保存することに同意すること。 
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- デベロッパは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションを通じて従業員および許可ユーザーの
年齢確認または本⼈確認を⾏えるようにする以外の⺫的で、ID Verifier APIを呼び出したり、そ
の他の⺫的で ID Verifier APIを通じて情報を取得しようとしたりしないことに同意すること。  
 
- デベロッパは、ID Verifier APIによって実⾏される年齢確認または本⼈確認が従業員および許可
ユーザーによって適切に認識され、同意されていることを確認する責任を Appleが負わないこと
に同意すること。 Appleは、いかなる場合においても、年齢または IDの検証に関する不正や詐
欺について責任を負わないものとします。  
 
- デベロッパは、その内部使⽤アプリケーションに関する正確かつ完全な情報を提供し、かつ、
ID Verifier APIの使⽤に関連して当該情報が更新された場合にその旨を速やかに提⽰することに
同意すること。  
 
部分的なイマーシブ体験： 
 
3.3.54 デベロッパが、デベロッパの内部使⽤アプリケーションにおいて部分的なイマーシブ体験
（.mixedRealityスタイルの使⽤など）を提供する場合、デベロッパは、デベロッパの内部使⽤ア
プリケーションが（1）ドキュメントに準拠していること、および（2）デベロッパの従業員およ
び／または許可ユーザーの安全に悪影響を及ぼす範囲において、デベロッパの従業員および／ま
たは許可ユーザーの視野を遮らないことを保証する責任を単独で負い、かつ保証しなければなり
ません。 
 
EnergyKit： 
 
3.3.55 EnergyKitのすべての使⽤は、本契約（プログラム要件を含む）および付属書 6
（EnergyKitの使⽤に関する付加条件）の条件を遵守する必要があります。 
 
Foundation Models Framework： 
 
3.3.56 デベロッパは、Foundation Models Frameworkまたは同フレームワークによりアクセス
されるモデルにアクセスし、プロンプトを⼊⼒し、またはその他の⽅法で利⽤することにより、
「Foundation Models Framework Acceptable Use Requirements」に従うこと、およびそれを⽀
える合理的な指針を維持することに同意したものとみなされます。さらに、デベロッパは、デベ
ロッパの取扱製品により使⽤されるアダプタを、Foundation Models Frameworkがアクセスする
モデルの現⾏リリースと互換性のある状態に維持することに同意するものとします。 
 
Wi-Fi Awareフレームワーク： 
 
3.3.57 デベロッパおよびデベロッパの内部使⽤アプリケーションは、その内部使⽤アプリケーシ
ョンに関連してピアツーピア接続およびデータ転送機能を提供するためにのみ、Wi-Fi Awareフレ
ームワークまたはWi-Fi Aware情報を使⽤することができます。デベロッパおよびデベロッパの内
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部使⽤アプリケーションは、Wi-Fi Aware情報を保存し、これを従業員または許可ユーザーのWi-
Fi Aware対応デバイス間で安全に、エンドツーエンドの暗号化⽅式で送信する必要があり、無関
係な⺫的（広告など）に使⽤することはできません。デベロッパおよびデベロッパの内部使⽤ア
プリケーションは、Wi-Fi Aware情報を（クラウドサービスや別のリモートデバイスなどに）リモ
ートで保存したり、Wi-Fi Aware情報を使⽤して従業員または許可ユーザーの位置情報をモニタリ
ングしたりすることはできません。デベロッパは、デベロッパによるWi-Fi Awareフレームワーク
の使⽤が第 3.3.7条から第 3.3.11条の対象であることを認めるものとします。ペアリングされてい
るデバイスがアイドル状態の場合、デベロッパの内部使⽤アプリケーションは接続をアクティブ
な状態に保つことができないことがあります。いかなる場合でも、Appleは、デベロッパの内部使
⽤アプリケーションによるWi-Fi Awareフレームワークの使⽤が、ほかに措置を講じないとデバ
イスのパフォーマンスを低下させる場合、Wi-Fi Awareフレームワークの使⽤を制限する権利を留
保します。 
 
Location Push Service Extension： 
 
3.3.58 デベロッパの内部使⽤アプリケーションでは、Location Push Service Extensionを、
（a）従業員および許可ユーザーが明⽰的に承認したほかのユーザーと位置情報を共有できるよ
うにすること、または（b）時間的制約のある医療上の緊急事態について最寄りの救急隊員に通
知することのいずれかの⺫的で使⽤できます。Location Push Service Extensionは、デベロッパ
の内部使⽤アプリケーション内でこれらの⺫的にのみ使⽤できます。デベロッパの内部使⽤アプ
リケーションにこの機能を追加することにより、デベロッパは、デベロッパの内部使⽤アプリケ
ーションが本条およびドキュメントで定める要件を満たしていることを表明および保証するもの
とします。  
 
デベロッパは、ドキュメントで定められている通り、デベロッパおよびデベロッパの従業員なら
びに許可ユーザーの両⽅に対して、Location Push Service Extensionの使⽤量に運⽤上の上限が
あることを理解するものとします。デベロッパまたはデベロッパの従業員および許可ユーザーが
かかる上限に達した場合、デベロッパまたは従業員および許可ユーザーは、デベロッパまたは従
業員および許可ユーザーの使⽤量がサポートされるレベルに戻るまで、Location Push Service 
Extensionを使⽤できなくなることがあります。 
 

4. プログラム要件または契約条項の変更 
Appleは、プログラム要件または本契約の条項を、いつでも変更することができるものとしま
す。 新規または変更されたプログラム要件は、すでに配布されている内部使⽤アプリケーショ
ンには遡及的に適⽤されることはありません。 Appleソフトウェアまたはすべてのサービスの使
⽤を継続するために、デベロッパは、新しいプログラム要件、および／または本契約の新しい条
項を承諾し、これに同意する必要があります。 デベロッパが新しいプログラム要件または新し
い条件に同意しない場合、デベロッパによるAppleソフトウェアおよびサービスの使⽤は、Apple
によって⼀時停⽌または終了されます。 デベロッパは、そのような新しい契約条項またはプロ
グラム要件の承諾を、電⼦的⼿段（デベロッパがボックスにチェックマークを付けること、また
は「同意する」もしくは類似のボタンをクリックすることを含みますがこれらに限定されませ
ん）により⽰すことができることに同意するものとします。 本条は、以下の第5条（Apple証明
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書 - 取り消し）に基づくAppleの権利に影響を与えるものではありません。 
 

5. Apple証明書 - 取り消し 
5.1 証明書の要件 
認定されたテストユニットまたは導⼊デバイスにインストールするには、すべての内部使⽤アプ
リケーションにApple証明書で署名する必要があります。 同様に、すべてのパスはパスタイプIDで
署名されている必要があり、ウォレットによって認識され、承認されます。サイトの場合は、デ
ベロッパはウェブサイトIDを使⽤して、macOS上のSafari経由で当該通知を受信することを選択し
たユーザーのmacOSデスクトップにSafariプッシュ通知を送信する必要があります。 また、デベ
ロッパは、本契約およびドキュメントで定めるその他の⺫的で、ほかのApple証明書およびキーを
取得することもできます。 
 
以上に関して、デベロッパはAppleに対し、次の（a）から（e）に定める事項を表明および保証
するものとします。  
（a）Appleが発⾏したデジタル証明書またはプロビジョニングプロファイルの通常の動作を妨げ
るような操作は⾏わないものとします。  
（b）デベロッパは、許可を受けていない個⼈または組織がデベロッパのプロビジョニングプロ
ファイル、Apple証明書、および対応する秘密鍵にアクセスすることを防⽌する責任を単独で負
い、デベロッパのApple証明書、キー、およびプロビジョニングプロファイルが侵害されないよ
う最善を尽くすものとします。  
（c）デベロッパは、デベロッパのプロビジョニングプロファイル、Apple証明書、またはキーの
いずれかが侵害されたと信じる理由がある場合、ただちにAppleに書⾯で通知することに同意す
るものとします。  
（d）デベロッパは、本プログラムに基づいて提供されるAppleの証明書またはプロビジョニング
プロファイルを第三者に提供または譲渡しないものとします。ただし、本契約の条件に従ってデ
ベロッパのために内部使⽤アプリケーション、パス、またはサイトを開発している外部契約者に
対してはこの限りではなく、ドキュメントまたは本契約においてAppleが明⽰的に許可した範囲
に限定されます。  
（e）デベロッパは、内部使⽤アプリケーション、パス、またはサイト以外に署名するために
Apple証明書（開発または導⼊）を使⽤しません。  
（f）デベロッパは、プロビジョニングプロファイルは、内部使⽤アプリケーションとの組み合
わせでのみ使⽤し、ほかのプログラムまたはアプリケーションとの組み合わせでは使⽤しませ
ん。  
（g）デベロッパは、本契約に従ってのみ、デベロッパ企業、組織、または教育機関内でのテス
トおよび内部導⼊のため、MDMのため、またはその他の⽅法でAppleが許可する場合に、デベロ
ッパの内部使⽤アプリケーションに署名する⺫的でのみ、Apple証明書を使⽤するものとしま
す。 
 
さらに、デベロッパは、Appleに対し、デベロッパの内部使⽤アプリケーション、デベロッパ
のサイトの登録バンドル、および／またはデベロッパのパスに適⽤される、または第三者のコ
ードもしくは FOSSに適⽤されるライセンス条項が、プログラムのデジタル署名、またはプロ
グラムもしくは本契約の条項、条件、あるいは要件と⼀致し、それらと⽭盾するものではない
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ことを表明し、保証するものとします。 特に、当該ライセンス条件は、Apple（またはその代
理⼈）に対して、本プログラムの⼀部として利⽤されるデジタル署名メカニズムに関連するキ
ー、認証コード、⽅法、⼿順、データ、またはその他の情報を開⽰または利⽤可能にすること
を要求するものではありません。 デベロッパが上述した内容に関する不⼀致または抵触を発⾒
した場合は、デベロッパはその旨をただちに Appleに通知することに同意するものとし、ま
た、当該問題を解決するために Appleと協⼒するものとします。 
 
5.2 macOS⽤の公証内部使⽤アプリケーション  
デベロッパは、デベロッパのmacOS内部使⽤アプリケーションの公証を得るために、Appleのデ
ジタル公証サービスに対して、内部使⽤アプリケーションの公証⽤のデジタルファイル（以下
「チケット」といいます）を請求することができます。 本チケットをApple証明書と⼀緒に使⽤
すると、macOS上で内部使⽤アプリケーションに対して、改善されたデベロッパの署名とユー
ザー体験を得ることができます。 Appleのデジタル公証サービスから本チケットを要求するに
は、継続的なセキュリティチェックを⾏うために、Appleのデベロッパツール（またはほかの要
求されたメカニズム）を通じてデベロッパの内部使⽤アプリケーションをAppleにアップロード
する必要があります。 この継続的なセキュリティチェックには、マルウェア、その他の有害ま
たは疑わしいコード、コンポーネント、またはセキュリティ上の⽋陥を検出するためのAppleに
よるデベロッパの内部使⽤アプリケーションの⾃動スキャン、テスト、および分析が含まれま
す。また、限られたケースでは、当該⺫的のために⾏われるAppleによるデベロッパの内部使⽤
アプリケーションの⼿動による技術的調査も含まれます。 このデジタル公証サービスのために
デベロッパの内部使⽤アプリケーションをAppleにアップロードすることで、デベロッパは、
Appleが、かかるデベロッパの内部使⽤アプリケーションに対して、マルウェアまたはほかの有
害または疑わしいコードやコンポーネントの検出を⺫的として、セキュリティチェックを実施す
る場合があること、および、Appleが、同様の⺫的のため、セキュリティチェックを継続するた
めにデベロッパの内部使⽤アプリケーションを保持し、使⽤する場合があることに同意したこと
になります。  
 
Appleがデベロッパの署名を認証し、デベロッパの内部使⽤アプリケーションが初期セキュリティチ
ェックに合格した場合、AppleはデベロッパのApple証明書と共に使⽤するチケットをデベロッパに
提供する場合があります。 Appleはその⾃由裁量でチケットを発⾏する権利を留保します。また、
Appleは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションがマルウェア、または悪意がある、疑わしい、
もしくは有害なコードやコンポーネントを含んでいる、またはデベロッパの⾝元を証明する署名
に問題があるとAppleが信じるに⾜る理由、または合理的な疑いがある場合、その裁量で、チケッ
トを随時取り消すことができるものとします。 デベロッパは、随時、product-security@apple.com
にEメールを送信し、Appleがデベロッパのチケットを取り消すよう要求することができるものと
します。AppleがデベロッパのチケットまたはデベロッパのApple証明書を取り消した場合、デベ
ロッパの内部使⽤アプリケーションはmacOS上で動作しなくなる可能性があります。 
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デベロッパは、デベロッパのチケット請求に関してAppleと協⼒するものとし、かつ、Appleのセ
キュリティチェックに対してデベロッパの内部使⽤アプリケーションをAppleから隠したり、迂回
を試みたり、その⼀部を不正確に伝えたり、またはほかの⽅法でAppleによるセキュリティチェッ
クの実施を妨げたりしないことに同意するものとします。 デベロッパは、Appleがデベロッパの内
部使⽤アプリケーションのセキュリティチェックやマルウェア検出を⾏ったこと、またはAppleが
Appleのデジタル公証サービスからデベロッパにチケットを発⾏するために、デベロッパの内部使
⽤アプリケーションの審査または認証を⾏ったことを表明しないことに同意するものとします。 
デベロッパは、AppleがAppleのデジタル公証サービスと関連してのみセキュリティチェックを実
施すること、およびそうしたセキュリティチェックは、確実にマルウェアを検出するものではな
く、何らかのセキュリティ検証結果として⽤いることもできないことを認め、同意するものとし
ます。デベロッパは、⾃⾝の内部使⽤アプリケーションについて、および、その内部使⽤アプリ
ケーションが安全で、従業員および許可ユーザーが確実に使⽤できるものであることについて
（例えば、マルウェアの問題が発⽣した場合、従業員または許可ユーザーに対して、デベロッパ
の内部使⽤アプリケーションが停⽌することがあると通知することなど）、完全に責任を負うも
のとします。 デベロッパは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションをAppleにアップロードする
際に、デベロッパの法域における輸出要件に従うことに同意し、以下の条件に該当する内部使⽤ア
プリケーションをアップロードしないことに同意するものとします。以下のいずれかに該当するア
プリケーションをアップロードしないことに同意するものとします。（a）⽶国輸出管理規則、15 
CFRパーツ730-774または国際武器取引規則、22 CFRパーツ120-130に従うもの。（b）特定の種
類の暗号化ソフトウェアおよびソースコードを含むがこれらに限定されない、事前の書⾯による政
府の承認なしに、その承認を最初に取得しない限り、輸出することのできないもの。 Appleは、
デベロッパの内部使⽤アプリケーションのマルウェア、またはほかの疑わしい、有害なコードも
しくはコンポーネントを検出できないことについて、またはその他のセキュリティ上の問題につい
て、またはチケットの発⾏や取り消しについて、デベロッパに対して、またはいかなる第三者に対
しても責任を有さないものとします。 Appleは、Appleがデベロッパの内部使⽤アプリケーションの
セキュリティチェックを実施したという事実を含むがそれに限定されない、デベロッパの内部使⽤
アプリケーション開発、Appleソフトウェアやサービスの使⽤（デジタル認証サービスを含む）、
またはApple証明書、チケット、もしくはプログラムへの参加の結果としてデベロッパに⽣じたい
かなる費⽤、経費、損害、損失、またはその他の債務についても責任を負わないものとします。 
 
5.3 証明書の取り消し  
本契約において別段の定めがない限り、デベロッパは、デベロッパに対して発⾏されたApple証
明書をいつでも取り消すことができます。 デベロッパがデベロッパのパスに署名するために使⽤
された、および／またはデベロッパに対してmacOS内部使⽤アプリケーションと共に使⽤するた
めに発⾏された、Apple証明書を取り消すことを希望する場合、デベロッパは、随時、product-
security@apple.comにEメールを送信し、AppleがかかるApple証明書を取り消すよう要求するこ
とができます。 Appleもまたその⾃由裁量で、いつでもあらゆるApple証明書を取り消す権利を
留保します。 例として、Appleは、以下のいずれかに該当する場合に、かかる⾏為を選択するこ
とがあります。（a）デベロッパのApple証明書もしくは対応するプライベートキーが漏洩し、ま
たはいずれかが漏洩したとAppleが信ずる理由がある場合、（b）デベロッパの取扱製品が、マル
ウェア、悪意のある、疑わしい、または有害なコードもしくはコンポーネント（例えば、コンピ
ュータウイルス）を含んでいるとAppleが信ずる理由または合理的な疑いを有する場合、（c）デ
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ベロッパの取扱製品が、Appleブランド製品またはかかる製品によりアクセスもしくは使⽤され
るその他のソフトウェア、ファームウェア、ハードウェア、データ、システム、またはネットワ
ークのセキュリティに悪影響を与えるとAppleが信ずる理由がある場合、（d）Appleの証明書発
⾏⼿続きに不正アクセスされた場合、またはかかる⼿続きに不正アクセスされたとAppleが信ず
る理由がある場合、（e）デベロッパが本契約のいずれかの条項または条件に違反した場合、
（f）Appleが本プログラムに基づき、デベロッパの取扱製品に対してApple証明書の発⾏を中⽌
した場合、（g）デベロッパの取扱製品が、本契約に基づき提供されるサービスを不正使⽤して
いる、または過⼤な負荷をかけている場合、または（h）かかる措置が適切または必要であると
Appleが信ずる理由がある場合に、かかる⾏為を選択することがあります。 
 
さらに、デベロッパは、従業員および許可ユーザーのプライバシー、安全、もしくはセキュリテ
ィを保護するためにAppleがかかる措置が必要であると信じる場合、またはその他Appleの合理的
な判断により適切もしくは必要であると決定された場合、Appleが、Apple証明書で署名された取
扱製品に関して、従業員および／または許可ユーザーに通知を送信することがあることを理解
し、これに同意するものとします。 Appleの証明ポリシーおよび認証実務規定は、
https://www.apple.com/certificateauthorityでご確認いただけます。 

 
6. 導⼊ 
内部使⽤アプリケーション： 
本契約に規定された導⼊を審査し承認するAppleの権利を条件として、iOS、watchOS、
iPadOS、またはtvOS⽤の本契約に基づいて開発された内部使⽤アプリケーションは、2つの⽅
法で導⼊デバイスに導⼊することができます。（1）従業員または許可ユーザーによる内部使⽤
のための導⼊、および（2）第2.1条（f）で許可された限られた範囲での導⼊。 疑義を避ける
ために明記すると、macOSの内部使⽤アプリケーションは、デベロッパのApple証明書で署名
される場合もあれば、Apple証明書なしで別途配布される場合があります。 

 
6.1 ⼀般 
デベロッパは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションおよび導⼊デバイスにアクセスおよび使
⽤する従業員および許可ユーザーを決定すること、ならびに当該内部使⽤アプリケーションおよ
びデバイスの使⽤およびアクセスを継続的に管理および監視する（および／またはデベロッパの
許可事業体が継続的にアクセスおよび使⽤を監視することを要求する）ことについて、単独で責
任を負うことに同意します。 これには、Appleソフトウェア、Appleが発⾏したデジタル証明
書、およびデベロッパ企業によってすでに雇⽤されていない個⼈、またはデベロッパの許可事業
体または組織の⼀部ではなくなった個⼈によるプロビジョニングプロファイルから導⼊デバイス
（認定試験装置を含む）を迅速に取得し、それらへのアクセスを削除する責任が含まれますが、
これらに限定されるものではありません。  
 
デベロッパの内部使⽤アプリケーションを導⼊すること、またはデベロッパの代わりに当該内部
使⽤アプリケーションの導⼊をデベロッパの許可事業体に認証することにより、デベロッパは、
デベロッパの内部使⽤アプリケーションがその時点で有効なドキュメントおよびプログラム要件
に準拠しており、当該内部使⽤アプリケーションが本契約で明⽰的に許可された通りにのみ開発
および導⼊されていることをAppleに表明し、保証するものとします。 Appleは、デベロッパの
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内部使⽤アプリケーションの導⼊の結果としてデベロッパが被る可能性のあるいかなる費⽤、経
費、損害、損失（事業機会の損失または利益の損失を含むがこれらに限定されない）またはその
他の責任、またはデベロッパが内部使⽤アプリケーションおよび導⼊デバイスへのアクセスおよ
び使⽤を適切に管理、監視、制限、またはその他の⽅法で制御できなかったことについて、⼀切
の責任を負わないものとします。 デベロッパは、デベロッパの許可事業体、デベロッパの認定
デベロッパ、デベロッパの従業員、デベロッパの許可ユーザー、デベロッパのデモ受信者、およ
びデベロッパの代わりに当該内部使⽤アプリケーションを開発するためにデベロッパが雇⽤する
外部契約者による本契約の条項違反について、完全に責任を負うものとします。 
 
6.2 内部使⽤アプリケーションを審査および承認するAppleの権利 
デベロッパは、本契約の期間中いつでも、デベロッパが本プログラムに基づいて導⼊しようとし
ている（またはすでに使⽤されている）内部使⽤アプリケーションをAppleが審査および承認、
または拒否する権利を留保することを理解し、同意するものとします。 Appleから要請があった
場合、Appleが事前に書⾯で別途同意しない限り、デベロッパはAppleと完全に協⼒し、当該審査
のために当該内部使⽤アプリケーションを速やかにAppleに提出することに同意するものとしま
す。 デベロッパは、提出されたデベロッパの内部使⽤アプリケーションの特徴、コンテンツ、
サービスまたは機能をAppleの審査から隠そうとしたり、虚偽の表⽰をしたり、誤解を与えた
り、不明瞭にしたり、Appleが内部使⽤アプリケーションを完全に審査することを妨げたりしな
いことに同意するものとします。デベロッパは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションが物理
的なデバイスに接続される場合、Appleに書⾯で通知することに同意するものとします。また、デ
ベロッパは、Appleと協⼒し、当該内部使⽤アプリケーションに関してAppleから合理的に要求さ
れた質問に答え、情報および資料を提供することに同意するものとします。 デベロッパがApple
への提出後に当該内部使⽤アプリケーションに何らかの変更を加えた場合、デベロッパはApple
に通知することに同意し、Appleから要請があった場合は、当該変更された内部使⽤アプリケー
ションを配布する前に当該内部使⽤アプリケーションを再提出することに同意するものとしま
す。 Appleは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションがドキュメントおよびプログラムの要件
を満たしている場合でも、理由の如何を問わず、いつでもデベロッパの内部使⽤アプリケーショ
ンの導⼊を拒否する権利を留保します。その場合、デベロッパは、当該内部使⽤アプリケーショ
ンを導⼊することはできないことに同意するものとします。  
 
6.3 内部使⽤アプリケーションの所有権 - 使⽤条件 - 責任 
デベロッパは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションに関する権利、権原、および権益を保持
するものとします。 デベロッパは、デベロッパの判断で、デベロッパの内部使⽤アプリケーシ
ョンに関連する使⽤条件を添付するか、またはその他の⽅法で含める責任を負うものとします。 
Appleは、デベロッパの利⽤規約に関するいかなる違反についても、⼀切責任を負いません。 デ
ベロッパは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションのすべてのユーザー⽀援、保証、およびサ
ポートについて単独で責任を負うものとします。 Appleが内部使⽤アプリケーションを審査、テ
スト、または承認した場合でも、デベロッパのこれらの責任は免除されないものとします。 
 
Appleは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションの開発、このAppleソフトウェアの使⽤、サー
ビスの使⽤、またはプログラムへの参加の結果としてデベロッパが被る可能性のあるいかなる費
⽤、経費、損害、損失（事業機会の損失または利益の損失を含むがこれらに限定されない）、ま
たはその他の責任についても責任を負わないものとします。これには、デベロッパの内部使⽤ア
プリケーションが導⼊を承認されない場合や、そのあと継続的な導⼊を拒否される場合があると
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いう事実も含まれますが、これらに限定されるものではありません。 デベロッパは、安全で、
設計および運⽤上の⽋陥がなく、適⽤される法律および規制を遵守する内部使⽤アプリケーショ
ンの開発について単独で責任を負うものとします。  
 
ライブラリ： 
 
6.4 ライブラリの配布  
デベロッパは、Appleソフトウェアを使⽤するライブラリを開発することができます。 Xcode
と Apple SDKの利⽤規約に別段の規定がある場合でも、本契約に基づき、デベロッパは、Xcode
および Apple SDKライセンスの⼀部として提供される適⽤可能な Apple SDKを使⽤して、iOS、
watchOS、iPadOS、tvOS、および／または visionOS⽤のライブラリを開発することができるも
のとします。ただし、当該ライブラリは、Apple製品での使⽤のみを⺫的として開発および配布
され、デベロッパが当該ライブラリの使⽤を当該製品での使⽤のみに制限することを条件とする
こととします。 Appleが、デベロッパのライブラリが Appleブランド製品とのみ使⽤するために
設計されていないと判断した場合、Appleは、デベロッパに対し、いつでもデベロッパのライブ
ラリの配布を中⽌するよう要求することができるものとし、かつ、デベロッパは、Appleから通
知された場合はただちにかかるライブラリのすべての配布を中⽌すること、およびかかるライブ
ラリの残りの複製を削除するために Appleに協⼒することに同意するものとします。 疑義を避け
るために明記すると、前述の制限は、macOS向けライブラリの開発を禁⽌する趣旨ではありま
せん。 
 
6.5 アイコンのカスタマイズ 
デベロッパは、従業員または許可ユーザーが、デベロッパの内部使⽤アプリケーションに関連付
けられているアイコンおよびウィジェットの⾊および透明度を変更し、使⽤しているデバイスに
それらを（変更を含めて）表⽰できることに同意するものとします。 また、Appleがデベロッパ
の内部使⽤アプリケーションに関連付けられているアイコンおよびウィジェットの⾊、透明度、
および⾒た⺫を変更することがあることに同意するものとします。 
 

7. その他の配布の禁⽌  
従業員または許可ユーザーへのデベロッパの内部使⽤アプリケーションの内部配布、本契約書に規
定されたパスの配布、第6.4条に従ったライブラリの配布、Safariプッシュ通知の配信、macOS
⽤ライブラリおよび／または内部使⽤アプリケーションの配布、または本契約書に規定された、
または本契約書で明⽰的に許可された場合を除き、Appleソフトウェアを使⽤して開発されたプロ
グラムまたはアプリケーションのその他の配布は、本契約書で認定または許可されません。 デベ
ロッパは、本契約に準拠した⽅法でのみ、デベロッパの取扱製品を配布することに同意するもの
とします。 
 

8. プログラム料⾦  
本契約およびプログラムへの参加に基づいてデベロッパに付与される権利およびライセンスの対価
として、デベロッパは、プログラムのウェブサイトに記載されている年間プログラム料⾦を
Appleに⽀払うことに同意するものとします。 当該料⾦の払い戻しは⾏われず、かつ、Apple
ソフトウェア、Appleサービス、またはデベロッパによる本プログラムの使⽤について賦課され
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得る⼀切の税⾦はデベロッパが負担するものとします。 デベロッパの本プログラム料⾦は、本
契約に基づきデベロッパが内部使⽤アプリケーションを Appleに提出（または再提出）する時点
において全額が⽀払われなければならず（該当する場合）、後払いすることはできないものと
し、該当する場合、デベロッパによる本プログラムウェブポータルおよび Appleサービスの継続
使⽤は、デベロッパによるかかる料⾦の⽀払いを条件とします。 デベロッパは、デベロッパが
⾃動更新でデベロッパの年間プログラム料⾦を⽀払うことを選択した場合、デベロッパが⾃動更
新メンバーシップへの登録を選択した時にプログラムウェブポータルでデベロッパが同意した条件
に従い、Appleはデベロッパが Appleに登録したクレジットカードに当該料⾦を請求することが
できることに同意するものとします。 
 

9. 機密保持 
9.1 Appleの秘密情報とみなされる情報 
デベロッパは、プレリリース版 Appleソフトウェアおよび Appleサービス（プレリリース版ドキ
ュメントを含む）、プレリリース版 Appleハードウェアが、「Apple秘密情報」とみなされるこ
とに同意します。ただし、Appleソフトウェアが⼀旦商⽤販売された場合、Appleソフトウェア
または Appleサービスのプレリリース版機能を開⽰した利⽤規約は、秘密性を喪失するものとし
ます。 上記に関わらず、次のいずれかに該当する情報は、Apple秘密情報に含まれないものとし
ます。（i）デベロッパの違反によらずして、合法的に公知となった情報、（ii）Appleが⼀般に
開⽰した情報、（iii）デベロッパが、Apple秘密情報に頼ることなく単独で開発した情報、
（iv）デベロッパに対して制約を受けることなく情報の譲渡または開⽰を⾏う権利を有する第三
者から正当に⼊⼿した情報、（v）Appleソフトウェアに含まれ、当該 FOSSの使⽤または開⽰
に機密保持義務を課さないライセンス条件が付随する FOSS。 さらに、Appleは、デベロッパが
プレリリース版 Appleソフトウェア、Appleサービス、またはハードウェアのスクリーンショッ
トの掲載、パブリックレビューの記載、または再配布をしてはならないことを除き、デベロッパ
が、WWDC（Appleのワールドワイドデベロッパカンファレンス）で Appleにより開⽰された
プレリリース版 Appleソフトウェアおよび Appleサービスに関する技術情報について、前記秘密
保持条項に拘束されないことに同意します。 
 
9.2 Apple秘密情報に関する義務 
デベロッパは、同等の重要性を有するデベロッパ⾃⾝の秘密情報を保護する場合と少なくとも同
じ（ただし少なくとも相応な）注意を払って、Apple秘密情報を保護することに同意するものと
します。 デベロッパは、本契約に基づくデベロッパの権利の⾏使と義務の履⾏のためにのみ、
Apple秘密情報を使⽤するものとし、Appleの書⾯による事前の同意を得ることなく、ほかのいか
なる⺫的にも、また、デベロッパまたは第三者の利益のために、Apple秘密情報を使⽤してはな
らないものとします。 さらに、デベロッパは、Apple秘密情報を次に掲げる者以外に開⽰または
流布しないことに同意するものとします。（i）Apple秘密情報を知る必要があり、Apple秘密情
報の不正使⽤または開⽰を禁⽌する書⾯による契約に拘束される、デベロッパの認定デベロッ
パ、従業員、または許可されたユーザー。または、（ii）その他Appleが書⾯をもって合意または
許可した者。 デベロッパは、法令によりApple秘密情報を開⽰することが求められた場合、開⽰
要求されている限度において、開⽰できるものとします。ただし、デベロッパは、Apple秘密情
報を開⽰する前にかかる要求があった旨をAppleに通知し、Apple秘密情報の保護措置を講ずるた
めの合理的な対応を⾏うものとします。 お客様は、Apple秘密情報を不適切に開⽰した場合の損
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害は回復不能となり得ること、したがって、Appleはその他のあらゆる救済措置に加え、差⽌命
令および仮差⽌命令を含めた衡平法上の救済措置を求める権利を有することを認めるものとしま
す。 
 
9.3 Appleに提出された情報は秘密情報とはみなされないこと 
Appleは多くのアプリケーションやソフトウェアデベロッパと提携しており、その製品の⼀部は
デベロッパの内部使⽤アプリケーションと類似または競合する可能性があります。 また、Apple
⾃らが類似または競合する⾃社のアプリケーションおよび製品を開発する可能性、または将来に
おいてかかる開発を⾏うことを決定する可能性もあります。 誤解を避けるため明記すると、
Appleは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションおよびメタデータに関する情報（このような
開⽰は「ライセンシー開⽰」といいます）を含む、本契約またはプログラムに関連してデベロッ
パが提供する可能性のあるあらゆる情報に関して、明⽰的または黙⽰的な機密保持義務または使
⽤制限に同意することはできず、明⽰的にこれを否認するものとします。 デベロッパは、かか
るライセンシーによる開⽰情報は⾮秘密情報であることに同意するものとします。 Appleは、デ
ベロッパに通知または補償することなく、無制限にライセンシーの開⽰情報を⾃由に使⽤および
開⽰することができます。 デベロッパは、ライセンシーによる開⽰情報のいずれかの部分の受
領、確認、使⽤、または開⽰に起因して発⽣する可能性があるすべての責任および義務に関して
Appleを免責するものとします。 デベロッパがAppleに提出する⼀切の有形物はAppleの資産とな
り、Appleは、これらの有形物をデベロッパに返却する義務、またはその廃棄を証明する義務を
負いません。 
 
9.4 プレスリリースおよびその他の宣伝 
デベロッパは、Appleの明⽰的な書⾯による事前の承認なく、本契約およびその諸条件、または
両当事者の関係に関してプレスリリースを発⾏してはならず、またその他の公式発表も⾏っては
なりません。Appleは前記の承認を、その裁量において留保することができます。 
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10. 補償  
適⽤される法律によって認められる範囲内において、デベロッパは、次のいずれかに起因して（ただ
し、本条の⺫的において、Appleサービスまたは証明書を使⽤しないmacOS向けの内部使⽤アプリ
ケーションを除きます）、Appleの要求により、Apple、その取締役、役員、従業員、独⽴した外部
契約者および代理⼈（各々を「Apple被補償当事者」といいます）に発⽣した請求、損失、負債、損
失、経費、および費⽤（弁護⼠報酬および訴訟費⽤を含みますがこれに限定されず、「本件損失」
と総称します）を、Apple被補償当事者が⼀切被らないよう補償し、保護することに同意します。 
（i）本契約における認証、規約、義務、表明、または保証のデベロッパによる違反、（ii）デベロッ
パの対象製品またはメタデータ、またはデベロッパの対象製品の導⼊、配送、使⽤、もしくは輸⼊
（単独であるか、組み合わせの重要な部分であるかを問わない）が、第三者の知的財産権または所
有権を違反または侵害しているとの請求、（iii）デベロッパの対象製品に関する従業員、顧客、許
可事業体、または許可ユーザーの請求（デベロッパの対象製品に含まれるエンドユーザーライセンス
に基づくデベロッパの義務の違反を含むがこれに限定されない）、（iv）デベロッパによるAppleソフ
トウェア、証明書またはサービス（MDM、構成プロファイル、および証明書の使⽤を含むが、これ
らに限定されない）、デベロッパの対象製品、メタデータ、導⼊デバイスの使⽤、またはデベロッ
パによる対象製品の開発および導⼊、および／または、（v）MDM顧客からの、デベロッパのMDM互
換製品に関する請求、およびデベロッパのMDM互換製品が第三者の知的財産権または所有権を違反
または侵害しているという請求。 
 
デベロッパは、Appleソフトウェアまたはいかなるサービスも、上記のいずれかが提供するコン
テンツ、機能、サービス、データ、もしくは情報の誤りや不正確性、またはその不具合により、
死亡、⼈⾝障害、または深刻な物理的もしくは環境上の損害を引き起こされ得るような取扱製品
の開発に使⽤されることを意図していないことを認め、かつ、法令により許容される範囲内にお
いて、デベロッパは、本契約により、かかる使⽤を原因としてApple被補償当事者に発⽣した⼀
切の本件損失について、各Apple被補償当事者を補償し、防御し、保護することに同意するもの
とします。 
 
いかなる場合においても、デベロッパは、Appleの書⾯による事前の同意なく、何らかの⽅法で
Appleの権利に影響し、またはAppleを拘束するような和解または類似の合意を第三者との間で締
結してはならないものとします。 
 

11. 契約期間および解除 
11.1 契約期間 
本契約の契約期間は、デベロッパのプログラムアカウントが最初にアクティベートされた⽇から
1年間とします。デベロッパによる年間更新料の⽀払いと本契約条件の遵守を条件として、本契
約に従って早期に解除されない限り、⾃動的に連続1年間の期間更新されます。  
 
11.2 解除  
以下のいずれかの事由に該当する場合、本契約および本契約に基づきAppleが付与したすべて
の権利、ライセンス、およびサービスは、Appleから通知が⾏われ次第、即時解除されるもの
とします。 
（a）デベロッパ、その認定デベロッパまたは許可ユーザーのいずれかが、本契約下述の第11.2
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条に定める条項以外の条項を遵守せず、当該違反を知り、または通知を受けてから30⽇以内に
当該違反を是正しなかった場合。 
（b）デベロッパまたはその認定デベロッパもしくは許可ユーザーのいずれかが、第9条（秘密
保持）の条項を遵守しなかった場合。 
（c）下述の「分離」条項に定める状況に陥った場合。  
（d）デベロッパが、契約期間中にAppleに対し特許侵害訴訟を提起した場合。  
（e）デベロッパが⽀払い不能に陥り、⽀払い期限に債務を⽀払うことができず、解散もしくは
事業を停⽌し、破産を請求、またはデベロッパに対して破産の申し⽴てが⾏われた場合。  
（f）デベロッパ、またはデベロッパを直接的もしくは間接的に⽀配する、またはデベロッパと
共に⽀配下にある（ここでの「⽀配」とは第14.8条で定義された意味を持ちます）、またはデベ
ロッパが取引を円滑にするためにアプリを開発している法⼈もしくは個⼈は、App Storeが利⽤
可能な国または地域における制裁措置またはその他の制限事項の対象である、または対象となる
場合。 
（g）デベロッパが、本契約に関して、⽂書の変更や改ざん、コンピュータシステムの不適切な
使⽤、またはその他事実の不正確な表⽰を含むがこれらに限定されない、誤解を招く⾏為、不正
な⾏為、不適切な⾏為、違法な⾏為、または不誠実な⾏為に関わった場合、または他者をして関
わらせた場合。 
 
また、Appleは、第4条に定める新しいプログラム要件または契約条項をデベロッパが承諾しな
かった場合、本契約を解除し、またはデベロッパがAppleソフトウェアもしくはサービスを使⽤
する権利を停⽌することができるものとします。 さらに、デベロッパのアカウントが侵害された
こと、またはデベロッパのアカウントが本契約の条件に違反してアプリケーションを配布するた
めに使⽤されたこと（例：内部使⽤アプリケーションを公共のウェブサイトに投稿すること、内
部使⽤アプリケーションを消費者に配布すること）をAppleが疑う場合、Appleは、デベロッパの
Appleソフトウェアまたはサービスを使⽤する権利を停⽌すること（内部使⽤アプリケーションの
無効化を含む）ができます。 いずれの当事者も、正当な理由の有無を問わず、都合により本契約
を解除することができるものとし、解除の意思の書⾯通知を他⽅当事者に⾏ってから30⽇後に
解除の効⼒が⽣ずるものとします。 
 
11.3 解除の効果 
理由の如何を問わず、本契約が解除された場合、デベロッパは、ただちに Appleソフトウェアま
たはサービスの⼀切の使⽤を中⽌すること、ならびにデベロッパおよびその認定デベロッパもし
くは許可ユーザーが保有または管理する Appleソフトウェアおよび Appleサービスに関連する情
報（デベロッパのプッシュアプリケーション IDを含む）の全部または⼀部の複製のすべて、およ
び Apple秘密情報の複製のすべてを消去および破棄することに同意するものとします。 デベロッ
パは、Appleから要請があった場合には、前記の破棄を証明する⽂書を Appleに提出することに
同意するものとします。次の規定は、本契約の終了後も存続するものとします。本契約書の第 1
条、第 2.3条、第 2.5条、第 2.6条、第 3.1条（d）、第 3.1条（e）、第 3.1条（f）、第 3.2条、
第 3.3条、第 5.1条（第 2段落と第 3段落）、第 5.2条第 1段落最終⽂、第 5.2条および第 5.3
条の制限事項、第 6.1条、第 6.2条、および第 6.3条の制限事項および免責事項、第 6.4条第
2⽂、第 7条、第 8条および第 10条から第 15条まで。付属書 1の第 1.1条の最終⽂、第 2条、
第 4条の第 2⽂および第 3⽂、第 5条、第 6条、付属書 2の第 1.1条最終⽂、第 1.3条第 3⽂
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および第 4⽂、第 1.4条、第 1.5条、第 1.6条、第 2.3条、第 2.4条、第 3.3条、第 3.4条、第
4.2条第 2⽂および最終⽂、第 4.3条、第 4.4条、第 4.5条、第 5条、第 6条、付属書 3の第 1.2
条、第 1.5条、第 1.6条、第 2条、第 3条および第 4条、付属書 4の第 2.2条、第 2.3条、第 3.3
条、第 5条、付属書 5の第 1.2条、第 1.3条、第 2条、第 3条および第 4条。 Appleは、本契
約をその条項に従って解除したことによるいかなる種類の補償、免責、または損害賠償をする責
任も負わないものとし、また、本契約の解除により、Appleが現在または将来において有するそ
の他の権利または救済⼿段が損なわれることはないものとします。 
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12. 補償の免除 
AppleソフトウェアまたはAppleサービスは、不具合やデータ喪失を⽣じ得る誤りやエラーが含ま
れる可能性があり、不完全である可能性があります。 Appleおよびそのライセンサーは、いつで
も予告なく、サービス（またはそれらの⼀部）へのアクセスを変更、中⽌、削除、または無効化
する権利を有するものとします。 いかなる場合にも、Appleまたはそのライセンサーは、当該サー
ビスに対するアクセスの削除または無効化について、⼀切責任を負わないものとします。 また、
Appleまたはそのライセンサーは、いつでも、いかなる状況にも、予告なく、⼀切の責任を負うこ
となく、特定のサービスの使⽤もしくはアクセスに制限を課し、または無期限にサービスを削除
したり、もしくはサービスを取り消したりすることがあります。 適⽤法令により許容される最⼤
限の範囲内において、デベロッパは、Appleソフトウェアおよび⼀切のサービスを使⽤する上での
危険はデベロッパのみが負担し、⼗分な品質、パフォーマンス、正確性、および労⼒に関する包
括的危険がデベロッパに帰することを明確に認め、同意するものとします。 Appleソフトウェア
およびいかなるサービスも、すべての瑕疵を問わず、かつ⼀切の保証を伴わない「現状有姿」かつ
「利⽤可能な限度」で提供され、Apple、Appleの代理⼈およびAppleのライセンサー（第12条およ
び13条において「Apple」と総称します）は、本契約によって、Appleソフトウェアおよびサービ
スに関するすべての明⽰、黙⽰、または法定の保証および条件を明確に否認するものとします。
当該保証および条件は、商品性、⼗分な品質、特定の⺫的についての適合性、正確性、適時性、
および第三者の権利を侵害していないことに関する黙⽰の保証および条件を含みますが、これら
に限定されません。 Appleは、Appleのソフトウェアまたはサービスの享受に対する妨害、Apple
のソフトウェアまたはサービスがデベロッパの要件を満たすこと、Appleのソフトウェアの操作ま
たはサービスの提供が中断されないこと、適時であること、安全であること、またはエラーがな
いこと、Appleのソフトウェアまたはサービスの⽋陥またはエラーが修正されること、Appleのソ
フトウェアまたはサービスが将来のApple製品、サービス、ソフトウェア、または第三者のソフト
ウェア、アプリケーション、サービスと互換性を持つこと、またはAppleのソフトウェアまたはサ
ービスを通じて保存または送信される情報が失われたり、破壊されたり、損傷したりしないこと
を保証しません。 デベロッパは、AppleソフトウェアおよびAppleサービスが、核施設の運営、航
空機の航⾏もしくは通信システム、または航空交通管理、⽣命維持もしくは武器システムを含みま
すがこれらに限定されない、AppleソフトウェアまたはAppleサービスによるかまたはこれらを通じ
た、データまたは情報の送信または保存におけるエラー、遅延、不具合または不正確性によって、
死亡、⼈⾝傷害、または⾦銭的、物理的、財産的もしくは環境上の損害を引き起こす恐れのある状
況または環境での使⽤を⺫的とするものではなく、かつ、かかる使⽤に適していないことを認める
ものとします。 AppleまたはAppleから正式な権限を付与された代表者による、⼝頭または書⾯に
よる情報もしくは助⾔の⼀切は、明⽰的に本契約において規定されない限り、新しい保証を⽣じ
させるものではありません。 Appleソフトウェアまたは本サービスに瑕疵があると判明した場合、
お客様が、すべての必要なサービス、修理または修正にかかる⼀切の費⽤を負担します。 いかな
るサービスまたはソフトウェアによって提供される位置情報データまたはマップデータも、基礎
的なナビゲーションのみを⺫的とするものであって、精密な位置情報が必要とされる状況、また
は誤った、不正確な、もしくは不完全な位置情報データが死亡、⼈⾝障害、対物損害、または環
境破壊につながる恐れがある状況で信頼されることを意図しないものとします。 Appleもそのライ
センサーも、サービスまたはソフトウェアによって表⽰された位置情報データ、またはその他の
データもしくは情報に関して、その利⽤可能性、正確性、完全性、信頼性、または適時性を保証
することはありません。 
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13. 責任の制限  
適⽤法で禁⽌されていない限り、いかなる場合もAppleは、本契約、Appleソフトウェア、Appleサ
ービス、またはApple証明書のデベロッパによる使⽤または使⽤不能、または開発活動、社内での
導⼊活動、またはプログラムへの参加に起因または関連して発⽣した、利益の損失、データの損
失、業務の中断、またはその他の商業上の損害または損失に対する損害を含むがこれらに限定さ
れない、⼀切の⼈⾝傷害、付随的損害、特別損害、間接損害、⼆次的損害または懲罰的損害につ
いて、契約、保証、不法⾏為（過失を含む）、製造物責任またはその他の理論に基づくかに関わ
らず、Appleが当該損害の可能性を⽰唆されていた場合であっても、かつ、いかなる救済の主たる
⺫的が達成されない場合であっても、⼀切責任を負いません。 いかなる場合も（⼈⾝傷害に関わ
る場合に適⽤法が要求する場合を除いて）、本契約におけるすべての損害に関するデベロッパに
対するAppleの賠償責任総額は、50⽶ドルを上限とします。 
 

14. ⼀般法的条項 
14.1 第三者への通知  
Appleソフトウェアまたは本サービスの⼀部には、第三者製のソフトウェアおよびその他の著作物
が利⽤されている、または含まれている場合があります。 当該著作物に対する承認、ライセンス条
項および免責については、Appleソフトウェアおよび Appleサービスに関する電⼦的書⾯に記載さ
れており、デベロッパによる当該著作物の使⽤については、それらの各条項が適⽤されるものとし
ます。 
 
14.2 データの収集および使⽤に対する同意  
A. プレリリース版iOS、watchOS、tvOS、iPadOS、visionOS、およびmacOS  
Apple、そのパートナー、および第三者のデベロッパによるその製品およびサービスの提供、テ
スト、および改良の⽀援を⾏うために、かつ、該当するプレリリース版 iOS、watchOS、tvOS、
iPadOS、visionOS、またはmacOSでデベロッパまたはデベロッパの認定デベロッパがオプトア
ウトした場合を除き、デベロッパは、Appleとその⼦会社および代理⼈が、デベロッパシードプ
ロセスの⼀環として、（プレリリース版 Appleソフトウェアおよび Appleサービスを実⾏してい
る）デベロッパの認定テストユニットから診断情報、技術情報、ならびに利⽤ログおよび利⽤情
報を収集、使⽤、保存、送信、処理、および解析（以下総称して「収集」といいます）すること
を認めるものとします。 この情報は、デベロッパまたはデベロッパの認定デベロッパを個⼈と
して特定しない⽅法で収集され、かつ、デベロッパの認定テストユニットから、いつでも収集さ
れる可能性があります。 収集される情報には、⼀般的な診断情報および利⽤データ、各種固有
デバイス識別⼦、各種固有システムまたはハードウェアの識別⼦、ハードウェアおよびオペレー
ティングシステム仕様の詳細、パフォーマンス統計情報、ならびにデベロッパがデベロッパの認
定テストユニット、システム、アプリケーションソフトウェア、および周辺機器をどのように使
⽤したかに関するデータ、さらに位置情報サービスが利⽤できる場合には⼀定の位置情報が含ま
れますが、これらに限定されません。 デベロッパは、Appleが、パートナーおよび第三者の開発
者が Appleブランド製品上またはそれと接続して実⾏するその製品およびサービスを改良できる
ようにする⺫的で、かかる診断情報、技術情報、ならびに利⽤ログおよび利⽤情報を共有できる
ことについて同意するものとします。 デベロッパがデベロッパの認定テストユニットで、プレ
リリース版 iOS、watchOS、tvOS、iPadOS、visionOS、またはmacOSをインストールまた
は使⽤することにより、デベロッパは、Appleとその⼦会社および代理⼈が、本条において前記
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に定める通り、かかる情報のすべての収集および使⽤に関してデベロッパの許可を得たことにな
ることを認め、同意したものとみなされます。 
 
B. その他のプレリリース版 Appleソフトウェアおよび Appleサービス 
Appleの製品およびサービスのテスト、提供および改良のために、かつ、デベロッパがデベロッ
パシードプロセスまたは本プログラムの⼀環として提供されたその他のプレリリース版 Appleソ
フトウェアおよび Appleサービスのインストールまたは使⽤を選択した場合にのみ、デベロッパ
は、Appleとその⼦会社および代理⼈が、その他のプレリリース版 Appleソフトウェアおよび
Appleサービスから、診断情報、技術情報、利⽤情報、および関連する情報を収集することを認
めるものとします。 Appleは、デベロッパに対し、プログラムウェブポータル上のかかる情報の
収集について通知し、また、デベロッパは、かかるプレリリース版 Appleソフトウェアまたは
Appleサービスをインストールまたは使⽤するか否かについて選択する前に、Appleが開⽰する
リリースノートおよびその他の情報を注意深く検討しなければならないものとします。 かかる
プレリリース版 Appleソフトウェアおよび Appleサービスをインストールまたは使⽤すること
により、デベロッパは、Appleとその⼦会社および代理⼈が、前記の通り、かかる情報のすべて
を収集および使⽤することについてデベロッパの許可を得ることになることについて、認め、同

意したものとみなされます。 
 
C. デバイス導⼊サービス 
Appleソフトウェアおよび Appleサービスのデバイスプロビジョニング、アカウント認証、および
導⼊機能をセットアップおよび使⽤するために、デベロッパの Appleブランド製品およびアカウ
ント情報に関する特定の固有識別⼦が必要になることがあります。 これらの固有識別⼦は、デベ
ロッパの Eメールアドレス、デベロッパの Apple Account、デベロッパのコンピュータのハードウ
ェア識別⼦、およびかかる Appleブランド製品向けの Appleソフトウェアまたは Appleサービス
にデベロッパが⼊⼒したデバイス識別⼦を含む場合があります。 かかる識別⼦は、デベロッパの
Appleサービスとの連携、ならびにデベロッパによるこれらの機能、Appleソフトウェア、および
Appleサービスの使⽤に関連して記録されることがあります。 これらの機能を使⽤することによ
り、デベロッパは、Appleおよびその⼦会社および代理⼈が、かかる識別⼦を、アカウント認証
および不正⾏為防⽌措置のために使⽤することを含む、Appleソフトウェアおよび Appleサービ
スを提供する⺫的で、この情報を収集することがあることに同意することになります。 デベロッ
パがこの情報を提供したくない場合、Appleソフトウェアまたは Appleサービスのプロビジョニン
グ、導⼊または認証機能を使⽤しないでください。  
 
D. Appleサービス  
Appleの製品および Appleのサービスをテスト、提供、および改良するために、かつ、本契約に基
づきデベロッパが Appleサービスの使⽤を選択した場合にのみ（および本契約で別段の定めがある
場合を除き）、デベロッパは、Appleとその⼦会社および代理⼈が、Appleサービスから診断情
報、技術情報、利⽤情報、および関連する情報を収集することがあることを認めるものとします。 
この情報の中には、デベロッパを個⼈として識別しない形式で、収集されるものもあります。 ただ
し、場合により、Appleは、デベロッパを個⼈として識別する情報の収集が必要な場合があります
が、Appleが、以下のいずれかのためにかかる収集が合理的に必要であると誠実に信じる場合に限
られます。（a）Appleサービスの提供、（b）法的⼿続きまたは要件の遵守、（c）本契約の条項の
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遵守の検証、（d）潜在的な技術上の問題または違反の調査を含む、不正⾏為の防⽌、（e）法令に
より要求または許容される Apple、そのデベロッパ、顧客、または⼀般ユーザーの権利、財産、セ
キュリティ、または安全の保護。 かかる Appleサービスをインストールまたは使⽤することによ
り、デベロッパは、Appleとその⼦会社および代理⼈が、本条で定めるかかる情報のすべてを収集
および使⽤するためのデベロッパの許可を得たことについて、認め、同意することになります。 さ
らに、デベロッパは、Appleが、パートナーおよび第三者開発者が Appleブランド製品上またはそ
れに接続して実⾏する製品およびサービスを改良できるようにする⺫的で、診断情報、技術情報、
ならびに利⽤ログおよび利⽤情報（個⼈識別情報を除く）を共有する場合があることに同意するも
のとします。 
 
E. プライバシーポリシー 
本第 14.2条に従い収集されたデータは、https://www.apple.com/legal/privacyで閲覧できる
Appleのプライバシーポリシーに従って取り扱われます。 
 
14.3 譲渡 - 当事者の関係 
Appleの書⾯による明⽰的な事前の同意なく、その⼀部と全部とを問わず、法の作⽤、合併、ま
たはその他の⼿段で、デベロッパが本契約を譲渡すること、または本契約におけるデベロッパの
義務を委任することはできず、当該同意のない譲渡のいかなる試みも無効になります。 譲渡に
対するAppleの同意リクエストを送信するには、developer.apple.comでアカウントにログイン
し、メンバーシップの⼿順に従ってください。 本契約は、デベロッパとAppleとの間にパートナ
ーシップ、合弁事業、受託者責任、またはその他の形態の法的関係を構成するものとは解釈され
ず、デベロッパは、明⽰的、黙⽰的、外観上、またはその他の⽅法を問わず、反対の表明をしな
いものとします。 本契約は、第三者の利益のためになされるものではありません。 
 
14.4 開発の独⽴性 
本契約におけるいかなる条項も、デベロッパの取扱製品、その他のデベロッパが開発、製造、販
売、または供給する製品または技術と同⼀または類似の機能を有するかまたはそれと競合する製
品または技術を、Appleが開発、取得、使⽤許諾、販売、宣伝、または配布する権利を損なうも
のではありません。 
 
14.5 通知 
第14.3条に別途規定する場合を除き、本契約に関するいかなる通知も書⾯によるものとします。 
デベロッパが登録の過程で提供したEメールアドレスまたは郵送先住所にAppleが送付することに
より、Appleによる通知がなされたものとみなされます。 第14.3条に規定する場合を除き、本契約
に関するAppleに対する通知はすべて、Appleの住所であるDeveloper Relations Legal, Apple Inc., 
One Apple Park Way, 37-2ISM, Cupertino, California, 95014 U.S.A.に対して次が⾏われた時点で
なされたものとみなされます。（a）直接届けられた時、（b）配達証明付きの商業運送業者によ
る翌⽇配達便で発送されてから3営業⽇後、および（c）郵便料⾦前払いの第⼀種郵便または書留
が前述のAppleの住所に送付されてから5営業⽇後。 デベロッパは、Eメールで通知を受け取るこ
とに同意すると共に、Appleがデベロッパに電⼦的に送付する通知が法的な送達要件を満たすこ
とに同意するものとします。 当事者は、前記のその他の書⾯による通知を⾏うことにより、Eメ
ールアドレスまたは郵送先住所を変更することができます。 
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14.6 契約可分性 
管轄権を有する裁判所が、理由の如何を問わず、本契約のいずれかの条項を履⾏不能であると判
断した場合、本契約の当該条項は、当事者の意図を実現するために許容される最⼤限の範囲内で
履⾏されるものとし、かつ、本契約の残りの部分は、引き続き完全に効⼒を有するものとしま
す。 ただし、準拠法により、デベロッパが、本契約の「内部使⽤ライセンスおよび制限」、
「デベロッパの義務」、「Apple証明書 - 取り消し」、または「導⼊」の条項を完全かつ個別に
遵守することを禁⽌または制限されている場合、またはこれらの条項のいずれかの履⾏が妨げら
れる場合、本契約は、ただちに解除され、かつ、デベロッパは、「契約の期間と解除」の条項で
定める通り、Appleソフトウェアの使⽤をただちに中⽌するものとします。 
 
14.7 権利放棄および解釈 
Appleが本契約のいずれかの条項を履⾏しなかった場合も、当該条項またはその他の条項の将来
における履⾏を放棄したとはみなされないものとします。 契約⽂⾔が起草者に不利に解釈され
るいかなる法律や規則も、本契約には適⽤されないものとします。 各条項の表題は便宜のため
にのみ付されたものであり、本契約の解釈または理解においては考慮されないものとします。 
 
14.8 輸出規制 
A. デベロッパは、⽶国の法律、デベロッパがAppleソフトウェアを取得した法域の法律、な
らびにその他の適⽤される法律および規則で認められている場合を除き、Appleソフトウェア、
本サービス、またはドキュメントを使⽤、輸出、再輸出、輸⼊、販売、リリース、または譲渡す
ることはできません。 特に、ただしこれらに限定されませんが、Appleのソフトウェア、本サー
ビス、ソースコード、テクノロジー、およびドキュメント（本第14.8条では「Appleテクノロジ
ー」と総称します）を、（a）⽶国の通商禁⽌国もしくは地域に対して、または（b）⽶国財務省
の特別指定国リスト（list of Specially Designated Nationals）もしくは⽶国商務省の取引禁⽌対象
者リスト（Denied Persons List）、もしくはその他のあらゆる規制対象当事者リストに記載の者
に対して、もしくはこれらの者との取引を促進するために、輸出、再輸出、譲渡、またはリリー
スすることはできません。 Appleテクノロジーを使⽤することにより、デベロッパは、前記の国
または地域に居住していないこと、または前記のリストに該当するものではないことを表明およ
び保証したことになります。 また、デベロッパは、デベロッパが⽶国の法律で禁⽌されている
⺫的で、Appleテクノロジーを使⽤しないことに同意するものとします。当該⺫的には、核、ミ
サイル、化学兵器、もしくは⽣物兵器の開発、設計、製造、もしくは⽣産⺫的、または15 C.F.R 
§ 744で定義されたその他の軍事的最終⽤途を含みますが、これらに限定されません。 デベロッ
パは、Appleテクノロジーのプレリリース版が開発とテストのためだけに使⽤されるものであ
り、貸出、販売、リース、再使⽤許諾、譲渡、その他の移転がされないことを保証するものとし
ます。 また、デベロッパはそのようなプレリリース版のAppleテクノロジーの直接成果であるい
かなる製品、プロセス、サービスも、販売、譲渡、または輸出しないことを保証するものとしま
す。 
 
B. デベロッパは、デベロッパ、およびデベロッパを直接的もしくは間接的に⽀配するまた
はデベロッパと共に⽀配下にある法⼈もしくは個⼈が、次のいずれにも該当しないことを表明お
よび保証するものとします。（a）App Storeを利⽤できる国または地域の制裁リストに記載さ
れておらず、（b）⽶国の通商禁⽌国または通商禁⽌地域でビジネスを⾏っておらず、かつ（c）
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15 C.F.R § 744で定義および詳述されている軍事関係のエンドユーザーでないことを表明および
保証するものとします。 本第 14.8条で⽤いる「⽀配」とは、かかる法⼈または個⼈が、議決権
株式の所有、登録資本⾦の持分⽐率、契約、またはその他の⼿段によって、その他の企業体の経
営⽅針を直接的ないし間接的に決定し、または決定させる権限を所有することを意味します。 
 
14.9 政府関係のエンドユーザー 
Appleソフトウェアおよびドキュメントは、「商業⽤コンピュータソフトウェア」（Commercial 
Computer Software）、「商業⽤コンピュータソフトウェアドキュメント」（Commercial 
Computer Software Documentation）から構成される、48 C.F.R. 2.101条で定義する「商業製
品」（Commercial Products）であり、当該⽤語は、該当の場合に応じ48 C.F.R. 12.212条または
48 C.F.R. 227.7202条で使⽤されています。 場合に応じて、48 C.F.R. §12.212または48 C.F.R. §
227.7202-1から227.7202-4に従い、商⽤コンピュータソフトウェアおよび商⽤コンピュータソ
フトウェア⽂書は、⽶国政府のエンドユーザーに対して、（a）商⽤製品としてのみ、かつ（b）
本契約の諸条件に従ってその他のエンドユーザーすべてに付与される権利のみを伴って、使⽤許
諾されるものです。 ⾮公開の権利は、⽶国の著作権法に基づき留保されています。 
 
14.10 紛争解決 - 準拠法 
本契約、Appleソフトウェア、またはデベロッパとAppleとの関係に起因または関連して⽣じた、
デベロッパとAppleとの間の訴訟またはその他の紛争は、カリフォルニア州北部地区で⾏われるも
のとし、デベロッパとAppleは当該訴訟または紛争の解決のため、同地区内の州、連邦裁判所の対
⼈管轄権と独占的裁判地に同意するものとします。 本契約は、法の抵触に関するカリフォルニア
州法の規定を除き、⽶国法およびカリフォルニア州法に準拠し、これに従って解釈されるものと
します。 前記に関わらず、以下であるものとします。  
 
（a）デベロッパが⽶国連邦政府の官庁、⾏政機関、または部局である場合、本契約は⽶国連邦
法に準拠し、適⽤される連邦法が存在しない場合には、カリフォルニア州法が適⽤されるものと
します。 さらに、本契約（第10条（補償）を含みますがこれに限定されません）に異なる定め
がある場合でも、すべての請求、申し⽴て、訴訟、および紛争は、場合に応じて契約紛争法（41 
U.S.C. §§ 601-613）、タッカー法（28 U.S.C. § 1346（a）および§ 1491）、もしくは連邦不法
⾏為請求権法（28 U.S.C. §§ 1346（b）、2401-2402、2671-2672、2674-2680）、またはそ
の他の適⽤される政府の権限に服するものとします。 疑義を避けるために明記すると、デベロ
ッパが⽶国の連邦、州、もしくは地⽅政府の代理⼈、機関、もしくは部局、または⽶国の公⽴お
よび認定の教育機関である場合には、デベロッパの補償義務は、デベロッパによる適⽤法令
（例：⾚字予算防⽌法（Anti-Deficiency Act）など）違反を招来せず、かつ、デベロッパが法的
に要求されるあらゆる権限または権限を付与する法令を有する範囲内でのみ適⽤されるものとし
ます。 
（b）デベロッパが（本契約を締結している団体として）⽶国の公⽴および認定の教育機関また
は⽶国内の州もしくは地⽅政府の代理⼈、機関、あるいは部局である場合、（a）本契約は、抵
触法に関する州法の規定を除き、デベロッパの事業体が所在する⽶国内の州の州法に準拠し、同
法に従って解釈されるものとし、かつ、（b）本契約、Appleソフトウェア、デベロッパの
Appleとの関係に起因または関連する、デベロッパと Appleとの間の訴訟またはその他の紛争
は、カリフォルニア州北部地区内の連邦裁判所で⾏われるものとし、さらに、デベロッパの団体
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が所在する州の州法で明⽰的に禁⽌されない限り、デベロッパおよび Appleは、本契約により、
同地区の対⼈管轄権および独占的裁判地に同意するものとします。  
（c）デベロッパが政府間憲章または協定により国内裁判所の管轄権から免除されている国際的な
政府間組織である場合、本契約またはその違反に起因または関連して⽣じる論争または請求につ
いては、仲裁により、仲裁申請の時点で有効な国際商業会議所の仲裁規則（以下「ICC規則」とい
います）に基づき、ICC規則に従って選任される 3名の仲裁⼈によって判断されるものとし、国
際法曹協会（IBA）国際仲裁証拠調べ規則に準じて⾏われることとします。仲裁地は英国のロンド
ンとします。仲裁⼿続きで使⽤する⾔語は英語とします。Appleの要請に応じて、デベロッパは、
当該特権および免除を付与された政府間組織としてのデベロッパの地位に関する証拠を提供する
ことに同意するものとします。 
 
本契約には、国際物品売買契約に関する国連条約は適⽤されず、当該条約の適⽤は明⽰的に排除
されます。  
 
14.11 完全合意 - 適⽤⾔語 
本契約は、本契約に基づき使⽤許諾されたAppleソフトウェア、Appleサービス、およびApple証明
書の使⽤について、当事者間の完全な合意を定めるものであり、本契約で別段の定めがある場合
を除き、その主題に関する従前のあらゆる取り決めに優先します。 前記に関わらず、本プログラ
ムに基づきデベロッパがプレリリース版マテリアルを提供され、かつ、かかるプレリリース版マ
テリアルが別の使⽤許諾契約の適⽤を受ける限りにおいて、デベロッパは、デベロッパのかかる
マテリアルの使⽤が、本契約第9条（秘密保持）に加え、かかるマテリアルに同梱される使⽤許諾
契約の適⽤も受けることに同意するものとします。 デベロッパがXcodeとApple SDKの利⽤規約を
すでに締結している場合、または今後締結する場合に、同⼀の事項について、両者の間に相違が
ある時には、本Apple Developer Enterprise Program使⽤許諾契約が適⽤されるものとします。た
だし、Apple Developer Enterprise Program使⽤許諾契約は、デベロッパが、XcodeとApple SDKの
利⽤規約においてデベロッパに付与された権利を、同契約で定める条項および条件に従い⾏使す
ることを妨げるものではありません。 本契約は、（a）両当事者が署名した修正契約書による
か、または（b）（例えば、Appleによるデベロッパへの書⾯またはEメールによる通知など）本
契約で明⽰的に認められている範囲内においてのみ、改訂することができます。 本契約書の翻訳
は、参考として提供されるものであり、英語版とそれ以外の⾔語版とで差異⽭盾がある場合、デ
ベロッパの法域における現地法が禁⽌しない範囲内において本契約の英語版が適⽤される ものと
します。 デベロッパがカナダのケベック州に所在する場合またはフランス国内の政府機関である
場合には、次の条項がデベロッパに適⽤されます。 両当事者は本契約により、本契約およびすべ
ての関連⽂書が英語で起草されるよう要求したことを認めます。 Les parties ont exigé que le 
présent contrat et tous les documents connexes soient rédigés en anglais. 
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付属書1 
（本契約に対する） 

Apple Push Notification Serviceおよびローカル通知に関する付加条件 
 
以下の条件は、契約の条件に追加され、APN（Apple Push Notification Service）の使⽤に適⽤さ
れます。 
 
1. APNの使⽤ 
1.1 デベロッパは、デベロッパの内部使⽤アプリケーション内で、デベロッパのパス内で、およ
び／またはmacOS上のSafari経由で通知の受信に同意したデベロッパのサイトのユーザーのmacOSデ
スクトップに対してSafariプッシュ通知を送信する際にのみ、APNを使⽤することができます。 デベ
ロッパ、デベロッパの内部使⽤アプリケーション、および／またはデベロッパのパスは、APN API経
由でのみ、かつ、デベロッパがAppleからプッシュアプリケーションIDを割り当てられている場合に
のみ、APNにアクセスできます。 APNの使⽤についてデベロッパを⽀援しているサービスプロバイダ
を除き、デベロッパは、デベロッパのプッシュアプリケーションIDをいかなる第三者にも共有しない
ことに同意します。 デベロッパは、デベロッパの本契約の満了または解除後、APNのアクセスまたは
使⽤ができないことを理解するものとします。 
 
1.2 デベロッパは、本契約（付属書2を含むがこれに限定されない）、APNドキュメント、なら
びにあらゆる適⽤の法律および規則（あらゆる知的財産法を含みます）で許可されている場合、デ
ベロッパの内部使⽤アプリケーション、デベロッパのパス、またはmacOS上のSafari経由でSafariプ
ッシュ通知の受信に同意したデベロッパのサイトのユーザーのmacOSデスクトップに対し、プッシ
ュ通知を送信する⺫的でのみ、APNおよびAPN APIを使⽤することが許可されます。  
 
1.3 デベロッパは、APNを介してプッシュ通知を従業員または許可ユーザーに送信する前
に、従業員または許可ユーザーが当該通知の受信に同意しなければならないことを理解するもの
とします。 デベロッパは、Appleが実装した同意パネルや、通知機能の有効化／無効化を⾏う
Appleのシステム環境設定について、無効化、オーバーライドまたはその他の干渉を⾏わないこ
とに同意するものとします。 デベロッパの従業員または許可ユーザーのプッシュ通知の受信同
意が拒否された場合、またはあとから取り消された場合、デベロッパは、許可ユーザーに対して
プッシュ通知を送信してはならないものとします。  
 
2. 付加条件 
2.1 デベロッパは、従業員または許可ユーザーに対して、求められていないメッセージを送
信する⺫的で、またはフィッシングやスパムの⺫的で、APNまたはローカル通知を使⽤してはな
らないものとします。これには、アンチスパム法令に違反するあらゆる種類の⾏為、またはその
他不適切、不正、もしくは違法となる⾏為を含みますが、これらに限られません。 APNとロー
カル通知は、ユーザーに関連し、ユーザーに利益をもたらす通知（例えば、従業員または許可ユ
ーザーからの情報請求への対応、内部使⽤アプリケーションに関連した情報の提供など）を送信
するために使⽤される必要があります。 
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2.2 デベロッパは、APNまたはローカル通知を、種類に関わらず広告、製品プロモーショ
ン、またはダイレクトマーケティング（例：より⾼額の商品の販売や抱き合わせ販売など）で使
⽤してはならないものとします。これには、内部使⽤アプリケーションの使⽤を促進したり、新
しい機能やバージョンが利⽤可能になったことを宣伝するためのメッセージを送信することが含
まれますが、これに限定されません。 前記に関わらず、デベロッパは、例えば、ストアクーポ
ンがウォレット内のデベロッパのパスに送信される場合など、当該使⽤がパスに直接関連する限
りにおいて、デベロッパのパスのプロモーションを⺫的として、APNまたはローカル通知を使⽤
することができます。 
 
2.3 デベロッパは、Appleの合理的な裁量による判断に従い、APNの全体的なネットワーク機
能または帯域幅を過剰に使⽤したり、Apple製品または従業員や許可ユーザーに過度なプッシュ
通知またはローカル通知を使って不当な負荷をかけたりすることはできないものとします。 デ
ベロッパは、Appleのネットワークもしくはサービス、またはAPNに接続された第三者のサーバ
もしくはネットワークに害を与えたり、干渉したりしてはならず、また、ほかのデベロッパによ
るAPNの使⽤を中断させてはならないものとします。 
 
2.4 デベロッパは、APNまたはローカル通知を、猥褻、性的、不快感を与える、もしくは中
傷的なコンテンツもしくはあらゆる種類のマテリアル（⽂章、図形、画像、写真、⾳声など）、
またはデベロッパの内部使⽤アプリケーション、パス、もしくはサイトの従業員または許可ユー
ザーにより好ましくないと判断される恐れがあるその他のコンテンツもしくはマテリアルが含ま
れているマテリアルを送信するために使⽤してはなりません。 
 
2.5 デベロッパは、APNまたはAppleブランド製品の通常の動作に損害を与えたり、中断した
り、制限したりする可能性のあるウイルスまたはその他のコンピュータコード、ファイルまたは
プログラムを含むマテリアルを送信、保存、またはその他の⽅法で利⽤可能にすることはできませ
ん。また、APNに組み込まれている、またはAPNが使⽤するセキュリティ、デジタル署名、検証、
または認証メカニズムを無効にしたり、なりすましを⾏ったり、ハッキングしたり、その他の⽅法
で妨害したり、ほかの⼈がそうできるようにしたりしないことに同意するものとします。 
 
3. ウェブサイトプッシュIDの付加条件： 本契約の規定の遵守を条件として、デベロッパ
は、デベロッパのウェブサイトプッシュIDを使⽤してデベロッパが送信するSafariプッシュ通知
が、デベロッパ⾃⾝の名称、商標、またはブランドで送信されなければならず（例：通信がデベ
ロッパのサイトから届いていることをユーザーに知らせなければならないことなど）、かつ、ア
イコン、商標、ロゴ、またはその他のデベロッパのサイトを識別するためのマークが含まれてい
なければならないことを理解し、これに同意するものとします。 デベロッパは、Safariプッシュ
通知の発信元について、ほかのサイトもしくは団体と偽り、またはこれになりすまし、またはそ
の他ユーザーの誤解を招くことのないようにすることに同意するものとします。 デベロッパが
デベロッパのSafariプッシュ通知内で第三者の商標またはブランドに⾔及する限りにおいて、デ
ベロッパは、デベロッパが必要なすべての権利を有することを表明および保証するものとしま
す。  
 
4. APNまたはローカル通知を通じた提供。 デベロッパは、APNを提供し、かつ、デベロッ
パのプッシュ通知をAppleブランド製品において利⽤できるようにするために、Appleが、デベロ
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ッパのプッシュ通知を、様々な公共ネットワーク、様々なメディアを通じて送信し、またはネッ
トワークやデバイスに接続するために、修正もしくは変更する可能性があることについて理解
し、同意するものとします。 デベロッパは、APNが、保証された、または安全なデリバリーサ
ービスではなく、そのように意図されたものでもないことを認め、同意するものとします。また
デベロッパは、APNを、そのように使⽤または信頼してはなりません。 さらに、APNを使⽤す
る、またはローカル通知を提供する条件として、デベロッパは、当該通知の⼀部として、個⼈に
属する、センシティブな個⼈情報または秘密情報（例えば社会保障番号、⾦融⼝座もしくは取引
情報、または個⼈が安全な送信を合理的に期待するようなあらゆる情報）を通信しないことに同
意し、デベロッパは、従業員および許可ユーザーの個⼈情報の収集、通信、維持、処理、または
使⽤について、該当する通知または同意リクエストに準拠することに同意するものとします。 
 
5. デベロッパの承諾。 デベロッパは以下の事項を認め、同意するものとします。 

5.1 Appleは、いつでも、適宜、デベロッパへの事前の通知の有無に関わらず、（a）あらゆ
る特性や機能性の変更または削除を含めて、APNを修正すること、（b）APN APIを修正するこ
と、サポートを終了すること、再発⾏または再版することができるものとします。 デベロッパ
は、そのような修正によって、デベロッパが、デベロッパの内部使⽤アプリケーション、パス、
またはサイトを、デベロッパ⾃⾝の費⽤で、変更またはアップデートする必要が⽣じる可能性が
あることについて理解するものとします。 Appleは、APNを提供する、または提供を継続するこ
とについて、明⽰または黙⽰の義務がないものとし、APNのすべてまたは⼀部を、いつでも停⽌
または中⽌することができるものとします。 Appleは、APNまたはAPN APIの上記のサービスの停
⽌もしくは中⽌、または上記の変更に起因または関連して、デベロッパまたはその他の当事者が
被った、損失、損害、または費⽤について、⼀切責任を負いません。 
 
5.2 APNは、すべての⾔語、または国もしくは地域で利⽤できるわけではなく、Appleは、か
かるサービスが、特定の地域での利⽤に適していることや利⽤可能であることについて、いかな
る表明もしないものとします。 デベロッパがAPNにアクセスしてそれを使⽤することを選択す
る限りにおいて、デベロッパは、⾃⾝の判断でアクセスするものとし、現地の法令をはじめと
し、適⽤されるあらゆる法令を遵守する責任を負担するものとします。 
 
5.3 Appleは、デベロッパに対し、デベロッパが、デベロッパの内部使⽤アプリケーション、
パス、またはサイトと共に使⽤することを意図してAPNを提供するものとし、かつ、デベロッパ
の従業員または許可ユーザーに直接APNを提供することはないものとします。 デベロッパは、あ
らゆるプッシュ通知が、Appleではなく、デベロッパによって、デベロッパの内部使⽤アプリケー
ション、パス、またはサイトの従業員および許可ユーザーに対して送信されることを認め、これ
に同意するものとします。かつ、デベロッパのみが、かかる通知によって送信されたあらゆるデ
ータまたはコンテンツ、およびあらゆるAPNの当該使⽤について、単独で責任を負うものとしま
す。 さらに、デベロッパは、あらゆるローカル通知が、Appleではなく、デベロッパによって、デ
ベロッパの内部使⽤アプリケーションのユーザーに対して送信されることを認め、同意するもの
とします。デベロッパのみが、当該通知によって送信されたあらゆるデータまたはコンテンツに
ついて、単独で責任を負うものとします。 
 
5.4 Appleは、デベロッパに対して、APNの可⽤性または稼働時間について⼀切保証せず、
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APNのメンテナンス、テクニカルサポート、またはその他のサポートを提供しないものとしま
す。  
 
5.5 Appleは、いつでも、その⾃由裁量により、デベロッパのAPNへのアクセス権を削除する
権利、デベロッパによるAPNの使⽤を制限する権利、またはデベロッパのプッシュアプリケーシ
ョンIDを無効にする権利を留保します。 
 
5.6 Appleは、AppleがAPNおよびその他のApple製品またはAppleサービスを改良するため、お
よびデベロッパが本契約を遵守していることを確認するため、デベロッパによるAPNの使⽤につい
て、情報（技術情報および診断情報を含みますがこれらに限定されません）をモニターおよび収集
できるものとします。ただし、Appleは、かかるアクセスまたは開⽰が以下のいずれかの事由のため
に合理的に必要であるとAppleが誠実な判断を⾏う場合を除き、プッシュ通知の内容についてアクセ
スまたは開⽰することはありません。（a）法的な⼿続きもしくは要求に従うため、（b）本契約の違
反の恐れを調査するなど、本契約を履⾏するため、（c）セキュリティ、不正、または技術上の問題
を検出、防⽌し、またはそれに対処するため、（d）法律で要求される、または認められるところに
より、Apple、そのデベロッパ、顧客、または⼀般ユーザーの権利、財産、もしくは安全を保護する
ため。 前記に関わらず、デベロッパは、ユーザーのリクエストに対応すること、およびデバイス上
のユーザー体験および提案をパーソナライズすることのみを⺫的として、iOS、iPadOS、macOS、
およびwatchOSが、ユーザーのデバイス上でローカルに、プッシュ通知にアクセスできることを認
め、同意するものとします。 
 
6. 追加免責。 Appleは、停電、またはシステム障害、ネットワーク攻撃、計画的もしくは
計画外のメンテナンス、もしくはその他の中断を含みますがこれらに限定されない、あらゆる
APNの中断または通知の使⽤を含む、APNの使⽤に起因するいかなる損害または損失についても
⼀切責任を負いません。 
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付属書2 
（本契約に対する） 

MDMおよび構成プロファイルの使⽤に関する付加条件 
 

1. MDMおよび構成プロファイルの使⽤ 

1.1 デベロッパは、従業員の Appleブランドデバイス（デベロッパが所有または管理するも
の）、もしくは認定デベロッパの認定テストユニットを社内で管理するために、または、デベロッ
パが第三者のMDMデベロッパとして Appleによって選ばれた場合に、MDM互換製品の⼀部とし
てMDMへのアクセスをMDM顧客に提供するためにのみ、MDMにアクセスまたはMDMを使⽤す
ることができます。当該製品でMDMまたはデバイス構成を使⽤する前に、構成プロファイルを各
デバイスにインストールする必要があります。デベロッパまたはデベロッパのMDM顧客は、デベ
ロッパのMDM互換製品について、デベロッパまたは当該MDM顧客に割り当てられた証明書に応
答するように構成された証明書および構成プロファイルを使⽤する場合にのみ、MDMを使⽤する
ことができます。 MDMの使⽤は、本契約、MDMプロトコルおよびドキュメントで明⽰的に許可さ
れている場合に限り、適⽤される法律に従って許可されます。 
 
1.2 MDMを使⽤するには、Appleの APNおよび／またはその他の Appleウェブサービスと
やり取りするための安全なサーバを維持する必要があります。 デベロッパは、かかるサーバも
しくはサービスの全体的なネットワーク容量または帯域幅を過度に使⽤したり、Appleのネット
ワークもしくはサーバ、または第三者のネットワークまたはサーバ（APN、その他の Appleウェ
ブサービス、もしくはMDMに接続されているもの）に害を与えたり、干渉したり、それらを中
断させたりすることはできません。 
 
1.3 本契約に明⽰的に規定されている場合を除き、デベロッパは、MDMの⼀部として Apple
が提供する資料または⽂書を第三者と共有しないものとします。 本契約で明⽰的に許可されて
いる場合を除き、デベロッパは、MDMの全部または⼀部を第三者に販売、再販、リース、また
はその他の⽅法で提供したり、MDMを使⽤したりMDMにアクセスしたりすることで代替また
は類似のサービスを作成することを試みたり、Appleブランド製品との互換性がない製品で
MDMを使⽤したりしないことに同意するものとします。 
 
2. 社内導⼊の付加条件 

2.1 デベロッパがMDMを社内導⼊に使⽤している場合、デベロッパは、構成プロファイル
をインストールする前に、従業員および／または許可ユーザーに対して、プロファイルの検査、
インストールまたは削除、インストールされているアプリケーションの表⽰、セキュリティで保
護された消去機能の使⽤、デバイスパスコードの適⽤などを含めて、その導⼊デバイスとリモー
トで通信できることを通知することに同意します。 このような⺫的でMDMプロトコルを使⽤す
るための条件として、デベロッパは、この⽅法でMDMプロトコルを使⽤して取得したあらゆる
情報を収集、使⽤、および管理するために必要なすべての権利を有し、同意を得ていることを
Appleに表明し、保証します。 
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2.2 デベロッパは、MDMを、従業員、許可ユーザー、または任意の導⼊デバイスを⾮公開の⽅
法で監視する⺫的で、または取得することが許可されていない情報を、フィッシング、ハーベステ
ィング、またはその他の⽅法で収集する⺫的で使⽤することはできません。これには、ユーザーの
プライバシーを侵害する活動、または不適切な、不正な、もしくは違法な活動に関与することが含
まれますが、これらに限定されません。  
 
2.3 社内導⼊のためのMDMの使⽤を通じて⼊⼿したすべての情報は、適⽤される法律に従
って、デベロッパの内部情報技術およびデバイス管理の⺫的でのみ使⽤することができます。  
 
3. MDM互換製品の付加条件 

3.1 第2条に別段の定めがある場合を除き、デベロッパがAppleによってMDM互換製品の第
三者のデベロッパとして選択されている場合、デベロッパは、MDM互換製品を開発し、デベロ
ッパのMDM顧客に配布する⺫的でのみMDMを使⽤することができます。 Appleが書⾯で明⽰的
に許可した場合を除き、デベロッパは、MDM互換製品を⾮商業的な個⼈的使⽤のために提供す
る⺫的で、MDMの全部または⼀部を使⽤することはできません。 さらに、デベロッパは、互換
製品内でのMDMの使⽤とは別に、MDMの全体または⼀部をライセンス供与、販売、またはその
他の⽅法で提供することはできません。 
 
3.2 MDM互換製品は、フィッシング、収集、ユーザーのプライバシーを侵害する⾏為、ま
たはその他の不適切もしくは違法な⾏為など、不正な⽅法で従業員、許可ユーザー、または互換
性のある Appleブランド製品を監視することを⺫的として設計または販売することはできませ
ん。  
 
3.3 本契約に別段の定めがある場合を除き、MDMの使⽤を通じてデベロッパが⼊⼿したす
べての情報は、適⽤される法律に従って、デベロッパのMDM顧客のために互換製品を開発また
は導⼊するためにのみ使⽤することができます。  
 
4. 互換製品向けの証明書の使⽤ 

4.1 デベロッパは、デベロッパのMDM顧客が、デベロッパの互換製品でMDMを使⽤する前
に Appleから証明書を取得しなければならず、デベロッパが証明書署名要求（CSR）に署名した
場合にデベロッパのMDM顧客は当該証明書を申請できることを理解するものとします。 デベロ
ッパは、デベロッパが企業名と個⼈の連絡先情報を検証した、デベロッパのMDM顧客に対して
のみ、CSRに署名することができます。 リクエストに応じて、デベロッパは、当該情報を Apple
に提供し、MDMの使⽤に関して Appleと協⼒することに同意するものとします（例えば、MDM
の使⽤または証明書の申請に問題がある場合は、当該団体に連絡することなど）。  
 
4.2 デベロッパは、MDM顧客を認証するために、デベロッパの証明書をMDM顧客またはデ
ベロッパの再販業者を含むその他のいかなる団体にも提供、共有、または譲渡することはできま
せん。 デベロッパは、当該証明書のセキュリティとプライバシーを保護するために適切な措置
を講じることに同意するものとします。また、デベロッパは、当該証明書をデベロッパの互換製
品に含めることはできません。 疑義を避けるために明記すると、デベロッパは、MDM顧客がキ
ーを⽣成して CSRをデベロッパに送信できるようサポートするために、MDMプロトコルを使
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⽤してデベロッパの互換製品を開発することができます。 デベロッパは、デベロッパのMDM
顧客のプライベートキーを⽣成したり、その他の⽅法でプライベートキーにアクセスしたりす
ることはできず、また、証明書を提供する Appleのプロセスに干渉することもできません。 さ
らに、デベロッパは、Appleとの証明書サービス契約の条項、またはMDM、構成プロファイ
ル、もしくは証明書の使⽤に関する Appleのポリシーに違反するよう他者を誘導することはしな
いものとします。  
 
4.3 デベロッパは、デベロッパのMDM顧客にサポートおよび援助を提供することについ
て、単独で責任を負います。これには、⽂書の作成およびエンドユーザーのサポートと保証が含
まれますが、これらに限定されません。  
 
5. デベロッパの承諾： デベロッパは以下の事項を認め、同意するものとします。 

5.1 MDMまたは承認されたメカニズムを介して送信される構成プロファイルは、Appleでは
なくデベロッパによって送信されます。デベロッパ、その従業員、許可ユーザー、認定デベロッ
パ、またはMDM顧客によるMDMおよび構成プロファイルの使⽤について、単独で責任を負っ
ていただきます。 
 
5.2 Appleは、デベロッパへの事前の通知の有無に関わらず、いつでも（a）特性や機能性の
変更または削除を含めて、MDMの全部または⼀部を変更、⼀時停⽌、または中⽌すること、も
しくは（b）MDMプロトコルを変更、再発⾏、または再公開することができます。 Appleは、
MDMの可⽤性、信頼性、パフォーマンスについて⼀切保証しません。 Appleは、MDMについ
て、メンテナンスサポート、テクニカルサポート、その他のサポートを提供する義務を負いませ
ん。  
 
5.3 Appleは、その⾃由裁量により、デベロッパのMDMへのアクセス権をいつでも削除する
権利を留保します。また、Appleは、その⾃由裁量により、MDMのためのデベロッパの証明書
またはデベロッパのMDM顧客の証明書を取り消す、または無効にする権利を留保します。 
 
6. 追加免責。 Appleは、デベロッパによるMDMまたは構成プロファイルの使⽤に起因ま
たは関連する損害または損失に対して責任を負わないものとします。これには、予定されたメン
テナンスまたは予定外のメンテナンス、サービスの中断、データの紛失または盗難、MDMまた
は構成プロファイルの使⽤による導⼊デバイスへのアクセスに起因する責任（これらに関連する
プライバシー違反を含む）、または本契約に基づく Appleの義務の履⾏または不履⾏が含まれま
すが、これらに限定されません。 
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付属書 3 
（本契約に対する） 

iCloudの使⽤に関する付加条件 
 

以下の条件は、本契約の条件に追加されるものであり、内部使⽤アプリケーションおよびウェブ
ソフトウェアに関連するソフトウェア開発およびテストのためのiCloudサービスの使⽤に適⽤さ
れます。  
 
1. iCloudの使⽤ 

1.1 デベロッパの内部使⽤アプリケーションおよび／またはウェブソフトウェアは、Appleが
デベロッパに権限を付与した場合にのみ、iCloudサービスにアクセスすることができるものとし
ます。 デベロッパは、iCloudストレージAPI、CloudKit API、またはプログラムの⼀環として提
供されるCloudKitコンソール経由を除き、iCloudサービス、または当該サービスに含まれるあら
ゆるコンテンツ、データ、もしくは情報にアクセスしないことについて同意するものとします。 
デベロッパは、デベロッパの権限をいかなる第三者とも共有せず、Appleが明⽰的に許諾した⺫
的以外に使⽤しないことについて同意するものとします。 デベロッパは、本契約およびiCloudド
キュメントで明⽰的に許可された通りにのみ、かつ、適⽤のあるあらゆる法令および規制を遵守
して、iCloudサービス、iCloudストレージAPI、およびCloudKit APIを使⽤することに同意するも
のとします。 さらに、Appleがその⾃由裁量で判断するところにより、当該ウェブソフトウェア
におけるデベロッパによるiCloudサービスの使⽤が、対応するライセンスアプリケーションにお
けるデベロッパの使⽤と同等である限りにおいてのみ（例：デベロッパの内部使⽤アプリケーシ
ョンで検索またはアップデートされた同じタイプのデータを保存するため）、デベロッパのウェ
ブソフトウェアは、iCloudサービスへのアクセスおよび使⽤を許可されるものとします。 Apple
サービスが、理由の如何を問わず、ほかのコンテナへのデータの転送のために、iCloudにおける
ストレージコンテナのデベロッパへの割り当て分を超えて、デベロッパが使⽤することを許可す
る場合に、デベロッパは、かかる機能を実⾏するために合理的に限定的な期間のみ、かかる追
加のコンテナを使⽤し、かつ、ストレージおよび割り当て分を増加させないことについて、同意
するものとします。 
 
1.2 デベロッパは、デベロッパの契約の期間満了または解除後は、デベロッパがソフトウェアの
開発またはテストのためにiCloudサービスにアクセスまたは使⽤することを許諾されていないこと
を理解するものとします。ただし、デベロッパの内部使⽤アプリケーションまたはウェブソフトウ
ェアをインストールし、かつ、iCloudを使⽤するために有効なAppleのエンドユーザーアカウントを
有する許可ユーザーは、適⽤のあるiCloud利⽤規約およびそれらの条件に従い、当該ユーザーが作
成したドキュメント、プライベートコンテナ、およびデベロッパがiCloudストレージAPIまたは
CloudKit API経由でかかる許可ユーザーのアカウントに保存することを選択したファイルへのアクセ
スを継続することができます。 デベロッパは、ユーザーのiCloudへのアクセス（または当該ユーザ
ー⾃⾝が作成したドキュメント、プライベートコンテナ、およびファイルへのアクセス）を阻害し
ないこと、また、⽅法の如何を問わず、常に、その他ユーザーのiCloudサービスの使⽤を妨害しな
いことについて同意するものとします。 デベロッパがCloudKit API経由でパブリックコンテナに保
存したファイルについて（デベロッパまたは許可ユーザーのいずれが作成したかを問わず）、Apple
は、デベロッパの本契約の期間満了もしくは解除時、またはその他AppleがCloudKitコンソール内で
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指定する場合に、かかるデータの全部もしくは⼀部へのアクセスを停⽌し、またはかかるデータの
全部もしくは⼀部を削除する権利を留保します。 
 
1.3 デベロッパの内部使⽤アプリケーションは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションおよび
ウェブソフトウェアにとって重要な価値を有するデータ（例えば、ファイナンスアプリ内の株式の
リスト、特定のアプリの設定など）の保存および取得、ならびに、デベロッパの許可ユーザーが
iCloudサービスを通じてユーザーが作成したドキュメントおよびファイルにアクセスできるようにす
る⺫的でのみ、iCloudストレージAPIの使⽤を許可されるものとします。 デベロッパの内部使⽤アプ
リケーションまたはウェブソフトウェアは、iCloudドキュメントに従い、デベロッパがパブリックコ
ンテナまたはプライベートコンテナに保存することを選択した構造化データの保存、検索、および
クエリを⾏うために、CloudKit APIを使⽤することを許可されます。 デベロッパは、iCloudストレー
ジAPIまたはCloudKit API経由で、デベロッパの内部使⽤アプリケーションがiCloud利⽤規約、または
デベロッパの内部使⽤アプリケーションに関するプログラム要件に違反することになるいかなるコ
ンテンツまたはマテリアルも、当該違反について認識の上、保存しないことについて同意するもの
とします（例えば、デベロッパの内部使⽤アプリケーションは、違法または権利を侵害するマテリ
アルを保存してはなりません）。  
 
1.4 デベロッパは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションの使⽤を通じて、ユーザーに、
ユーザー⾃⾝が作成したドキュメントおよびファイルに、iCloudから、またはウェブソフトウェ
アからアクセスさせることができるものとします。 ただし、デベロッパは、同⼀タイトルの異
なるバージョン間で当該データを共有する場合でない限り、またはデベロッパがユーザーの同意
を得た場合でない限り、デベロッパの内部使⽤アプリケーションの重要な価値を有するデータ
を、ほかの内部使⽤アプリケーションまたはウェブソフトウェアと共有することはできません。  
 
1.5 デベロッパは、デベロッパが CloudKit APIおよび iCloudストレージ APIの使⽤を通じて
iCloudに保存した、あらゆるコンテンツおよびマテリアルに関する責任を負い、かつ、デベロッ
パが iCloudサービスを通じて保存した情報を保護するため、合理的かつ適切な措置を講じなけ
ればならないものとします。 エンドユーザーが iCloudストレージ APIまたは CloudKit APIの使
⽤を通じてデベロッパの内部使⽤アプリケーションに保存したコンテンツおよびマテリアル（例
えば、ユーザー作成のドキュメント、パブリックコンテナへの許可ユーザーによる掲載など）に
関する第三者の請求について、デベロッパは、デジタルミレニアム著作権法（DMCA）に従って
送信された通知にデベロッパが遵守していることを含み（ただしこれらに限定されません）、⼀
切のかかる請求について適切に対処し、かつ、速やかに処理を進める責任を負うことに同意する
ものとします。  
 
1.6 デベロッパが欧州連合（EU）に拠点を置く組織として Apple Developer Programに登録してい
る場合は、Regulation（EU）2023/2854に関連する CloudKitの追加条項が
https://developer.apple.com/download/files/EU-Data-Act-Terms-CloudKit.pdfに記載されています。 

 
2. 付加条件 

2.1 デベロッパは、デベロッパおよびデベロッパの従業員および許可ユーザーの双⽅にとっ
て、iCloudサービスのストレージの容量、トランスミッション、およびトランザクションに上限
があることを理解するものとします。 デベロッパ、従業員、および／または許可ユーザーがかか
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る上限に達した場合、かかる容量制限に適合するように、iCloudサービスから⼗分なデータを削
除する、ストレージの容量を増加する、またはその他デベロッパによる iCloudの利⽤を修正する
まで、iCloudサービスを利⽤できないことがあり、かつ、この間、iCloudからデータのアクセス
または検索ができないことがあります。  
 
2.2 デベロッパは、デベロッパの内部使⽤アプリケーションまたはウェブソフトウェアを通じ
た iCloudサービスへのアクセスまたは利⽤について、ユーザーにいかなる料⾦も請求してはなら
ず、かつ、デベロッパは、⽅法の如何を問わず、サービスのいかなる部分の再販売も含め（ただ
しこれに限定されません）、iCloudサービスへのアクセス権を販売しないことについて同意する
ものとします。 デベロッパは、（かかるユーザーが iCloudアカウントを有しているか否かに関
わらず）従業員および許可ユーザーがアクセスできるようにパブリックコンテナにデータを保存
する⺫的で CloudKit APIを使⽤することを除き、Appleの有効なエンドユーザーiCloudアカウン
トを有する従業員または許可ユーザーにストレージを提供するために、かつ、当該ユーザーアカ
ウントの利⽤規約に従って使⽤するためにのみ、デベロッパの内部使⽤アプリケーションまたは
ウェブソフトウェアで、iCloudサービスを使⽤するものとします。 デベロッパは、従業員また
は許可ユーザーによる、適⽤のある Appleとの iCloudサービス契約の条項に対する違反、また
は iCloudサービスに保存されたデータもしくは情報の利⽤に関する⼀切の Appleのポリシーに
対する違反を引き起こさないようにするものとします。 
 
2.3 デベロッパは、全体的なネットワークの容量または iCloudサービスの処理機能を過度に
使⽤してはならず、その他不合理なサイズのデータの読み込みまたはクエリを⾏って、当該サー
ビスに負荷をかけてはならないものとします。 デベロッパは、Appleのネットワークもしくはサ
ーバ、または iCloud接続された第三者のサーバもしくはネットワークに悪影響または害を与え
ないこと、または、ほかの開発者やユーザーによる iCloudサービスの使⽤を妨害しないことに
ついて同意するものとします。 
 
2.4 デベロッパは、Appleが iCloudサービスを利⽤する従業員または許可ユーザーに提供す
る警告、システム設定、お知らせ、または通知を無効にしたり、阻害したりしないものとしま
す。  
 
3. デベロッパの承諾 

デベロッパは以下の事項を認め、同意するものとします。 
 
3.1 Appleは、いつでも、デベロッパへの事前通知の有無に関わらず、（a）iCloudストレー
ジ APIまたは CloudKit APIを改変すること（あらゆる特性や機能性を変更または削除することを
含みます）、または、（b）かかる APIを修正すること、サポートを終了すること、再発⾏するこ
と、または再版することができるものとします。 デベロッパは、そのような修正によって、デベロ
ッパが、デベロッパの内部使⽤アプリケーションまたはウェブソフトウェアを、デベロッパ⾃⾝
の費⽤で、変更またはアップデートする必要が⽣じる可能性があることについて理解するものと
します。 Appleは、iCloudサービスについて、提供または提供を継続する明⽰または黙⽰の義務
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を負わず、いつでもこれらの全部または⼀部を停⽌または中⽌することができるものとします。 
Appleは、iCloudサービス、iCloudストレージ API、もしくは CloudKit APIのサービスの停⽌、中
⽌、または改変に起因または関連して、デベロッパまたはその他の者が被る⼀切の損失、損害ま
たは費⽤について、種類の如何を問わず、⼀切責任を負わないものとします。  
 
3.2 iCloudサービスは、すべての⾔語、または国もしくは地域で利⽤できるわけではなく、
Appleは、かかるサービスが、特定の地域での利⽤に適していることや利⽤可能であることにつ
いて、いかなる表明もしないものとします。 iCloudストレージ APIまたは CloudKit APIを通じ
てデベロッパの内部使⽤アプリケーションまたはウェブソフトウェアで iCloudサービスへのア
クセス権を提供することをデベロッパが選択する限りにおいて（例：パブリックコンテナまたは
プライベートコンテナにデータを保存する場合）、デベロッパは、⾃⾝の判断でそれを⾏うもの
とし、適⽤されるあらゆる法令を遵守する責任を負うものとします。 
 
3.3 Appleは、デベロッパに対して、iCloudサービスの可⽤性または稼働時間に対していかな
る保証も⾏わないものとします。かつ、Appleは、iCloudサービスのいかなるメンテナンス、テ
クニカルサポート、またはその他のサポートも提供する義務を負いません。 Appleは、iCloudサ
ービスに対してデベロッパが⾏った⽀出、投資、もしくはコミットメント、または、iCloudサー
ビスの使⽤もしくはアクセスについて、⼀切責任を負わないものとします。 
 
3.4 Appleは、いつでも、その⾃由裁量により、デベロッパのiCloudサービスへのアクセス権
を停⽌または削除する権利、またはデベロッパによるiCloudサービスの使⽤を制限する権利を
留保します。 さらに、Appleは、いつでも、その⾃由裁量により、iCloudサービスを通じてデベ
ロッパの内部使⽤アプリケーションまたはウェブソフトウェアが送受信するトランザクションに
制限を課すもしくは調整を加える、または、それらが使⽤するリソースまたは容量を設定または
調整することがあります。  
 
3.5 Appleは、Appleが iCloudサービスおよびその他の Apple製品またはサービスを改善す
ることを⽀援するために、iCloudストレージ API、CloudKit API、または CloudKitコンソールを
通じて、iCloudサービスの使⽤について、情報（技術情報および診断情報を含みますがこれらに
限定されません）をモニターおよび収集することがあります。ただし、Appleは、法規制上の⼿
続きまたは要件を遵守するために、当該アクセス、使⽤、保存、もしくは開⽰が合理的に必要で
あると誠実に判断した場合を除き、または、その他 iCloudストレージ API経由でユーザーの
iCloudアカウントに、もしくは CloudKit API経由でユーザーのプライベートコンテナに保存され
たデータに関して従業員および／または許可ユーザーが要求した場合を除き、CloudKitを通じて
プライベートコンテナに保存されたあらゆるエンドユーザーデータ、CloudKitを通じてパブリッ
クコンテナに保存されたあらゆる内部使⽤アプリケーションデータ、または、iCloudストレー
ジ APIおよび iCloudサービスを使⽤して保存されたユーザーが作成したあらゆるドキュメン
ト、ファイル、もしくは重要な価値を有するデータへのアクセスまたは開⽰をすることはないも
のとします。  
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3.6 さらに、デベロッパが、iCloudストレージ APIまたは CloudKit APIの使⽤を通じて、
iCloudサービス内に、個⼈や個⼈が特定可能な情報に関連する個⼈情報（以下「個⼈データ」と
総称します）を保存する限りにおいて、デベロッパは、Apple（および本第 3.6条の⺫的に該当す
るすべての Apple⼦会社）が、当該個⼈データの処理、保存、および取り扱いに関して、デベロ
ッパの代理⼈として⾏為することに同意するものとします。Appleは、かかる個⼈データを処理す
る権限を持つ任意の個⼈が、（条項を通じて、または該当する法定義務のもとで）守秘義務の履
⾏に同意していることを保証することに同意するものとします。Appleは、デベロッパによる
iCloudサービスの使⽤の結果としてのみ⽣じるかかる個⼈データに関して、いかなる権利、権
限、または権益を有することもありません。デベロッパは、デベロッパのみが、iCloudサービス
を通じたデータおよび情報の使⽤または収集に関して、プライバシーおよびデータ保護に関する
法令を含む、すべての適⽤法令の遵守について単独で責任を負うことに同意するものとします。
また、デベロッパは、個⼈データおよび個⼈データに関する⾏為のモニター、不適切なデータお
よび⾏為の防⽌、およびそれらへの対応、データの削除や当該データを⼊⼿可能にするアクセス
権の削除および解除などを含む（ただしそれらに限定されません）、かかる個⼈データに関連す
るあらゆる⾏為について責任を負うものとします。また、デベロッパは、デベロッパのスタッフ
によるかかる個⼈データへのアクセスの保護および制限、ならびにデベロッパのために iCloudサ
ービスを使⽤するためのアクセスを許可されたデベロッパのスタッフの⾏為について責任を負うも
のとします。デベロッパおよびデベロッパのユーザーが iCloudサービスを通じて Appleに提供した
個⼈データは、iCloudサービスを提供し改善するために必要な場合にのみ、そしてデベロッパのた
めに以下の⾏為を⾏うためにのみ、Appleによって使⽤される可能性があります。 Appleの⾏為と
は以下の通りです。  
  
（a）本契約に規定されたデベロッパの指⽰および許可、ならびに適⽤される法律、規則、協定、
または条約に従ってのみ、そうした個⼈データを使⽤し、取り扱います。EEAおよびスイスにお
いては、別途 EUまたは加盟国の法律で要請されていない限り、個⼈データは、本契約に規定さ
れたデベロッパの指⽰および許可に従ってのみ、Appleによって取り扱われ、別途 EUまたは加
盟国の法律で要請されている場合には、Appleはそうした特定の法的要請についてデベロッパに
通知します（法律により Appleが通知することを禁⽌されている限定的な場合は除きます）。 
（b）デベロッパに対して、適⽤される法律で定義された、ユーザーアクセス、削除、または制
限のリクエストを管理するための合理的な⽅法を提供します。デベロッパによる iCloudサービ
スの誠実な使⽤に起因した、データ保護規制当局またはかかる個⼈データに関する類似の規制当
局によるデベロッパの調査があった場合、Appleはデベロッパに対し、合理的な援助およびサポ
ートを提供します。  
（c）Appleが、Appleサービスへの不正なアクセスの結果、デベロッパの個⼈データの変更、
削除、または紛失が発⽣していることを認識した場合、過度に遅延することなく、かつデベロッ
パに適⽤され、特定の期間内に通知することを義務付ける法的要請に従い、Appleが選択した合
理的な⽅法で、デベロッパに通知を⾏います。デベロッパは、本契約の条項に従い、かかる通知
のために、最新の連絡先情報を Appleに提供する責任を有します。 
（d）Regulation（EU）2016/679 of the European Parliament and of the Council of 27 April 2016
（GDPR：EU⼀般データ保護規則）第 28条に規定されたコンプライアンス義務を果たすために
必要な、そしてかかる規定で要請された監査を可能とし、それに貢献するための情報を、デベロ
ッパが利⽤できるようにします。ただし、デベロッパは、Appleの ISO 27001および 27018認
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証は、そうした要請される監査のために⼗分なものであるとみなされることに同意するものとし
ます。  
（e）GDPRの第 33条から 36条に規定されたコンプライアンス要件を確実に遵守するため、
Appleが選択した合理的な⽅法により、デベロッパを⽀援します。デベロッパが iCloudに保存
した情報に関する第三者からの要請を Appleが受領した場合、別途法律でまたは当該要請の条件
で要請されている場合を除き、Appleはそうした要請の受領についてデベロッパに通知し、要請
者に対して、当該要請をデベロッパに対して⾏うように伝えます。法律や当該要請で別途要請さ
れている場合を除き、デベロッパはそうした要請に対応する責任を負うものとします。  
（f）個⼈データの送信、処理、および保存を⾏う間、個⼈データを保護するため、業界標準の
⽅法を使⽤します。暗号化された個⼈データの地理的な保存場所は、Appleの裁量で決定されま
す。 
（g）本契約の⽂脈で⽣じる個⼈データが EEAまたはスイスから送信される場合、当該個⼈デー
タは⼗分な保護⽔準が確保されている第三国や地域、またはモデル契約条項／スイス越境データ
フロー契約が使⽤されている第三国や地域にのみ送信されるようにします。個⼈データが送信さ
れているとデベロッパが考える場合、デベロッパの要求に応じてモデル契約条項／スイス越境デ
ータフロー契約が提供されます。 
 
3.7 iCloud Extended Share Access APIを使⽤するには、デベロッパの内部使⽤アプリケー
ションが（a）許可ユーザーに表⽰される複数ユーザー間の共同共有機能を備えていること、お
よび（b）CloudKit APIを使⽤して、内部使⽤アプリケーション内で共有機能向けの独⾃のユー
ザーインターフェイスを有効化し、その共有から iCloud Extended Share Access APIにより取
得した許可ユーザーの情報を共有参加者が閲覧できるようにすることが必要です。デベロッパ
およびデベロッパの内部使⽤アプリケーションは、共有参加者に⼀時的に表⽰するためにの
み、許可ユーザーの情報を使⽤することができます。デベロッパおよびデベロッパの内部使⽤
アプリケーションは、許可ユーザーの情報を保存することはできません。  
 
4. 追加免責。 Appleおよびそのサービスプロバイダも、データ処理、または不適切なも
しくは不正なデータ保存、またはデベロッパによる本契約に反する取り扱いに関するあらゆ
る請求を含む、iCloud、iCloudストレージ API、もしくは CloudKit APIの使⽤、不正使⽤、
依存、使⽤不能、中断、停⽌、もしくは解除、またはデベロッパのデータもしくはエンドユ
ーザーのデータについての不正アクセス、改ざん、削除、破損、損害、損失、もしくは保存の
失敗、またはデベロッパの従業員および／または許可ユーザーによる前記のあらゆる使⽤に
起因する損害または損失について、⼀切責任を負わないものとします。  
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付属書 4  
（本契約に対する） 

パスに関する付加条件 
 

以下に定める条件は、本契約の規定に追加され、かつ、デベロッパによるパスの開発および配布
に適⽤されます。 
 
1. パスタイプIDの使⽤および制限 
デベロッパは、ウォレットで使⽤するデベロッパのパスにデジタル署名する⺫的で、および／ま
たはデベロッパのパスとのAPNサービスに使⽤する⺫的でのみ、パスタイプIDを使⽤することがで
きるものとします。 デベロッパは、以下の第2条に従って、パスタイプIDをデベロッパ⾃⾝の商標
またはブランドの下で配布する場合、またはデベロッパがデベロッパのパス内で第三者の商標ま
たはブランドに⾔及する場合（特定の商品のストアクーポンなど）に限り、デベロッパのパスに
組み込まれているパスタイプIDを配布することができます。デベロッパは、必要な権利を有するこ
とを表明および保証します。 デベロッパは、デベロッパのパスタイプIDを第三者と共有せず、第三
者に提供または送信しないこと（Apple正規サービスプロバイダを除く）、または第三者のパスの
署名にデベロッパのパスタイプIDを利⽤しないことについて、同意するものとします。 
 
2. パスの配布 - マーケティングの許諾 

2.1 本契約の条項に従い、デベロッパは、本契約の第 2.1条（f）に規定されたデベロッパの
直接の監督と物理的な管理の下で使⽤される場合、内部使⽤⺫的のため、またはデベロッパ⾃⾝
（または許可事業体）の物理的な施設またはその他の場所にある導⼊デバイスのデモ受信者によ
る限定的な使⽤のために、デベロッパの従業員および／または許可ユーザーのみにデベロッパの
パスを配布することができます。 デベロッパは、パスが、当該ユーザーによって、ウォレット
に読み込まれる前に承諾されなければならないこと、および、当該ユーザーが、パスを、いつで
もパスブックから削除または転送できることを理解するものとします。  
 
2.2 デベロッパは、この⽅法でデベロッパのパスを配布することで、Appleに対し、デベロ
ッパのパスがその時点で有効な「ドキュメントおよびプログラム要件」および本付属書 4の条項
に準拠していることについて、表明および保証したものとみなされます。 Appleは、かかる⽅法
でデベロッパのパスを配布した結果、デベロッパに⽣じ得るあらゆる費⽤、経費、損害、損失
（事業機会の喪失または逸失利益を含みますがこれらに限りません）、またはその他の責務につ
いて、⼀切責任を負わないものとします。 
 
2.3 デベロッパは、⽒名および住所、ならびにエンドユーザーがデベロッパのパスに関する
質問、苦情、または申し⽴てについて問い合わせ先となる連絡先情報（電話番号、Eメールアド
レス）をパスに記載することについて、同意するものとします。 デベロッパは、デベロッパの
裁量により、いずれかのデベロッパのパスに、関連するエンドユーザー利⽤規約を添付する、ま
たはその他の形で含めることについて、⼀切の責任を負うものとします。 Appleは、デベロッパ
のエンドユーザー利⽤規約に関するいかなる違反についても、⼀切責任を負いません。 デベロ
ッパは、デベロッパのパスのあらゆるユーザー⽀援、保証、およびサポートについて、単独で責
任を負うものとします。 デベロッパは、従業員および／または許可ユーザーに対し、ウォレッ
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トを利⽤するために、デベロッパのパスにアクセスすることについて、いかなる料⾦も請求する
ことはできません。 
 
3. パスの付加条件 

3.1 Appleは、デベロッパに対し、デベロッパのパスの作成に使⽤するためのテンプレートを
提供することがあります。デベロッパは、⾃⾝による使⽤に該当するテンプレートを選択するこ
と（例えば、デベロッパは、搭乗券⽤テンプレートを映画観賞券⽤に使⽤しないこと）につい
て、同意するものとします。 デベロッパがデベロッパのパスでスマートな推奨機能などの追加
機能の表⽰を有効にすることを選択した場合、デベロッパは、Appleがパス情報を使⽤してウォ
レットでパス情報に関連する推奨事項を従業員および／または許可ユーザーに提⽰することを許
可することに同意するものとします。これには、ナビゲーション、天気、⾳楽に関するガイダン
スが含まれます。  
 
3.2 パスは、ドキュメントに従って、Appleがパス⽤のコンテナ領域として指定したウォレ
ット内、互換性のある Appleブランド製品のロック画⾯上のウォレットを通じてのみ、運⽤およ
び表⽰できます。  
 
3.3 本契約第 3.3.7条から第 3.3.11条の定めに関わらず、ユーザーから事前に同意を取得し
た上で、デベロッパおよびデベロッパのパスは、かかる共有が、パスまたは内部使⽤アプリケー
ションの使⽤、または本契約第 3.3.12条に基づく広告の提供に直接関連するサービスまたは機
能の提供を⺫的とする限りにおいて、ユーザーおよび／またはデベロッパの内部使⽤アプリケー
ションのデバイスデータを共有することができます。  
 
4. デベロッパのパスを審査するAppleの権利 - 取り消し。 デベロッパは、Appleが、本契約
期間中、いつでも、デベロッパの従業員および／または許可ユーザーによる使⽤のためにデベロ
ッパが配布しようとする、またはデベロッパの従業員および／または許可ユーザーがすでに使⽤
しているパスを審査および承認または却下する権利を留保することについて理解し、それに同意
するものとします。 デベロッパは、Appleが要求する場合、Appleに対し、かかるパスをただち
に提供することについて同意するものとします。 デベロッパは、デベロッパのパスの特性、コ
ンテンツ、サービス、もしくは機能性について、Appleによる審査から隠蔽しようとしたり、不
正確に表⽰したり、誤解させようとしたり、不明瞭にしようとしたり、その他Appleが当該パス
を包括的に審査することを妨げようとしたりしないことについて同意するものとします。さら
に、デベロッパは、Appleに協⼒し、質問に答え、さらに当該パスに関してAppleが合理的に要求
する情報および資料を提供することについて、同意するものとします。 デベロッパは、Appleへ
の提出後、デベロッパのパスにいかなる変更を加えた場合にも、Appleに対して通知し、かつ、
Appleが要求する場合には、変更したパスを配布する前に、デベロッパのパスをAppleに再提出す
ることについて、同意するものとします。 Appleは、理由の如何を問わず、いつでも、その⾃由
裁量で、たとえデベロッパのパスが「ドキュメントおよびプログラム要件」および本付属書4の
規定に則ったものであっても、デベロッパのパスタイプIDを取り消し、かつ、デベロッパのパス
をデベロッパの従業員および／または許可ユーザーに配布することを拒否する権利を留保し、か
つ、かかる場合、デベロッパは、かかるパスをデベロッパの従業員および／または許可ユーザー
に配布できないことについて同意するものとします。  
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5. 追加免責。 Appleは、ウォレット、デベロッパのパスタイプID、デベロッパのパス、また
はこれらに関連して提供されるあらゆるサービスの使⽤、配布、不正使⽤、依存、使⽤不能、中
断、停⽌、または終了に起因するいかなる損害または損失についても、⼀切責任を負わず、ウォ
レットにおけるデベロッパのパスの喪失もしくは表⽰不能、または従業員および／または許可ユ
ーザーによる上記使⽤に起因するエンドユーザーの請求を含みますが、これらに限定されませ
ん。  
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付属書 5 
（本契約に対する） 

Appleマップサービスの使⽤に関する付加条件 
 
以下に定める条件は、本契約の規定に追加され、かつ、デベロッパの内部使⽤アプリケーショ
ン、ウェブサイト、またはウェブアプリケーションにおける Appleマップサービスの使⽤に適⽤
されます。 本付属書 5において、「Appleマップサービス」には、Appleの製品またはサービス
を介して Amap Software Co., Ltd.が中国の従業員および／または許可ユーザーに配布するマッピ
ングサービスが含まれます。  
 
1. マップサービスの使⽤  

1.1 デベロッパの内部使⽤アプリケーションは、MapKit API、Apple Maps Server API、また
はMapKit JS経由でのみAppleマップサービスにアクセスすることができ、デベロッパのウェブサ
イトまたはウェブアプリケーションは、MapKit JSもしくはApple Maps Server API経由でのみ
Appleマップサービスにアクセスすることができます。 デベロッパは、該当する場合、MapKit 
API、Apple Maps Server API、またはMapKit JS経由以外によりAppleマップサービスまたはマッ
プデータにアクセスしないことに同意するものとします。さらに、デベロッパは、デベロッパの
内部使⽤アプリケーション、ウェブサイト、またはウェブアプリケーションにおけるAppleマッ
プサービスの使⽤は、プログラムの要件に準拠していなければならないことに同意するものとし
ます。 
 
1.2 デベロッパは、デベロッパの内部使⽤アプリケーション、ウェブサイト、またはウェブ
アプリケーションのためのサービスおよび機能の提供に必要な場合にのみ、Appleマップサービ
スおよびマップデータを使⽤するものとします。 デベロッパは、Appleマップサービス、MapKit 
API、Apple Maps Server API、MapKit JS、ならびにMapKit、Apple Maps Server API、MapKit JS
のドキュメントを、本契約（付属書5を含むがそれに限定されません）で明⽰的に許可されてい
る場合にのみ、すべての適⽤法令に従って使⽤することに同意するものとします。 MapKit JS
は、次の商⽤⺫的のためにApple以外のブランドのハードウェアで実⾏されるデベロッパのウェ
ブサイトおよび／またはアプリケーション上で使⽤することはできません。⾞両管理（配⾞を含
む）、資産管理、企業向け経路最適化。または、当該ウェブサイトおよび／またはアプリケーシ
ョンの主な⺫的が⾃動⾞保険のリスク評価である場合も使⽤することはできません。 
 
1.3 デベロッパは、デベロッパがAppleマップサービスから受け取る結果が、天候、道路状況
および交通状況、地政学的な事象など、マップデータの正確性に影響し得る各種の状況により、
実際の状況とは異なる可能性があることについて認め、これに同意するものとします。  
 
2. 付加制限  

2.1 デベロッパ、デベロッパの内部使⽤アプリケーション、ウェブサイト、またはウェブア
プリケーションは、Apple、そのパートナー、またはそのライセンサーの著作権告知、商標、ロ
ゴ、またはその他の所有権もしくは法的告知、Appleマップサービス内で表⽰されるかもしくはこ
れを通じて提供される⽂書もしくはハイパーリンクを削除してはならず、不明瞭にしてはなら
ず、または改ざんしてはならないものとします。  



 

 
エンタープライズ契約         
 ページ79 

 

 
2.2 デベロッパは、マップデータの全体やそのいかなる部分も⼀括ダウンロードまたはフ
ィードを可能にする、もしくは許可する⽅法で、またはかかるデータのいかなる部分も抽出、
スクレイピング、もしくは再利⽤する⽅法でも、Appleマップサービスを使⽤しないものとし
ます。 例えば、デベロッパまたはデベロッパの内部使⽤アプリケーションのいずれも、⼆次的
または派⽣的データベースの⼀部として、マップデータのすべてまたはその⼀部を、使⽤した
り利⽤可能にしたりすることはできません。  
 
2.3 本契約で明⽰的に許可されている場合を除き、デベロッパは、⽅法の如何を問わずマッ
プデータをコピー、改変、または翻訳したり、その⼆次的著作物を作成、公表、または公開した
りしないことに同意するものとします。 さらに、デベロッパは、ほかのマップサービスを改善
または作成する⺫的で、Appleマップサービスにより提供されたデータを使⽤または⽐較しては
ならないものとします。 デベロッパは、Appleマップサービスの使⽤またはアクセスを通じて、
代替するまたは類似するサービスを作成しないことまたは作成を試みないことに同意するものと
します。 
 
2.4 デベロッパは、デベロッパの内部使⽤アプリケーション、ウェブサイト、またはウェブ
アプリケーションにおいて、本契約で許可された通りにマップデータを表⽰すること、および、
マップデータをマップ上に表⽰する際は、Appleマップサービス経由で提供された Appleマップ
上にのみ表⽰することについて、同意するものとします。 また、デベロッパは、対応する Apple
マップ（Apple Mapsサービスが提供する）を表⽰することなく、デベロッパの内部使⽤アプリ
ケーション、ウェブサイト、またはウェブアプリケーション内のマップデータを表出することは
できません（例えば、デベロッパが Appleマップサービスを通じて住所の検索結果を表出する場
合、デベロッパは住所の検索結果と共に、対応するマップを表⽰する必要があります）。  
 
2.5 Appleにより書⾯で別途明⽰的に許可されない限り、マップデータは、⼀時的かつ限定
的に、（a）デベロッパが本付属書やMapKitもしくはMapKit JSドキュメントで許可された通り
にAppleマップサービスを使⽤するため、および／または（b）内部使⽤アプリケーション、ウ
ェブサイト、もしくはウェブアプリケーションで使⽤するAppleマップサービスのパフォーマン
スを改善するために、⼀時的および限定的に必要な場合を除き、デベロッパまたはデベロッパの
内部使⽤アプリケーション、ウェブサイト、またはウェブアプリケーションによってキャッシ
ュ、プリフェッチ、または保存してはならず、キャッシュ、プリフェッチ、保存した際は、いか
なる場合でも、使⽤後にそれらのマップデータを削除しなければならないものとします。  
 
2.6 デベロッパは、従業員および／または許可ユーザーに対し、デベロッパの内部使⽤アプ
リケーション、ウェブサイト、またはウェブアプリケーションを通じたAppleマップサービスへ
のアクセスまたはその使⽤のみについて、いかなる料⾦も請求できず、かつ、デベロッパは、そ
の他の⽅法によるAppleマップサービスへのアクセスを販売しないことに同意するものとしま
す。 
 
2.7 デベロッパは、Appleが、デベロッパによるAppleマップサービスの利⽤について制限を
課すことができること（例：デベロッパの内部使⽤アプリケーションがMapKit APIもしくは
Apple Maps Server APIを通じて作成できる処理数を制限するなど）、またはAppleの⾃由裁量
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で、いつでも、デベロッパによるAppleマップサービス（またはその⼀部）へのアクセスを取り
消す、または削除することができることを認め、これに同意するものとします。 さらに、デベ
ロッパは、デベロッパがAppleマップサービスから受け取る可能性がある結果が、道路または天
候の状況など、マップデータの正確性に影響し得る変動要因により、実際の状況に応じて異なり
得ることを認め、これに同意するものとします。 
 
3. デベロッパの承諾。 デベロッパは以下の事項を認め、同意するものとします。 

3.1 Appleは、いつでも、デベロッパへの事前の通知の有無に関わらず、（a）いずれかの機
能や機能性の改変もしくは削除を含めて、Appleマップサービス、および／またはMapKit API、
Apple Maps Server API、MapKit JSに変更を加えることができ、または（b）MapKit API、Apple 
Maps Server API、MapKit JSの改変、サービス終了、再発⾏、もしくは再公開ができるものとし
ます。 デベロッパは、当該改変により、デベロッパの内部使⽤アプリケーションを、デベロッ
パ⾃⾝の費⽤で、修正またはアップデートしなければならなくなる場合があることについて理解
するものとします。 Appleは、Appleマップサービスについて、提供または提供を継続する明⽰ま
たは黙⽰の義務を負わず、いつでもこれらの全部または⼀部を停⽌または中⽌することができる
ものとします。 Appleは、Appleマップサービス、MapKit API、Apple Maps Server API、MapKit 
JSの停⽌、中⽌、改変に起因または関連して、デベロッパもしくはその他の者が被る⼀切の損
失、損害もしくは費⽤について、⼀切責任を負わないものとします。 
 
3.2 Appleマップサービスは、すべての国、地域または⾔語で利⽤できるわけではなく、
Appleは、かかるサービスが、特定の地域での利⽤に適していることや利⽤可能であることにつ
いて、いかなる表明もしないものとします。 デベロッパは、デベロッパの内部使⽤アプリケー
ションにおいて、またはMapKit API、Apple Maps Server API、もしくはMapKit JSを通じて
Appleマップサービスへのアクセスを提供することを選択する限りにおいて、⾃⾝の判断でかか
る選択をするものとし、適⽤されるあらゆる法令を遵守する責任を負うものとします。 
 
4. デベロッパのMapKitおよび／またはMapKit JSの実装を審査するAppleの権利。 デベロ
ッパは、Appleが、デベロッパの内部使⽤アプリケーション、ウェブサイト、またはウェブアプ
リケーションにおけるデベロッパのMapKitおよび／またはMapKit JSの実装を、本契約期間中、
いつでも、審査、承認、または拒否する権利を留保することを理解し、これに同意するものとし
ます。 デベロッパは、Appleから要求された場合、デベロッパのMapKitおよび／またはMapKit JS
の実装に関する情報を速やかにAppleに提供することに同意するものとします。 デベロッパは、
Appleと協⼒し、質問に答え、そうした実装に関してAppleが合理的に要求する情報および資料
を提供することについて、同意するものとします。Appleは、デベロッパによるMapKitおよび／
またはMapKit JSの使⽤が「ドキュメントおよびプログラム要件」および本付属書の条項に則っ
たものであっても、デベロッパによるMapKitへのアクセスならびに／またはデベロッパのMapKit 
JSキーおよび類似の認証情報を、⾃由裁量でいつでも取り消す権利を留保します。 例として、
Appleは、デベロッパのMapKitおよび／またはMapKit JSの実装によって、Appleマップサービス
に過剰かつ過度な負荷がかかる場合、マップを表⽰する際にAppleマップのロゴまたは組み込み
リンクが不明瞭になるか消去される場合、または攻撃的もしくは違法なマップコンテンツを⽤い
たAppleマップサービスが使⽤される場合、Appleは前記の認証情報を取り消す可能性がありま
す。 
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5. 追加免責。 Apple、そのライセンサー、またはサービスプロバイダは、システム障害、ネ
ットワーク攻撃、または計画的もしくは計画外のメンテナンスによる中断を含む、Appleマップサ
ービスの使⽤、不正使⽤、依存、使⽤不能、中断、⼀時停⽌、解除に起因するいかなる損害また
は損失についても、⼀切責任を負いません。  
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付属書 6 
（本契約に対する） 

EnergyKitの使⽤に関する付加条件 
 
1. EnergyKitを使⽤するには、デベロッパが（a）⽶国本⼟で販売する量産型の⼩型四輪乗⽤
電気⾃動⾞のメーカーであり、内部使⽤アプリケーションの主な⺫的が電気⾃動⾞（EV）の充電
を⽀援すること、または（b）サーモスタットのOEMであり、内部使⽤アプリケーションの主な⺫
的がスマートサーモスタットの管理であることが必要です。EVの充電を⽀援したり、スマートサ
ーモスタットを管理したりするデベロッパの内部使⽤アプリケーションの機能については、内部
使⽤アプリケーションのユーザーインターフェイスおよびマーケティングマテリアルに明⽰され
ている必要があります。デベロッパおよびデベロッパの内部使⽤アプリケーションは、その内部
使⽤アプリケーションの管理下にあるデバイスがエネルギーを消費する⽅法またはタイミングを
変更し、かかるデータを許可ユーザーに提供する以外の⺫的でEnergyKit APIまたはEnergyKitデー
タを使⽤することはできません。 
 
2. デベロッパまたはデベロッパの内部使⽤アプリケーションは、電⼒会社（その関連会社
もしくは外部契約者を含む）の利益、エネルギーグリッドの信頼性、またはエネルギーグリッド
の安全性に重⼤な悪影響を及ぼす活動を含む、違法および／または有害な⺫的のために
EnergyKit APIを使⽤することはできません。デベロッパは、EnergyKitデータやその⼀部の⼀括
ダウンロードまたはフィードを可能にしたり許可したりするため、または EnergyKitデータを⼀
部であれ抽出もしくはスクレイピングするために EnergyKit APIを使⽤することはできません。
例えば、デベロッパまたはデベロッパの内部使⽤アプリケーションのいずれも、EnergyKitデー
タまたはその⼀部を、⼆次的もしくは派⽣的データベースの⼀部として、または⼈⼯知能モデル
のトレーニングのために使⽤したり利⽤可能にしたりすることはできません。デベロッパの内部
使⽤アプリケーションは、EnergyKit APIを通じてのみ EnergyKitデータにアクセスできるものと
します。 
 
3. EnergyKitを使⽤するには、許可ユーザーのデバイスから報告された EnergyKitエネルギ
ー使⽤量フィードバックをデベロッパの内部使⽤アプリケーションに提供する必要があります。
本付属書 6で使⽤されている「エネルギー使⽤量フィードバック」とは、デバイスから報告さ
れ、デベロッパの内部使⽤アプリケーションを通じて EnergyKitに送信されるエネルギーデータ
のことをいいます。 
 
4. デベロッパは、EnergyKitを活⽤した機能に⾔及する際に、EnergyKitスタイルガイドお
よびマーケティングガイドラインに従う必要があります。デベロッパは、許可ユーザーから収集
したデータが、パーソナライズされた推奨事項を含むマーケティングに使⽤される場合、まず許
可ユーザーから有効な同意を得るものとします。 
 
5. 第 13条の責任の制限に加えて、Apple、そのライセンサー、またはサービスプロバイダのい
ずれも、システム障害、ネットワーク攻撃、または計画的もしくは計画外のメンテナンスによる中断
を含む、EnergyKit APIの使⽤、不正使⽤、依存、使⽤不能、中断、⼀時停⽌、または解除に起因す
る、いかなる損害または損失についても⼀切責任を負いません。 
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